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まちづくりと国際協力

l平成4年度JICA研修（都市整備コース）
10ヶ国ll名（平成4年6月23H~268)

l平成5年度JICA研修（都市整備コース）

13ヶ国13名（平成5年6月298~7月28)
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コンケン市での水道管布設工事

タイ・チェンマイでの水道技術指導
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クァラルンプール、再開発をまつカンポン・バル地区 クァラルンプールのモスクより都心を望む

乞 ノぞ‘

バンコック、チャオ・プラヤ川から寺院、王宮を望む

タイの伝統文化

フランクフルト都心部 フランクフルト、区画整理で改策中の建物
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まちづくりと国際協力

シンガポール、ウォーターフロント開発模型
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再開発が進むリバプール市マージーサイド恰岸

アルバート・ドック周辺

まちづくりと国際協力

ドックランド・キャナリィ・ウォーフ地区の再開発事業
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ト‘1ツヘ調査団を派遣して

工学博士小寺稔

1. はじめに

私は長年大阪市役所で、区画整理と再開発

の仕事をし、何回か欧米に調査に行きました

が、予々機会があれば本格的に区画整理や再

開発の調査をしたいと考えておりました。戦

後日本は、戦勝国米英仏の真似に終始してい

たのですが、我々の区画整理や再開発という

ような都市計画の分野でも同様で、 ドイツの

情報は入りませんでした。然し、段々分るよ

うになって来てはおりますが、未だ未だ知り

たいのに分らないことが沢山あります。

序でにと言っては何ですが、細川護煕総理

は昨年「近代的都市計画の限界の突破口には

ドイツに学ぶものが沢山ある、地区計画制度、

都市計画無しに開発しない事、地方分権等」

と土木学会誌に書いておられましたが、さて

どうなるのでしょうか。

ドイツ文学・思想の専門家である京都大学

の高橋教授は「長いことドイツの文学や思想

に携わってきながら、私はドイツ人の心の原

風景について随分と無知であった我が身を恥

じずにはいられなかった」又「他国との交流

がますます増大し、より一層の国際化が迫ら

れている今日、我々に必要なのは他国の人々

をより良く知ることであろう」と書いておら

れる 1)。ましてや我々においておやである。

こんな事から、私は昭和62年区画整理士会

近畿支部を設立した時、私の公約の一つに海

外研修を入れ、平成元年から毎年、 ドイツの

区画整理と欧州の再開発を中心テーマとした

調査団を派遣しているのであります。日本で

このような調査団を毎年出している所は他に

ありません。この調査団には愛知県の方々も

何人かご参加戴いており、第 3回の株式会社

塚本都市計画研究所長の塚本兼光さん、第 5

回の株式会社ミチモトコンサルタント社長の

道本修さん、弁護士の大場民男さん等、区画

整理のリーダーの方々です。

調査団の成果については、支部機関誌にそ

の都度発表し、多くの事柄が明白になって来

ておりますし、又多くの指針を得ました。こ

の稿ではドイツの区画整理のみについて述べ

たいと思いますが、区画整理調査を主に再開

発又は都市計画調査をした都市は Ham-

burg, Hannover, Essen, Dtisserdorf, 

Koln, Frankfurt am Main, Stuttgart, 

Mtinchenと連邦政府です。都市視察をしたの

はOsnabrtick,Bonn, Heidelberg, Ttibin-

gen, Ro then burg, N ordlingen, Augsburg, 

Landsberg, Lindau等です。

本題に入る前に、区画整理のことを少しだ

け解説させて戴きます。

区画整理とは、図ー 1のような街を“換地”

と言う手段を用いて図ー 2のような街に作り

小寺 稔（こでらみのる）

大正13年岡山県生まれ

昭和22年京都帝国大学工学部土木工学科卒業、

大阪市建築局に勤務。昭和46年都市再開発局

長、昭和55年退職。

現在は明汰阪市都市整備協会顧問、 （扮全日本

土地区幽整埋士会近畿支部長。これまでに京

都大学工学部講師、閲大阪市都市整備協会理

事長、都市計画中央審議会専門委員等を歴任。

工学博士。
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ドイツヘ調査団を派遣して

変える手法である。換地とは今まで土地所有

者の持っていた図ー 1のA~Gの土地の代わ

りに、図ー 2のように区画整理された街に渡

す土地 A'~G'のことである。従って、区画整

理では道路等は買収によって作るのではあり

ません。

区画整理は泄界中で行われている訳ではな

い。日本・台湾・韓国・独•仏・スイス・ギ

リシャ・スウェーデン等で実績があり、フィ

リッピン・米2)等で施行しようとする動きが

ある。それら諸国の中で歴史・量・質共に際

立つているのが 日独である。

区画整理としての最初の記録は、春秋時代

の鄭の総理大臣である子産が BC520年頃行

った、区画整理らしきものである3）。これが他

の文物同様H本に渡来したであろう事は想像

に難くない。日本で記録されている最初は、

天平12年・ AD740年に制度が整備された条里

図ー 1 区画整理前の 図ー2
地図

制である。又、江戸時代には福井県、山日県、

岐阜県等各地で区画整理の記録が残っている。

更に明治時代に入っても各地で区画整理と言

える様な事業が行われた。

近代的法制に於いては、日本では明治22年

地租条例の改正の際区画整理がその座を得、

ドイツでは1718年最初の区画整理法規と言う

べものが出来、以米下図のような変遷を経て

現在に至っている。

日本

Lex Adickes 

独逸 昴醒謡促進法Stadtebauforderungsgesetzl971

次に日独の区画整理制度の骨格を示すと

［日本の区画整理】

［目的］健全な市街地の造成の為の公共施設

の整備改善と宅地の利用増進

［事業の内容］土地の区画形質の変更と公共

施設の新設・変更

［手法の根幹］換地：従前の宅地と換地の位

置・地積・土質・水利•利用状況・環境等が

照応するように定められる。

減歩：区画整理によって公共施設が整備さ

れ公共用地が増加する、従って換地地積は整

理前の宅地地積より減少する。その減るのを

減歩、減る割合を減歩率と言う。

【ドイツの区画整理 Umlegung】

［目的］地区詳細計画 Bebauungsplan(B-

Plan)実現のための新開発又は再開発の区画

整理

［地区詳細計画 B-Plan]B-Planとは道路・公

園・建物等の計画を市条例で都市計画として

決め、法的拘束力を持つ。従って、 B-Planは

区画整理の内容ではなく、前提に過ぎない。

［手法の根幹］換地：従前の土地に対する換

地の照応条件は位置・評価又は面積

，
 



ドイツヘ調査団を派遣して

2.今後は再開発型の区画整理へ

ドイツの区画整理を調べて感じたのは、市

街地で随分やっているなということである。

表ー1 日・独の都市人口比較（単位 百万人）

年号昭和25 昭和45 昭和55 平成 2 平成12予測i

A D I 1950 I I 1970 I I 1980 I I 1990 I I 2000予測

ドイツ 36 1 1 50 1 1 52 ◎ 54 I I 54 

日本 31 I * I 75 I I 89 I I 95 I I 99 

日独の都市人口の動きは表ー 1の通りであ

る。日本では都市人口の極端な増加時期合で

“区画整理法”が制定されている。 ドイツで

は、都市人口が停滞し、将来も増加しないで

あろうと予測される時点◎で “BauGB"がで

きている。自ずから、日本のは新市街地造成

の手法即ち新開発型手法になっており、 ドイ

ツのは、新市街地は殆ど出来て来ないから、

既成市街地の再開発に重点のある手法即ち再

開発型手法になっている。

所が最近数年、日本においては、都市人口

の増加は東京圏のみとなって来た。他の地区

はドイツと同じく、都市人口が停滞乃至減少

に転じて来ている。だから日本には全く違う

基盤に立つ 2つの都市のグループがあると考

えても良いのではないかと思う。即ち、東京

圏は新開発型の区画整理に重点のある手法が

向いているし、他の地区は再開発型に重点の

ある手法が向いている。然し、法律は新開発

型の区画整理法 1つであるから、東京圏以外

の都市にとっては具合が悪いのである。どう

なって何処が具合が悪いか、多くの問題があ

るのであるが、此処ではドイツと比較しなが

ら2つの点について考えてみたい。

1)住民参加の問題

ドイツの BauGBは、第 3条で基本的、包括

的に住民参加を規定している。日本では、都

市計画法でも、区画整理法でも住民参加の規

定はないが、住民参加らしき部分はある。

10 

①都市計画の案についての公聴会制度及ぴ

縦覧 ．意見書制度

②土地所有者、借地権者は施行者又は区画

整理審議会委員になれる。

③区画整理の事業計画及ぴ換地計画につい

ての公衆の縦覧 ・意見書制度 ・

等の制度であるが、 ドイツの制度に比べて次

の様な欠陥をもっている。

i独の住民参加は基本的、包括的であるが、

日本のは枝葉末梢的 ・断片的である。

ii独の住民参加は計画案の作成段階から知

らせるが、日本は知らせない。

iii独では賛成反対に拘わらず意見を徴する

が、日本では反対者の意見のみを徴する。

iv独の住民参加は全住民を対象としている

が、日本では借家権者・住民は除外して

いる。

以上指摘した点は、人間が其処に財産こそ

持っているが人の住んでいない所でやるのに

適した日本の“新開発型区画整理手法”と、

多数の人達が財産を持ち、住み、憩い、働き、

学び、遊んでいる所でやるのに適したドイツ

の“再開発型区画整理手法”の違いである。

従って、東京圏以外の都市では再開発型区

画整理をしようとしているのに、住民の合意

を得難いような手法になっているから、再開

発型区画整理は進まないということになる。

以上、日本の区画整理の制度は、東京圏以

外の地区の都市にとってはドイツの様に“再

開発型”の、即ち住民参加でやるものに変え

て貰わねば困るのである。

2) 照応の問題

区画整理に於いては、換地は従前の土地に

照応する様に定めなければならない。日本の

照応条件は位置 ・ 地積 ・ 土質 • 水利 • 利用状

況 ・環境等の六点である。ドイツでは位置・

価格又は面積の二点照応である(BauGB§ 

57~59)。これを見れば一目瞭然。日本の照応

条件はより耕地対象的であり、 ドイツの照応

条件はより宅地対象的である。



即ち、日本の“土質”“水利”と言うような

照応条件は耕地でこそ重要な要素であるが、

市街地の宅地では取立てて言うほどの重要性

は持っていない。これに較ベドイツの照応条

件は日本に無い“価格”がある。土地の価格

は耕地では大して重要な意味を持たないが、

市街地の宅地では最重要問題である。

即ち、日本の照応条件は、耕地などを区画

整理して新たに市街地とする“新開発型区画

整理”用であり、 ドイツのは宅地を対象とす

る“再開発型区画整理”用である。

これでは東京圏以外の都市では、再開発型

区画整理の換地を決める際に困るのである。

区画整理法を改正して換地の照応条件の“土

質”“水利＂をやめて“価格＂を入れて貰わね

ば困るのである。

3. 減歩限度の設定

区画整理に於ける特徴的且中心的課題は

“換地＂である。日本では、整理前宅地総地

積から、公共用地の面積を引いて、整理後宅

地総地積を決め、これに嵌まるように“従前

の宅地”に応じて“換地”を決める。

ドイツでは区画整理総用地から公共施設用

地を差し引いたものが配分総用地 Verteilun-

gsmasseで、これを“従前の宅地”に応じて

“換地”として配分する。

此処までは、形の上では、日独全く同じで

あるが、気持ちは全く違うのである。

日本では法律で“減歩”と言う詞は使って

はいないが、区画整理関係者は総て“減歩”

を頭に描き“減歩”を口にして事業を行って

いる。

ドイツでは Flachenabzug,Aufscheidung 

と言う“減歩”を意味する詞はあるし、法律

にも出てくるのではあるが、“減歩”と言う表

現や感覚は無いに等しい。区画整理関係者全

員が区画整理は Verteilen（分配）することだ

と思っているのである (verteilenは動詞で名

ドイツヘ調査団を派遣して

詞は Verteilung)。 BauGBにも第55条～第59

条等随所に出てくる。

この日独の違いは大きい。同じ“換地＂を

貰っても‘‘減歩”と言う消極的概念で把握す

るのと、“分配 Verteilung"と言う積極的概念

で把握するのとでは月とスッポンである。

Essen市の Brackmann区画整理課長に会

って話を聞いた時、私が“減歩”の事を根掘

り葉掘り聞くものだから、向うも段々話の食

い違いに気が付き、区画整理の 1から確かめ

合って漸く日独の換地の仕方と気持ちの食い

違いを理解したのであった。

この“減歩＂の歯止めの問題については、

更に大きな違いがある。

日本では 2度の特別都市計画法で減歩限度

を決めた経験がある。大正12年の震災復典特

別都市計画法第 8条で「施行後の宅地の総面

積が施行前の宅地の総面積より 1割以上減少

したときは減歩補償金を交付する」と定め、

昭和21年の戦災復興特別都市計画法では同じ

く15％の減歩限度を設定した（昭和24年に現

在のように改められた）。現在は区画整理法第

109条で「施行後の宅地価格総額が施行前の宅

地価額総額より減少した場合においては減価

補償金を交付する」のである。この昭和24年

の改悪は一寸見には“減歩補償金”が“減価

補償金＂に変わっただけの様に見えるが、全

く違うのである。戦災復興区画整理を施行し

た都市は皆スタートの時は15％以上減歩した

ならば、減歩補償金を交付すると約束をし、

約 3割の減歩をして置きながら法律が変わっ

たので 1円も補償金を払わなかったのである。

この昭和24年の法改悪は占領軍の命令で強制

されたものであるから、不可抗力と言えばそ

れまでだが、後で述べるようにドイツでは、

この法改悪は行われなかった。その理由は知

るべくも無いが、恐らく、日本を占領したア

メリカは区画整理を全く知らないのに比して、

ドイツを占領した英•仏は区画整理の経験者

である。このためドイツには減歩限度の条項

11 



ドイツヘ調査団を派遣して

が残ったのであろうか。

ドイツでも戦前から減歩限度の制度があっ

て、現在は BauGB第58条に面積式換地配分

の場合に新開発型区画整理では30%、再開発

型は10％の減歩限度を設定している。

我々の今後の区画整理の重点となる、既成

市街地の“再開発型区画整理＂対象地区は、

整理施行前は公共施設が不足している為整理

後の公共用地との差が大きく、従って計算上

は減歩率は大きくならざるを得ない。然し現

状ではこの地区は宅地規模が小さく旦建蔽率

が高い為、大きな減歩がかけ難い。又区画整

理によって地価も上がらない。こう言う区画

整理は減歩限度の制度を必要とする。今将に、

昭和24年の法改悪を元に戻してドイツの様に

減歩限度の制度を入れた法律に改正すべきで

あろう。

4. 地価が上がらない方がやり易いか

Frankfurt am Mainの区画整理部次長の

MUiler Okel氏が「区画整理は始める前の地

価が高く、区画整理によって地価が上がらな

い方がやり易い」と言っ たので、筆者は「区

画整理は始める前の地価が低く、区画整理に

よって地価が上がるほうがやり易い」と反論

して大論争となり、日独で全く逆になること

が解ったのは大分経ってからであった。

換地は土地のことであるから丁度という訳

に行かない。従って、少しの過不足は金銭で

清算すると言う考え方は 日独共にある。

但し、やり方が違う。

日本は主と して比例清算方式を使っている

が、これは整理前宅地価格総額と換地価格総

額を同額とする方式である。区画整理の目的

を公共施設の整備改善と宅地利用の増進に置

いているので、公共用地確保の後の開発利益

が自然に地主に渡るように比例清算方式を採

っていると考えられる。従って、換地の価格

が上がっても区画整理の開発利益を地主から

取らないから“区画整理で地価が上がった方

が地主は喜ぶ”に決まっている。

ドイツは差額清算方式で、整理前宅地と換

地を別々に計算する方式である。従って、各

地主は清算金を貰ったり取られたりするが、

地主全員合計すると“清算金＂を取られる。

ドイツでは区画整理計画 Umlegungsplan（日

本の換地計画に当る）による開発利益は地主

に与えないと言う考え方に立っている。従っ

て、全地主合計では区画整理の開発利益分だ

けの清算金を徴収することとなる。土地を減

らされて尚且清算金まで取られるのであるか

ら、その清算金は少ないほうが地主は喜ぶ。

即ち、整理前後の地価の差の小さい方が良い、

言換えると“区画整理で地価が上がらない方

がやり易い＂ということを Okel次長は言っ

たのである。この日独の関係を図示すると次

のようになる。

←土地価格

＊ 
C+D 

区

画

整

理

*Ei 

区画整理前後の開発利益の帰属

説明

都市計画前の地価

都市計画地域地区 Flachennutzungs
planによる開発利益を加えた地価

区画整理に

よる開発利

益を加えた

地価

Bebauungsplanによる

開発利益を加えた地価

土地価格→

U mlegungsplanによる

開発利益を加えた地価

その後の値上りを加えた地価

↓時間 時間↓

太実線：地価の動き 細実線及ぴ破線：区分 A+B+C+D+E：現在の地価

＊ ：地主に帰属する地価の部分 ＊：施行者即ち市が取得する地価の部分

区画

整理
*

D

 

9
9
9
9
9
,
‘
,
‘
 

i*E 
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元来、 ドイツ人とは議論するなと言われて

いるのであるが、多くの都市で議論をした。

然も、通訳が百点満点でないこともあって、

喧々がくがくのやり取りになる。まあ教えて

貰いに行っているということもあってか、お

かしなことにはなった事はない。逆に 2度目

に会ったときは、私を覚えていて親しくして

呉れてビックリした位である。

5. Frankfurt am Mainと大阪市の比

較

区画整理では H独の代表的な都市である

Frankfurt am Mainと大阪市の区画整理の

比較をして見たい。

表ー 2、3から解る様に区画整理の施行総

面積は大阪市が Frankfurtの 9倍ある。又、

Frankfurtの一地区当りの平均施行面積が 6

ドイツヘ調査団を派遣して

haで、大阪市の 1/14になっている。日本で

この位の施行面積であれば一般的に言って都

市計画的効果に疑問を持たざるを得ないが、

ドイツでは B-Planがあるので都市計画的効

果に問題はないのであろうが、能率的ではな

いように思う。然し、別の見方からすれば、

住民参加で権利者一人一人と克明に話をして

換地を決めるにはその方が良いかも知れぬ。

（注 1) 高橋義人著「ドイツ人のこころ」 P.213

岩波新書平成 5年発行

（注 2) 小寺稔他訳「カリフォルニア州区画整理

法案 LandReadjustment Law」 全日

本土地区画整理士会近畿支部機関誌第

4号 PP.3~29 平成元年発行

（注 3) 貝塚茂樹「古代文明の発見」 P.154 中

公新書・世界の歴史 1 昭和60年発行

表—? F「ankfurtam Mainにおける区画整理事業の実績

人口 61万人 市域面積 249km'

事業年度 事業区分 地区数 面積ha 地区当面積 ha

1897~1907 自発的 区画整理 16 153 10 

1907~1948 自発的並法的区画整理 69 372 5 

1948~1963 自発的並法的区画整理 66 170 3 

1960~1987 自発的並法的区画整理 47 197 4 

協 議 中 31 368 12 

A ロ 計 229 1260 6 

表ー 3 大阪市における区画整理事業の実績

人口 264万人 市域面積 213km'

事業年度 事 業 区 分 地区数 面積ha 地区当面積 ha

戦前 耕地整理名目 23 2392 104 

明治40～昭和20 区画整理 市 施 行 1 5 5 

1907 1945 組 合 施行 72 3545 49 

戦後 土地改良名目 4 73 18 

昭和20～昭和62 区画整理 市・市長施行 26 4322 166 

1945 1987 組 合 施行 6 548 91 

A ロ 計 132 10885 82 

13 



ヽ 遡行する思い

株都市計画設計研究所 森岡侑士

1. はじめに

国際協力事業団(JICA)の派遣専門家とし

て南米はコロンビア国の首都ポゴタ (1991年

にサンタ・フェ・デ・ポゴタと改称）に滞在

した。 1988年から1993年にかけての 4年間で

ある。しかし、それ以前に既に1983年～1987

年の間、同国第 4の都市バランキージャで、

JICAのいわゆる開発調査団員として、都市

交通と都市再開発の計画に参画していたから、

コロンビアとの係わりは足掛け 9年半、実際

には丸 6年滞在した。このいささか長きに過

ぎた係わりの成果を簡単に要約するのは至難

の技なのである。

これはあらかじめの弁解でもある。だが、

上記の開発調査で提案した計画案は未だに着

手されず、また専門家として力を注いだ積も

りの人材育成も、その当否を計るには無論日

が浅すぎる。それに、滞在が長くなると解決

よりもむしろ課題の方がより広く深く見えて

くる嫌いもある。そのこと自体、この日本か

ら遥かに隔てられた文化圏で、都市という人

間が生きる場に身を置いた者には、当然の結

果だとも思えてくるのである。

どの分野でも、技術協力というのは出米合

いのものを持ち込めば通用するというほど生

易しいものではない。こと都市という領域で

の技術協力というのは、かなり特異な様相を

帯びてくるのである。そして、そのことを改

めて思い知らされたのが、自分にとっての何

よりの実りなのだと考えている。

そのような訳で、今回の「まちづくりと国

際協力」というテーマの主旨にどれだけ沿え

るのか疑問もあるのだが、マクロな立場から

の話題程度は提供できるかもしれない。

2. 構造を読む

長期の赴任ともなれば、いわば心のカウン

ターバランスを保っために、日本に関する書

籍をなにがしか抱えて行くことになる。だか

ら、この赴任期間というのは、実は日本を振

り返る絶好の時間でもあるのだ。

井上ひさし氏の「私家版日本語文法」とい

うのも熟読に値した。ところが、おかしな個

所がある。こういう記述である。

『…彼地の新聞の天気予報は、まことに簡

潔で、即物的である。一九七六年四月十九日

の『ザ ・キャンベラ ・タイムス』が手許にあ

るので、これに載っている天気予報を書き写

してみよう。

『 FORECASTFOR TODAY 

A fine, cool day. Light to moderate 

south to south-east winds. Forecast 

maximun 19 degrees. 

（今日の予報晴れて、涼しい一日。はじめ

軽やかで、そのうちやや強くなる南風。やが

森岡侑士

194 I年満州生まれ

I 967年東京大学工学部者姉工学科卒

I 97咋 フィレンツェ大学建築学部卒

I 97碑以来、サウジ・アラビア、インドネシ

ア、タイ、フィリピン、コロンピアで、都市

／地域f丹発に参画
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てそれが南東の風になって吹く。最高気温は

19度）』

原文では、風の吹き方の順序など示されて

はいない。可能性の範囲を予報しているに過

ぎないのである。「弱からやや強い範囲の風

が、南から南東の間の方向で吹く」というの

だ。だからこそ、 windsとした複数形が、さま

ざまな風を暗示して生きてくる。「軽やかな南

東の風」だってあり得るのだし、その可能性

を殺していいものではない。

異文化の構造を自己流に解釈して読み取っ

てはならない。異文化の社会にも、その構造

を規定する要因が、いわば語法や文法や構文

法を伴って存在する。国際協力という側面で

は、このことは何はさて置きの前提である。

ましてや、「まちづくり」や「都市計画／開発」

という領域では、その社会の構造の読みの深

さがなくては、もはや何もなし得ないという

のが実情であり常識であろう。

近代建築ひいては近代都市計画の開祖とさ

れるル・コルビュジェが、実はポゴタの中心

地区再開発計画を1950年代の初めに提案した

ことがあった。ル・コルピュジェには南米の

弟子も多く、結構影響力があったと聞く。最

たるものは、プラジルの新首都プラジリアで

あろうか。ポゴタでは、国会議事堂とその前

面の建国者の名を戴くポリバール広場を囲む

いわば国の行政の中枢部一帯の再開発案で、

いかにも彼らしい高層ビルが立ち並ぶ壮大な

計画である。結果的には実現に至らず、立ち

消えとなってしまった。

その間の事情を立ち入って明らかにしてみ

たいと考えたのだが、 40年を経てのことで、

どうにも要領を得なかった。 1986年、ウッド

ロー・ウィルソン国際研究者センターが主催

し、「ラテンアメリカ都市の再考」をテーマと

した会議が開かれた。アルゼンチンのホル

ヘ・ハードイが行った報告は、近代ヨーロッ

パの都市計画思潮と実践のラテンアメリカへ

の移植に触れるものであった。ル・コルビュ

遡行する思い

ジェに関して、示唆的なことが述べられてい

るので、以下に引用しておく。

『個人的な意見だが、ル・コルビュジェと

その追随者達が犯した基本的な誤りは、都市

計画の解決策が、大陸間や、国々によって、

また地域間や都市同士で根本的に異なる諸問

題に、敢えて言えば“普遍的に”適用できる

と信じたことである。大変な社会的貧困、制

度的機構の不備、提案されたスケールの仕事

を実施するには不足な投資などを背景にして、

8年ないしは10年、 12年で人口が倍増する都

市の問題を、善意の都市デザインで解くこと

はできない。』

「まちづくり 」といい「都市計画／開発」

といい、それを「国際協力」という観点から

語るとすれば、まずは“普遍的解答”という

偏見を捨てる勇気が欲しい。そして、“問題と

課題＂の背景をなす社会の構造に迫る五感と

見識とを備えなくてはならないのだ。

3.制度というもの

社会の構造に迫るといっても、それだけで

も幾つもの学問領域が錯綜する。そのひとつ

ひとつに立ち入ることなど、およそ不可能な

のは明らかだ。風土や日常的な習慣は、身を

もって会得するしかなかろう。おそらくは、

接し得る制度や法の、建前としてではなく実

際の運用面に、社会のもつ構造が投影されて

いるのではないかと思われるのである。

1985年11月6日、武装ゲリラ M-19が、ポリ

バール広場を挟んで、国会議事堂と向かい合

う最高裁判所を襲った。公判中の同志を奪還

するのが目的だった。 28時間に及ぶ軍との銃

撃戦はさながら市街戦で、居合わせた最高裁

長官を含む判事全員、突入したゲリラ40数名

に軍を含めて死者の総勢は120名に及んだ。

その時コロンピアにはいなかったが、記録

写真はつぶさに見た。入口を突き破って突入

する装甲車の回りに、鳩が 2羽舞っているの
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遡行する思い

は愛嬌としても、その入口高くに、やはり建

国の一翼を担ったサンタンデールの言葉が刻

み込まれているのが印象的である。

『コロンビア人達よ、武器は諸君に独立を

与えた。法は諸君に自由をもたらすであろう。

サンタンデール』

その後、 M-19は長い政府との交渉の末に、

武器を捨てて議会政治に復帰した。領袖が飛

行機内で暗殺される波乱もあったが、今では

閣僚も輩出し、地方では首長に選出されるほ

どの勢力である。150年前のサンタンデールの

夢と、社会規範としての法の現代的意義を巡

って、解釈に苦しむ一連の事件であった。

さて、こと都市に関しては、それを制御す

る法の整備が著しく遅れているのが実情であ

る。ちょうどル・コルビュジェが案を出した

頃が、人口の都市部への集中という意味での

都市化の大きな波の始まりであった。それか

ら既に40年、農村部からの人口流出のひとつ

の要因であったという政治的保革の「暴力の

時代」を挟んで、未だに都市を制御する有効

な法体系が整わない。そういう点に、どうも

この文化の構造の一角が表出しているのでは

なかろうか。

1989年 1月に、国法として制定された「都

市改革法」が、都市整備に関する法律として

は最初で唯一のものである。それも30年米に

13度にわたって議会に上程された経緯がある

という。

まず驚かされるのは、この法律がいわゆる

議員立法という性格のものであるためか、制

定時点では行政府はその内容を存知していな

かった点である。言い替えれば、この法律に

基づいて、行政府が都市整備を実行していく

可能性への配慮がほとんどないことになる。

それでは、これがいわば都市整備の方針の大

綱を定めた基本法のようなものかというと、

そうでもない。内容としては、計画権限の地

方移譲や整備手法の導入等が混じり、全体の

脈絡が実に捉えにくいものなのである。

16 

既にその第 1条く都市開発計画の策定〉か

らして、地方自治体の計画権限、計画が近代

都市計画の手法を用いるべきこと、国・地方

計画に整合すべきこと、 10ヶ月以内に計画を

策定すべきこと、などが規定されているが、

少しでも地方の計画能力に通じている者の目

には、それらは空文に等しいと映る。近代都

市計画の手法とは何か、整合させるべき国・

地方計画が存在するのか、 10ヶ月という短期

間で何ができるのか、疑問ばかりが湧き出て

くるのである。果たして期限までに幾つの地

方自治体が開発計画を制定したのか、中央政

府でも把握できていないのが実情である。

さらに驚くべきことは、第77• 78条におい

て、土地区画整理の導入が規定されたことで

ある。当時のコロンビアで、表面的にしろ土

地区画整理の知識を有する者がどれだけいた

だろうか。確かにそれまでに、日本から幾分

かの知識の流入があったのは事実である。し

かし、議会へ法案を上程した議員の説明を調

べてみると、「外国にはそういう手法があっ

て、都市開発に有効らしい」と、楽天的この

上もない。

1990年秋、法制定から 1年半以上を経過し

て、中央勧業銀行に在任していた私のところ

に、国家企画庁・経済開発省・ポゴタ市計画

局とが上地区画整理の勉強会を始めるについ

て、指導の要請が届いた。その後、 1991年初

めの私の国家企画庁への赴任で、勉強会は本

格化した。かつて名古屋市で作成された英文

の「土地区画整理入門」もスペイン語に完訳

した。JICA主催のセミナーも開催した。「都

市改革法」をベースにして、「土地区画整理法」

を制定しようという機運も生じてきた。

ところが、幾つかの地方都市でモデル・ス

タディをやってみようという辺りから雲行き

が怪しくなってきた。まずは、地方への知識

として土地区画整理の伝達が容易なことでは

ない。ましてや、モデル・スタディのための

スタッフを割くだけの説得性が伴わない。国



からの補助金制度など皆無なのである。無論

スタッフの力量の問題はある。加えて、中央

と地方の積年の軋礫ばかりか、地方が中央に

冷たい態度に出るのは、どうもあの都市改革

法の第 1条で、地方が計画権限を得て勢いづ

いた点にも原因があるらしいのである。

こうした動きと並行して、憲法の全面改正

作業が進められていた。 1991年 7月には新憲

法が公布された。計画関連法規はこの新憲法

に沿って再編されることがそれに謳われてい

る。全てを新しく制定すべき「全国計画体系

法」を基礎にするという訳である。大統領府

でその草案の検討が始まった。私のところに

も回ってきて、意見を求められたその草案は

といえば、およそ計画という行為に携わった

者が関与した形跡もなく、法手続き論に終始

した代物である。意見に対する反応もない。

そうした過程を経るうちに、土地区画整理

の話しはどこかへ棚上げの形になってしまっ

た。そして、それが全くの立ち消えではない

ことも確かなのである。いつの日か、必ず思

い出したように話題に上ってくるのである。

地方と中央を問わず、 一般には行政に対す

る根強い不信感がある。それは同時に、行政

の依って立つ法への不信でもあるのだ。その

ような背景で、「計画」という行為に対する一

般の信頼感が高いはずはない。

先の「ラテンアメリカ都市の再考」の総括

で、 リチャード・モースが言う。 「管理の枠組

という点からすれば、社会的、経済的、政治

的、行政的、そして文化的に、都市は“制御

不能＂なものである。そうだとすれば、未来

は一義的に管理者の手にあるのではなく、ひ

とびと自身にあるのだ。彼等の意向、声、そ

して伝統的ないしは自発的な社会形成と努力

に注目しなくてはらならない。都市のデザイ

ンは、彼等に由来するのであり、省庁や政府

機関、大学からでも、ましてや資本家、つま

り工業化西欧の神聖な都市理念から生まれる

ものでもない。」

遡行する思い

手厳しいが、やはり文化と歴史の根底に係

わる構造を読み取るべきなのだろう。その姿

勢がなくては、「まちづくり」における国際協

力という観点も、ひどく皮相なものに思えて

くるのである。

4. 人を育てる

公の立場で国際協力に関与するとなれば、

当然その舞台に登場してくる相手方も、公の

立場を担った人物ということになる。ところ

が、先にのべたような行政の立場の弱さは、

行政に携わる人物の立場の不安定性として現

れてくることが多い。バランキージャでの 4

ケ年で、市長公選以前のこととはいえ 8人の

市長に遭遇したことなど、その最たるもので

あろう。原則的には、地方自治体の局長・部

長クラスは市長の選任によるのだから、これ

また大変なことなのである。

市の計画局職員のリストに目を通すと、全

員ひとりひとりについて最後の欄に、市議会

議員から国会議員に至る推挙者の名前が書き

込まれている。ある日突然ある職員の首が飛

ぷ。さては推挙者間で争いでもあったかと思

うと、そうではない。後任の職員も同じ推挙

者だ。つまりは、推挙者としては、複数の者

に就業の機会を与える方が、選挙の集票上有

利なのである。最大多数の最大幸福とはこの

ことかと、妙に感心したりした。

地方都市の計画局で、デイプハンテといえ

ば、製図工のことで、技術職の最も低いとこ

ろにある。ギジェルモという製図エがいた。

愛称はギジョである。たまたま叔父が市長に

当選 して、一躍計画局次長に抜擢された。ギ

ジョは早速職員を集めて宣言した。「今日から

俺をギジョと呼んではならない。 ドクトー

ル・ギジェルモと言え。」公共事業を請け負う

会社を起こして、両天秤で財を成したことは

言うまでもない。市長は、開発計画の策定に

は聞く耳を持たぬ態度に終始した。
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遡行する思い

中央官庁の職員は、さすがにこれ程のこと

はないが、それでも職を得るには有力な推挙

者の後押しがなくては難しいようだ。無論、

大統領の交替ともなると、各省庁の部長、時

には課長クラスまでが職を去ることになる。

普段でさえ、有能な人物はほとんど常に、少

しでも給与のいい転職の機会を窺っている。

公の研修やセミナーヘの出席で得られた資

料や、自分が関与したプロジェクトの報告書

などは私物化するのが常道である。官に官と

しての技術の集積を求めても無理である。全

ては当事者個人の技量ということになる。

要するに、パテルナリスモ（社会的家父長

主義）であり、アミーゴ（知友）の世界であ

り、ペルソナ（個人）とファミリア（家族）

こそが大事な社会なのだ。幾分かの変化の兆

しがあるとはいえ、これが文化のひとつの基

層だとすれば、それを逆手にとるしかない。

これはと目を付けた人物に対して、計画の

何たるかを自分で考え抜けるように徹底して

鍛える。内容は無論個人の資質に応じて多様

である。計画の一通りの技法を理解している

者にはその応用の仕方を、文献の必要な者に

はその入手の方法と読み方を、もっと原理的

なことに興味も疑問もある者にはこの社会で

の計画のあり方を、真摯にアミーゴとして語

り、議論し、身をもって示すことである。

思えば芭洋とした遥かな道程である。私の

滞在が比較的長かったので、こうしたことを

試みることができたとも思う。片やこれが最

上の方法かという点では疑問もある。ただ、

究極的には、彼等こそが自分たちの「まち」

を「都市」をつくってゆく主体でなくてはな

らないとするなら、それが正攻法で意外な近

道なのだとも思えてくるのである。後は、そ

れこそ異邦の友人として、長い付き合いに持

ち込めるし、かえって正直な悩みにも個人と

して忌憚のない応答ができるのである。加え

て、「ここ 1~ 2年で着手すべき緊急プロジェ

クト」の是非を、 10年にもわたって論じ合う
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風土も、こうなるとかえって有り難い。

5. いくつかの気掛かりなこと

以上は、コロンビアでの体験をやや一般化

する方向で述べたが、「まちづくりと国際協

カ」という点で、普段から気になっている点

を最後に記しておきたい。

まずは、「先進ー開発途上」という枠組ない

しは構図に注意したい。これを固定化して考

えると、非常に単線的な発展図式しか描けな

い。頑張ればいつの日にか、という架空の物

語である。日本がそうではないかという指摘

もよく聞く。しかし、それはそれで特殊な条

件が重なりあってのことで、その功罪につい

ての評価は、まだこれから時間を要すること

なのであろう。

20年近くも前になるが、中近東のある国で

こんなことを目撃した。泥のプロックを積み

重ねた家屋を次々に壊して、垂直にさえ立た

ない鉄筋コンクリートの柱とセメントプロッ

クで建て替えていた。余裕のある者はそれに

物凄い音のクーラーを入れることになる。何

故だという質問には、これが近代化だという

答えである。しかし、あの泥のプロックの家

というのは、中はひんやりした快適環境で、

適切に維持すれば100年はもつという。それ

に、その地域のものは外観が見事に美しい。

外壁には、積み重ねるプロックの間ごとに、

薄い石が挟んである。太陽の熱とたまに降る

雨からプロックを守るのである。あの群落は

おそらく世界的にも貴重な人間の知恵の遺産

なのではなかろうか。問題はただ設備系の更

新だろうと思えた。それを恥であるとして潰

してゆくのである。気候もまあいいところだ

し、幾分かは緑もあるところなので、いずれ

は外国からも観光客が来るところにしたい、

それにはケープルカーも欲しい、というのが

為政者の弁であった。

ル・コルピュジェの例ではないが、“普逼的＂



な近代化や発展図式があるのではない。先

進＿開発途上という構図を取り違えると、先

進側の優越感と開発途上側の援助マヒだけが

残るというのは、よくある例であろう。

やはり「内発的発展」として、個々の文化

が活力を持つことになることに、どれだけカ

になりうるか、というのが国際協力としての

原点であろう。普段の身近な友人というのも、

食べるものが違っていたり、ポケットの状態

が異なっていても、自分との関係で生き生き

しているのが嬉しいように、国際協力という

のも、普段着の友人関係でありたいのである。

かなうことなら、国際協力の国際という文字

を、カッコに入れてしまいたいのだ。

いまひとつ気掛かりなのは、国際という言

葉に、どうも二国間というニュアンスがつき

まとう点である。特に公の援助という場面で

は、これは決定的とも言える。「援助する国さ

れる国」という構図である。

ところで、協力の現場ともなれば、様々な

国が入り混じることにもなる。コロンピアの

都市改革法のように、様々の国の計画技法が

導入されるようなこともある。そのような状

態の中で、自分の国に捉われていては、かえ

って方向を見失うことにもなりかねない。

幸いというべきか、日本の文化の雑食性の

ようなもので、日本人は他の国の制度やまち

づくりの状態などにも普段から目を配ってい

るといえよう。この点をもっと活用して、場

合によっては、最適解として他の国の計画技

法を推奨するようなことがあっても良いはず

である。そういう姿勢を、国際的国際協力と

いうのであろうか。

最後に、協力の様々な場面で、有形無形に

こちらが学ぶべきところが実は多くあること

を述べておきたい。

ちょうど半世紀前、ラテンアメリカ諸国の

都市計画の状態をつぶさに調べた、アメリカ

のフランシス・ビオリックが、海浜の水際線

が広く公共資産とされているのを激賞し、マ

遡行する思い

イアミやロスアンジェルスでの私有化を嘆い

ている。「私が訪れたラテンアメリカの海浜都

市で、自然景観地区の公共利用に私的な特権

を優先させる例はひとつもなかった。」と言い

切り、 「コパカバーナの浜辺では、黒人と白人

が混ざりあい、絶対に疑問の余地のない自由

を享受している。既に1890年以来、プラジル

の国勢調査では黒人の血という区別を廃止し

ている。これこそ理論ではなく、実践として

の民主々義なのである。」と言う。

半世紀を経て、経済の力学はアメリカ流の

プライベート・ピーチという方向にあるとも

見受けられる。しかし、いまのコロンビアに

おいても、都市公園の維持管理が民間企業を

主とした浄財で賄われている点など、ビオリ

ックの指摘に通じる何かが生きているのでは

なかろうか。派手な広告など一切ない。

個人的には、私が感謝しまた信頼している

のは、ある日何の予告もなしに、私をスラム

に案内してくれた若き友人である。それは凄

惨な情景であった。人間こうまでしても生き

なくてはならないのかという疑問と、幼な子

がその環境に生まれ出る不条理に打たれた。

タイの難民キャンプで、片手を地雷に吹き飛

ばされながら、屈託ない笑顔をみせるカンポ

ジャの子供に出会って以来の衝撃である。こ

うしたことも、内心に食い込む学習であるに

違いない。

「まちづくりと国際協力」という場面でも

SUSTAINABLEということが課題になる

とすれば、それは何よりも、強靱な個という

出発点に支えられるべきだと思えてならない。
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＇いったいどんな職業？

ひとさま

人様に、お仕事は何を？と聞かれるのが苦

手である。

「はァ、フリ ーライターといいまして…」と、

モゴモゴ答えるが、たいてい（なんだろ、そ

れ？）とけげんな表情をされてしまう。なか

にはフリ ーター（プータローとも言う ．/)と

間違えて「大変なんでしょ…」と同情して下

さる方もいたりするので答えにいよいよ窮す

る。

まあ、不定期不安定な仕事であり、それに

伴って収入も不定期不安定という点では、フ

リーターもフリーライターもたいして変わり

はないとも言えるだろう。

フリーライターとは基本的には取材者だと

思っている。自分の関じのあること、知りた

いことを調べ、記事にしたり話したりする仕

事で、好奇心が人一倍強い私には向いている

といえる。ただしかし、一点、大きなハンデ

がある。それは私が重症の地理オンチである

という点である。あちこち走りまわらなけれ

ば商売にならないフリーライターにとってこ

れはなかなか辛い。

色彩と

匂いのある街
高野 史枝（フリーライター）

PROFILE 
1949. 7名古屋市緑区生まれ

1972.3愛知大学法経学部経済学科卒業

請談社出版販売棘入社

1978 NHKラジオドラ マコ ンクール佳作入選

これを機に動務の傍ら放送作家としての仕事を始める

1989.6讀談社出版販売棘退社フリーライターとなる

著書rわが家はピストロ」（六法出版社刊）

「名古屋とっておきの店」（風媒社刊）

＇悲しき地理オンチ

広小路・錦・桜通りがどう並んでいるのか

今だにどうもはっきりしない。反対方向へ行

く電車に乗ってしまう事がよくある。 地図を

見てもそれの意味する所がわからない、特に

東西南北に弱い。取材先に行くため、相手に

電話をする

「すみませんが御杜の場所は…」

「地下鉄xx駅の0側を出て（私、この辺で

少し不安になる） △△通りを西へ行き初めて

の信号を南に入ります（地図の上を手がオロ

オロと動く。）十字路を今度は東、すぐの角を

北へ曲がればすぐですよ（ほとんど絶望して

いる）」

「あの—、その辺に何かレストランとか喫

茶店はありませんか…（何とかそれを目あて

に行こうと思って必死に聞く）」

「特に目だつものは……とにかく駅から南西

の方角ですから（ガチャン．I）」

こういう電話のあと、私は呆然自失、半泣き

になっていることがしばしばである。

友人との待ちあわせは、栄界隈なら三越ラ

イオン前、名駅方面なら新幹線旧壁画前と固

111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111H1111,11『111111n11n111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111H1111m111,11H11111111111111111111111,111111111,1111111111111111111,11111111m111111111111tt111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,
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く決めている。これだけは絶対間違えない自

信がある。ただしロコツにバカにされる。「三

越ライオン！ アンタ、いったい名古屋に何

年住んでるの？」、生まれてからずっとだがそ

れとこれとは別の問題なのだ。

どうしようもない時はタクシーに乗り、住

所だけを言っておまかせしてしまうが、これ

でも時々失敗する。ベテランならばいい。し

かし

「私、 3日前に九州からこちらへ来たばかり

で…わかりませんのでお客さん、指示して下

さい」

などと言われたらパニックになる。運転手さ

んと 2人して地図をああでもない、こうでも

ないとひねくりまわしたあげくに迷い、無線

で誘導してもらった事もあった。

＇免許を取るまでに

自分の能力は自覚しているから車の運転は

しない。

―ー方通行を逆行、正面衝突の車大破—

などの新聞記事が浮かんでくる。車の免許は

10数年前にチャンととってはいるのである。

ただし、この免許を取る時も地理オンチがた

たった。最初の“運転適性テス ト＂で、いき

なり「車の運転にあまり適していません」と

判定されたのはご愛敬だったが（係の人が“珍

しいですねェ…”と感心（？）した）、その
．．． 

後、仮免はたった 3回落ちただけで無事通過

した。問題は自動車学校の外、路上に出てか

らだった。 ABCDの 4コースを練習し、少し

慣れてくると、「本日は……コース」と指示さ

れる。これがどうしても覚えられない。すぐ

こんがらがってしまうのである。「そっちじゃ

ない！」「いったいどこへ行くつもりだ？」

等々、指導員の叱咤にオビエつつ頑張ったも

のの迷走に迷走を重ね、顔見知りになった指

導員に「またおタクか…」とため息をつかれ

●●●●●●●  ● ● ● ● ● ● ●●  色彩と匂いのある街 ●●●●  ● ● ● ●  ● ● ●●●●  ● 

る始末。昼間、そのコースを自転車で走って

みると、別にどうということもなく行けるの

に、車に乗った途端にわからなくなってしま

うのが不思議といえば不思議だった。大方の

予想通り路上試験には二度落ちた。三度目の

試験の最中、「早く合格したい、そうすればも

う運転しなくても済むから…」という私の言

葉に理解を示してくれた指導員のおはからい

により、とうとう免許証はわが掌中のものと

なったのだった。その後、この免許証は銀行

や病院で、“大層高価な身分証明書”の役割を

果たしている。

＇意外．1外国の街なら

名古屋の街ではこんなに右往左往して暮ら

している私なのに、妙なことに外国の街には

強いのである。外国と言っても、私は東南ア

ジアの国が好きで、ヨーロッパ諸国には行っ

た事がないという片よった旅歴しかないのだ

が、どの街でもあまりひどい迷い方をしない

のだ。シンガポール、タイのバンコク、バリ、

カンポジアのプノンペン……そして、もっと

も自由に歩きまわったのがベトナムの南の都

市、ホーチミン市（旧サイゴン）だった。

ホーチミン市街をホテルの窓から

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""『"""""""""""""""'21 



＇ベトナムにひかれる訳

私達、いわゆる団塊の世代は思春期がまる

ごとベトナム戦争と重なっている。精神的な

ものごころのつく 15• 6オのころにアメリカ

による北爆のニュースを聞き、青春も終ろう

とする20代後半に戦争の終結を知った。その

間10数年、絶えず“ベトナム＂という文字や

映像を見続けたおかげで、この国には“他人

のような気がしない＂親しみを持っていた。

長い念願が叶って、 8年前にホーチミン市を

訪れた時、初めて来た街のような気がしなか

ったのは、そうした過去のせいだろう。

＇ホーチミン市を歩く

この都市は19世紀の半ば、フランスの統治

時代に発達した。そのために街の風情はどこ

かフランス的だと言われている（私はフラン

スに行ったことがないので、“比べてそう＂と

は言いかねるが、歴史的にはその通り）。とこ

ろどころにサークルがあって、そのサークル

から放射状に街路が広がっている。通りはた

いてい美しいタマリンドの並木道だ。市の中

心部は、 ドンコイ通り、レロイ通り、ハムギ

通りを 3辺にした三角形の中におさまってい

る。これはわかりやすい。街中の建物はみん

なさして高くない。目標になるサイゴン大教

会や旧国会議事堂を見失わなければまず大丈

夫、と案内の人から説明を受けた。内心私は

（それでも私はきっと迷うだろう。でも、こ

の街にはシク ロ＝人力車がある。これをつか

まえてホテルの名さえ言えばいいんだから）

と覚悟を決め、この色彩溢れる熱い街に飛ぴ

込んでいった。

＇街にあふれるもの

私の好きな作家、開高健は、

「発展途上国とは生活が道路でいとなまれて

いる国のこと」とわかりやすい定義をした。

確かに生活が向上すればするほど、人の生活

は壁の中にひっこんで見えなくなってゆく。

それでゆけばベトナムは文字通り発展途上国

だろう。しかしその“途上国”の何と面白い

こと．I、道路に並ぶ屋台からはおいしそうな

匂いがプンプン漂ってくる。おかゆ、うどん、

サンドイ ッチ、焼き鳥（生きた雀を道端でし

め、羽をむしってすぐさま油で揚げる。タコ

ヤキの経木のようなうつわに入れてさし出

す）、しぼり立てのジュース……人々はその辺

にしゃがみ、あるいは立ったままで美味しそ

うに盛大に食べている。ピンクや黄色の果物、

たけだけしいまでの緑の野菜を盛った篭がズ

ラリと並んだ通りがあり、アキハパラのよう

に電化製品を並べて呼ぴ込みをやっている一

街がある。そこをアオザイ（ベトナムの民族

服）のすそをひるがえして歩く若い美女、グ

ータラそうなおとうさん、キツそうなおばち

ゃん、すばしこい子供らが往き来する。

私は酔ったようになってフラフラと街を歩

きまわった。もちろん当初は完全に迷いまし

たよ。ホテルに帰るのはいつも“シクロ頼

み”。ところがなんと、ほんの 2、3日で、私

はすっかりこの街になじんでしまったのだ。

＇なぜ？

最初に長々と書いたように、私は地理オン

チのはずである。 しかし、この街では私は迷

ったりしない！なぜ…？。簡単なことで、こ

の街の中にはわかりやすい目印が山ほどある

からだった。街に色彩があり、匂いがあり、

感触さえある。通りには個性があり人が生き

て、動いているからだった。地図を眺めてい

ても、それがただの平たい一枚の紙に見えな

い。街がそこから顕ち上ってくる。そんな気

がした。

—ホテルに戻るには、この衣裳街を抜けて

1111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111↓"""""""'""'""""""'"""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
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ゅ＜。うん、すごい大胆な模様のアオザイが

飾ってあったっけ。このあたりには花屋が道

路にズラッと並んでた。角に、フランスパン

のサンドイッチ屋があって、炭火でそれをあ

ぶるからたまらなくいい匂いがして•••そこを

曲ると、座って人の足を抱えこんで商売して

いるマニキュア屋のおばちゃんがたしかいた。

（ニッと笑ってあいさつする）そこを通りす

ぎて、シクロの兄ちゃんがやかましく客ひき

をやりつつ溜っている前がホテル―

こんなふうに、五官で覚えた地図は正確で

ある。ちょっと違う横丁に迷い込んでも、匂

いが違う、感じが違う…と体が教えてくれる

のだ。

＇八ノイの通りの名

現在のベトナムの首都、ハノイは、ホーチ

ミン市ほど活力あふれる印象の街ではないが、

緑が多く、その中を古びた市電が走って風情

がある。この街で面白いのは、“ハノイ銀座＂

とでも呼ぶべき細い36の通りが集まったホア

ン・キエム地区である。この通り一つ一つに、
あきな

商い品の名前がついているのだ。「絹の店通

り」「ヌックマム通り」（ベトナムの調味料・

日本の醤油のようなもの）「金通り」「銀通り」

「櫛通り」「おかゆ通り」•…・・現在は必ずしも

この名の通りのものばかり扱っている訳では

ないらしいが、一度きいたら忘れられっこな

い名前である。人に教えるのだって簡単で絶

ハノイの通りで筆者

対に間違いないのではないだろうか。「ホアン

キエムの砂糖通り、角から 3軒目の店で…」

…これでは迷う方がむずかしい。

＇台北も…

ホーチミンやハノイと同じように、街との

“相性＂のようなものを強く感じたのは台湾

の首都、台北だった。台湾は急速に経済成長

し、外貨保有高世界一位など、結構“お金持”

の国なのに、開高型分類なら発展途上国に入

ってしまいそうなほど生活が道路にハミ出し

ている。驚くような高級店もあるが、屋台が

幅をきかせている事では、ホーチミン市に負

けていない。店の中の商品は、公衆道徳など

おかまいなし、 ドンドン外へはみ出し、道路

の通り抜けができない所さえある。麺の湯気、

油で何かを揚げる香ばしい匂い、それにけた

たましいほどの看板．I思いっ切りの原色で、

店の存在を誇示している。それぞれの通りに

も特徴があって、一度通ればしっかり覚えら

れる。ホーチミン市より街の規模が大きいだ

け慣れるのには時間がかかりそうだが“地図

から街が顕ち上ってくる”都市であるのには

間違いなさそうな気がした。

屋台と派手な看板でにぎわう台湾の街

＇名古屋の街と私の相性

長く暮らし、愛情もある名古屋の街で迷う

なんて、本当はヘンだ。しかし、こうして、

""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""'""'""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""'""" 
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好きな外国の街と名古屋を比べてみると、な

ぜ私が名古屋の街と、もう一つ相性が悪いの

か何となくわかってくる。

・街に色彩が少ない

・街に匂いがない。音がない。（騒音ではな

く、ざわめきが）

・通りに特徴がない。

などである。清潔な近代都市をめざす以上、

仕方のない街づくりの方針なのかもしれない。

でも、本当は淋しい。おそろしく清潔で整然

とした街、つくば学園都市に行った時の事を

思い出す。美しい通りを歩いていても、白日

夢の中にいるような気がした。頭の中の地図

は全くの白紙だった。ここに住め、と言われ

たら、多分脱走するだろうな…と思った。究

極の街の形はつくば学園都市ではないだろう

という気がする。何か、 もっとゴチャゴチャ

した街、使い勝手のいい街、整然としすぎな

い街……そんなイメージがある。自分がアジ

ア人なんだと感じる。

地図を眺めていて、そこから色彩や、匂い

や、音や、人のざわめきが聞こえてくる街に

住みたい。「この街と自分の相性は実にピッタ

リだ」と感じ、物語が書きたくなってしまう

ような街に住みたい。

そんな街なら、私の地理オンチもいつかは

きっと治るだろう。
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水道部門の園際協力に参加して

名古屋市水道局中川業務所 工事係長 中村章男

1. はじめに

環境問題が地球的規模でクローズアップさ

れている。空気•水 ・ 太陽の光は万物の生命

の根源であり、とりわけ水は一日とて欠かす

ことができない。

現在、全世界の約12億人の人々が汚染ある

いは汚染の恐れのある水を飲用に供している

と言われている。その結果として、水系伝染

病により毎日約 3万人の生命が失われている。

この現実を見つめたとき、何らかの援助の必

要性を感じずにはいられない。

漏水防止訓練（チャンタプリ水道事業所にて）

さて、 5年前までは国際協力に無縁であっ

た私は、水道部門では初めてのプロジェクト

方式技術協力事業として日本の援助で設立さ

れたタイ国水道技術訓練センタ ー (National

Waterworks Technology Training Insti-

tute : NWTTI) に国際協力事業団 (Japan

International Cooperation Agency : JICA) 

の管路維持専門家として約 3年 2カ月（昭和

63年 9月29日一平成 3年11月30日）勤務させ

ていただいた。また、帰国後も数力月間海外

研修員の受け入れ等に従事し、そして、平成

5年 4月から約 1カ月間日本の援助により

NWTTIで開催されたアジア10カ国から22

名の水道技術者が参加した 「水道供給技術」

の第三国研修に講師として参加した。これら

の経験を踏まえて、以下述べることにする。

2.タイ国の水事情

タイ国の水道の歴史は、 1909年ラマ五世（別

名チュラロンコン王、タイ国民に非常に尊敬

されている国王。日泰寺にその像が建立され

ている。）の命令によってバンコクに水道施設

を建設したのが始まりである。そして、ラマ

六世時代の1914年に H量1,200m惰合水を開始

した。奇しくも、給水開始年は本市と同じで

ある。その後、内務省工業事業局が中心とな

って施設の拡充に勤め1967年にバシコク、 ト

ンブリ、サムットプラカーン及びノンタプリ

地域を給水区域とする首都圏水道公社

(MWA)が設立された。また、 1979年にはバ

ンコク首都圏を除くタイ全域を管轄とする地

方水道公社 (PWA)が設立された。なお、地

方には PWAに属さない市町村が経営する

中村章男（なかむら あきお）

1950. 9名古屋市生まれ

1973. 3三重大学農学部卒業

1973. 4名古屋市水道局に採用

1988. 9~91.11 JICA専門家としてタイ国

に派遣される
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水道部門の国際協力に参加して

小規模な水道事業体（人口5,000人未満）も存

在する。

MWAは給水区域を10地区に分けて管理

している。 1985年、 6地区については蛇口か

ら直接水を飲んでも良いという安全宣言がな

され、歩道上に多くの給水栓が設置された。

しかし、多くのバンコク市民は水道水を直接

飲んでいない。アンケート調査によれば①水

道水を飲めるとは知らなかった。②信用でき

ない。③長年の習慣として飲み水は天水と決

めている。④カルキ臭が強くて飲めない。⑤

瓶詰水が安全と考えている。等が理由として

挙げられている。一方、水道水を飲用してい

る人もいるが、このような人でも一旦煮沸し

てから冷ました後、冷蔵庫に貯蔵して飲用す

る。現状では、水道が普及している地域では

ほとんどの人が瓶詰水を飲み水として使用し

ている。水道が普及されていない地区などで

はほとんどの人が雨水を飲み水としている。

タイ全土では半数近くの人が雨水を飲用して

いると考えられている。ところで、タイ人は

お客さんを迎えた時、冷水を差し出すのが慣

習である。地方で出される冷水は大部分が雨

水であり、私も何ども経験があるが、喉の乾

きを潤すように飲めないものである。

PWAは10の地方事務所があり、その傘下

に約200余りの水道事業体が存在している。

MWA、PWAの事業概要を表ー 1に示す。

表一 l MWA、PWAの事業概要 (1990年度統計資料）

項目 MWA 

年間収入 39 6億バーツ (1バーツ53円）

職員数 5,732人

給水址 1,049 3百万m'/年

施設能力 2.779百万m'/日

給水区域 625畑

給水件数 94 9万件

域内人口 710万人

給水人口 532万人

普及率 75% 

無効率 31 5% 

水道料金 4 -8. 7バーツ／m3
（平均5.2バーツ）

3. NWTTIプロジェクトの概要

3• 1 要請背景

MWA、PWAは事業運営、施設の運用、拡

張計画等を進めてきたが、水道技術者の不足

により運営が十分行えない状況にあった。ま

た、両公社では今まで、それぞれ独自に水道

技術者の教育訓練を行っていたが、研修スタ

ッフの不足に加えて訓練施設も不十分であっ

た。このような状況を打開するため、タイ国

政府は両公社に従事する技術者及び管理者の

育成を図ることを目的として両公社による全

国規模の水道技術訓練センタ (NWTTI)の設
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PWA 

28.5億バーツ

5,736人

333.0百万m'/年

1.068百万m'/年

3,716knl 

67.6万件

606万人

365万人

60% 

23-37%（平均289) 

3 75-10バーツ／m'
（平均6.5バーツ）

置を計画し、ハード、ソフト両面での協力を

日本政府に要請した。その結果、国際協力事

業団(JICA)を通じて無償資金協力により 3

カ所に訓練センターが建設されると共に

（図ー 1) プロジェクト方式技術協力により

①専門家の指導による訓練講師の育成②カウ

ンターパート (C/P)の日本研修等を目的

とした技術協力が昭和60年12月1Bスタート

した。



Location of 
NWTTIT『a;ningFacilites 

図 l タイ国水道技術センター(NWTTI)配置図

3 • 2 技術協力の概要

(1) プロジェクトの目的

水道の計画・設計・施工・維持管理及び事

業の運営を適切に行い得る中堅技術者等の養

成を通じて、 MWA、PWAの水道技術水準を

向上させ、もってタイ国の公衆衛生向上に寄

与すること。

(2) プロジェクトの内容

訓練は幹部職員、上級職員、中堅技術者、

上級・一般職員、技能職員を対象とし、「水道

計画」「経営管理」「浄水・水質」「管路維持」

「機械・電気」の 5コースによって研修を実

施しようするものである。

3 • 3 プロジェクトの実績

5年間の協力事業として実施されたが、 1 

年間フォローアップとして延長され平成 3年

11月30日、当初の目的を達成したと日本側が

判断し、終了した。

期間中、長期専門家（任期 1年以上）は13

名、短期専門家（任期 1年未満）は16名派遣

された。また、 C/PのH本研修は28名参加

した。 6年間の訓練終了生数は延べ1,508名で

あった。

水道部門の国際協力に参加して

カウンタパート指導（RTCチェンマイにて）

漏水防止訓練（RTCチェンマイにて）

3 • 4 アジア地域の拠点として

NWTTIは世界的に顆のない優れた水道

訓練施設を有している。このような訓練セン

ターをアジア各国に設立することも難しい。

NWTTIの訓練施設を有効利用する面から

も、 6年間のプロジェクト期間中に蓄積され

た技術資料、訓練実施運営のノウハウ等を基

にして、タイ国のみならずアジア地域の水道

技術者の育成並びに水道衛生向上に貢献して

いかなければならない大きな役割があるもの

と考える。

(1) 国際的訓練コースの開催実績

プロジェクト期間中に、他の先進諸国の機

関が主催した近隣諸国の水道技術者の訓練が

数回実施され、専門家及びC/Pはこれらの

訓練コースに講師として参加した。この国際

的な訓練コース参加の経験により、アジア諸

国の水道技術者が参加する第三国研修を

NWTTIで開催しようとする機運が高まっ
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水道部門の国際協力に参加して

た。フォローアップ期間中、タイ側と協議し

て計画案を作成し、日本政府へ支援を要請し

た。

(2) 第三国研修の実施

平成 4年 3月、日本側調査団とタイ側とで

合意に達し、 NWTTIで第三国研修「水道供

給技術コース」を平成 4年度から 8年度まで

年 1回実施することになった。開発途上国の

水道技術者が日本で学ぶより、似通った技術

を持った NWTTIで訓練を行った方が効果

的で、かつ、経済的と 言えるであろう。

第 1回目は、平成 5年 3月29日から 5月7

日の期間で、アジア地域の10カ国から22名の

水道技術者が参加し実施された。 4名の

JICA専門家が派遣され、講師として訓練を

支援した。訓練終了時に実施された訓練生の

評価から判断すると、多くの知識と技能を学

びとったものと思われる。さらに、 NWTTI

はタイ国のみならずアジア地域の水道部門の

人材育成の拠点としての役割を強く認識した。

また、より効果的な訓練を実施するためには、

アジア諸向の訓練ニーズと水道実態の理解が

必要となり、今後の課題となる。

(3) インドネシアとの技術交換

平成 3年 4月に日本の援助で設立されたイ

ンドネシア水道環境衛生訓練センター

(Water Supply and Environmental Sanita-

tion Training Center : WSESTC) との技術

交換を平成 3年 7月に実施した。この目的は、

① NWTTIの訓練実施のノウハウを教示す

る。②相互に類似した課題を協力して解決す

る。③両プロジェクトが協力し合い、将来ア

ジア地域における水道部門の人材育成の中枢

的な役割を果たす。④C/Pの視野の拡大と

資質の向上を図る。等である。

3 • 5 NWTTIの課題と将来展望

プロジェクト終了前からタイ国は日本政府

にNWTTIフェーズIIプロジェクトの技術

協力（現在、直面している問題解決のため、

水源管理・水運用管理・無収水量管理・汚泥
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処理・顧客サービスといった分野）を要請し

続けている。しかし、両国の合意には達しな

かった。タイ国の経済成長が目ざましいとい

うことが大きな理由である。

NWTTIはハード面では優れているが、ソ

フト面はまだまだ未熟である。現在、両公社

が独自で NWTTIを運営しているが、厳しい

ものがある。その理由として、①財政的支援

と両公社の協調性の不安。②優秀なC/Pの

頭脳流出③独立採算経営の困難性などが挙げ

られる。

世界の水道は大きく、アメリカ型、ヨーロ

ッパ型そしてアジア型の三つに区分され、ア

ジア型の水道は日本が範となり、 リードして

いかなければならないと言う話を聞き、私は

非常に感銘を覚えた。①人材育成には長い年

月を要すること②日本の援助で設立された訓

練施設を有効に活用すること③ ODA（政府

開発援助）総額が昨年と同様、世界一位とな

り、ますます H本の国際貢献が求められ、と

りわけインフラ整備で重要な水道衛生向上は

重要であること等を鑑み、 NWTTIをタイ国

のみならずアジア諸国の人材育成の拠点とな

れるよう、日本の支援を願う次第である。

最近、両国間で NWTTIフェーズIIの実現

への機運が高まってきた。もし、 NWTTIフ

ェーズIIが実施されるならば、ソフト面が整

備、強化され、水道部門の人材育成及び情報

ネットワークのセンターとしてアジア地域の

水道衛生向上に貢献していくものと考える。

水道管布設工事現場（コンケン市）



水道部門の国際協力に参加して

催されたが、地方公共団体が主体となって国

際的な水道会議が開催されたのは、 1989年名

古 屋で開催された「第 7回アジア・太平洋地

域会議」であろう。

当局の国際協力事業はJICAを通じた海外

研修員の受け入れ並びに専門家として開発途

上国への職員派遣であったが、平成 3年度か

ら、当局で初めて海外研修員の独自受け入れ

を実施した。

水道管布設工事現場（コンケン市）

4. 名古屋市水道局の国際協力

4 • 1 海外研修員の受け入れと職員の専門家

派遣

1978年「第12回 国 際 水 道 会 議 」 が 京 都 で 開

研修員の受け入れ及び専門家派遣の状況を

それぞれ表ー 2、表ー 3に示す。

表―? cJICA海外研修員の受け入れ状況

年度 研修員数 研修科目 研修員の地域、国名

1983 1名 浄水技術 タイ

1984 21名 管路維持等 中南米、アフリカ、アジア諸国

1985 21名 管路維持、浄水技術等 同上

1986 24名 経営、管路・浄水技術 同上

1987 18名 管路維持等 同上

1988 24名 機械電気、計画、管路 同上

1989 34名 工業用水、管路・浄水 同上

1990 50名 経営、i争水・管路等 同上

1991 28名 経営、浄水・管路技術 同上

1992 37名 経営、浄水・管路技術 同上

表ー 3 職員のcJICA専門家派遣実績

年度 派遣人員 派遣国名 派遣期間

1978 1名 タイ 長期

1979 1名 タイ 長期

1981 1名 タイ 長期

1983 1名 タイ 短期

1984 3名 タイ、フィリピン 長期、短期

1985 1名 タイ 短期

1986 2名 タイ、フィリピン 長期、短期

1987 2名 タイ 長期、短期

1988 2名 タイ、プータン 長期、短期

1989 1名 パキスタン 短期

1990 3名 タイ、インドネシア 長期、短期

1993 3名 タイ、カンポジア 長期、短期
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4 • 2 当局独自の海外研修員の受け入れ

当局はこれまで約200名の海外研修員を受

け入れ、そして、約20名の専門家を派遣して

いる。これらの実績を基に、平成 3年度初め

てJICAの支援なしで、タイ国から 2名の研

修員を受け入れ、約 1カ月間の研修を実施し

た。そして、平成 4年度には南京市から 2名

の研修員を受け入れた。

表ー 4に大都市水道事業体における独自の

国際協力事業を紹介する。

表ー4 大都市水道事業体の独 自国際協力事業

事業体名 独自の国際協力事業の内容

横浜市
①海外研修且の受け入れ一―—上海市 4 名、インドネシア 2 名一 4 tJ月間

②ケニア上級職員 2 名受け入れ—研修期間 2 週間 (1992年度から）

札幌市
①潅陽市との技術協力、専門家派遣(1992年度ー 1名、 1月）、研條員の

受け入れ②寒冷地水逍技術交換事業

東京都 ソウル市、北京市から研修員の受け入れ一適宜、数名、約 1週間

仙台市 エチオピア水道職只受け入れ (1989年度から一 1名、 1カ月間）

大阪市 上海市から研修員受け入れ一隔年、 5名、 10B間

神戸市
①国際管路シンポジュウムの開催 (3年毎） ②天津市から研修員の受け

入れー1984年度から毎年、 5名、 2週間

4 • 3 国際化に向かっての課題

平成元年12月に学識経験者、地方自治体等

からなる「地方自治体と国際協力のあり方」

に関する研究会が設置された。第一部「国際

協力時代の新たな到来」第二部「グローバル

時代の地方自治」というテーマで、報告書が

出されている。報告書の中に、 21世紀は地域

コミュニティ （自治体）による国際協力の必

要性が強調されている。現在でも、NGO、自

治体による地域からの国際交流、国際協力が

活発化している。しかし、自治体及ぴ水道事

業体が国際協力を推進していくためには次の

ような課題がある。

(1) 地方自治法上の面

国際交流等の事業が地方公共団体の事務に

当たるかの問題であり、自治法に明文な規定

はないが、禁止する規定もなく、自治事務の

一種と解されている。

実際、地方自治の本旨として、自治体の手

に留保されている専権事項と憲法上、法令上、

外交活動は国の専権事項であるという構造が

部分的に重なり合う二重の円として理解され

ているからである。
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地方公務員海外派遣法等の個別立法の制定

もなされ、法的な整備がされつつある状況と

言える。本市においても国際課が設置され

種々の事業が行われている。近い将来、地方

自治法で自治体の国際活動が明記され、また、

ODA予算から財政的支援が得られるものと

思われる。

(2) 地方公営企業法上の面

地方公営企業の経営は、経済性を発揮する

と共に、その本来の目的である公共の福祉を

増進するように運営しなければならない。同

法 2条によれば水道事業及びこれに付帯する

事業しか行えないことになっており、海外研

修員の受け入れ等の国際協力がこのいずれか

にあたるかの問題である。まず付帯事業にあ

たるかであるが、収益性のない国際協力等の

事業を付帯事業と考えるのは無理と思われる。

次に、水道事業と考えることができないか考

察すると、①水道局職員のレベルアップにも

なり相互に有益であること。②名古屋市の国

際化施策への協力③名古屋市水道創設時にお

ける先進国からの協力に対する恩返し等の位

置づけをすることができ、名古屋市の水道事



業にとっても有益であると考えられ、水道事

業の一部と考えることが妥当と思われる。

水道事業体が国際協力を推進していくため

には、その大前提として、健全な経営基盤と

市民の理解が必要となるが、水道事業の実務

は市町村等で行われているので、法制面から

の明確なバックアップが望まれる。

(3) 適正な技術移転の面

適正な技術移転をするためには、まず第一

に相手国のニーズ・状況を的確に理解するこ

とが大切である。しかし、これらの情報は自

治体レベルまで流れてこないのが現実である。

一方、自治体側が国等の情報を収集するよう

な体制を整えることも限界がある。日本の国

際協力の歴史が浅いことも一因している。今

後、国及ぴJICAは情報ネットワークを構築

して、自治体が必要な情報を容易に収集でき

るよう、体制の整備が望まれる。第二に指導

者側の資質である。特に、他の先進諸国と比

ベネックとなるのが語学力である。専門知識

と共に語学力（少なくとも、専門用語と中学

三年生程度の語学力が必要。）を身につけてい

かなければならない。

水道部門の国際協力に参加して

5. 国際水道の動向

国連の提唱により、 1980年代の10年間につ

いて「国際水道と衛生の10カ年計画」として、

国連が中心となって開発途上国の水道と衛生

処理施設の整備が推進されてきた。そして、

1990年 9月、インドのニューデリーで世界会

議が開催され、 80年代の10カ年の活動が評価

された。成果の一つとして、全世界の水道普

及率は44％から69％に増加し、未普及人口は

18億人から12億人に減少し、特に、アジア、

太平洋地域では10億人以上の人々が新たに給

水サービスを受けられるようになったと報告

されている。 1990年12月に開かれた第45回国

連総会において、「健康上に決定的な影響を持

つ、安全な水道と衛生サービスを今世紀末ま

でに、すべての人々に供給するために、国家

努力と国際協力が90年代に必要である。」こと

を認識し、いくつかの行動計画が示された。

こうした状況を背景に、日本に対する水道

分野に係わる技術協力及び資金協力に関する

要請が急増している。表ー 5に水道分野の70

年代と80年代の協力実績を示す。

表ー 5 水道分野の70年代とBO年代の協力実績

技術協力

専門家派遣 研修員受入

70年代実績（A) 48人 178人

80年代実績（B) 364人 462人

(B)/(A)倍 7.58 2.60 

6. おわりに

帰国して驚いたことは、近所に外国人が多

くなったことである。開発途上国では技術者

不足が深刻な問題となっている。日本は多く

の技術者はいるが重労働者が不足している。

このことを考えると、近い将来に法的な整備

がなされ、人材交流の面での国際化が活発に

なるのではないかと考える。

査金協力（件数）

開発調査 無償査金 有償査金

8件 13件 16件

15件 121件 43件

1.88 9.31 2.69 

さて、日本の国際化は避けて通れない問題

である。現在の物質的な豊かな社会生活は、

世界各国からの資源で支えられている。また、

世界経済は冷戦構造から協調・融和の傾向と

なり、グローバル的な視野に立った物の考え

方が必要になってくる。現在、大きくクロー

ズアップされている環境汚染、とりわけ安全

な水の供給は緊要な課題である。水道事業は

地方自治体が実務を担当しており、国際協力
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の面で自治体の果たすべき役割は益々重要と

なる。今後、法的整備がなされ自治体レベル

の国際協力がより推進されることを願う次第

である。

最後に、国際協力で大切なことは、長期的

視野に立ち、「してあげる」ではなく、「感謝

して、させていただく」姿勢であると考える。

参考文献
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タイの都市事情とH本の園際協力
についての雑感

tJICA専門家長野啓

1. はじめに

バンコクの都市問題は、近年深刻さを増し

つつある。世界一とも言われる慢性的な交通

渋滞、 ドス黒くよどんだ運河、排気ガスや塵

等により深呼吸するのもはばかられる空気、

無秩序に混在する高層建築とスラム、高騰す

る地価、……。犯罪発生率が比較的低いこと

を除けば、ありとあらゆる都市問題のショー

ケースとも言うべき都市、それがバンコクで

ある。

20世紀初頭のバンコクは、水上交通が主要

な交通手段であった。網の目のように発達し

た運河により、東洋のベニスとも賞賛される

美しい都市であった。タイ語ではバンコクを

クルンテープと呼ぶが、正式には“クルン ・

テープ（天人の都）、マーハー・ナコーン（偉

大なる都市）、アモーン・ラッタナ ・コ シーン

（インドラ神のエメラルド）、……＂と続く一

種の詞であり、世界一長い名前を持つ首都で

ある。

ところが、都市の成長に伴い、またモータ

リゼーションの進展に伴い、 美しい運河網は

次々と道路に埋め立てられてしまった。一方

で、汚水排水は何の処理もされず、埋め立て

を免れた運河に放流されていった。その結果、

いまのバンコクには当時の面影を残す風景は、

ほとんど残っていない。

2. 都市問題

バンコクは、わずか 1世紀弱の間に、天人

の住む都どころか悪魔すら住めない都に変貌

してしまった。それは基本的には、タイの経

済成長に伴う都市への急激な人口集中に、都

市側が対処できなかったことに原因がある。

すなわち、都市インフラの整備がほとんど追

いつかず、一方で有効な都市計画規制（土地

利用、建築コントロール）を行えなかったこ

とが、バンコクの都市問題の根本原因である。

現在最もシリアスな問題は交通渋滞である。

わずか数キロの道のりに 2時間以上を要する

ことがしばしば起こる。しかも、渋滞は年々

悪化の一途をたどっている。タイは年間 7%

以上もの高い経済成長を続けつつあるが、そ

の一方で年間 GNPの10数パーセントを、交

通渋滞のためにロスしているという試算もあ

る。

そもそもパンコクは、道路の絶対面積が不

足している。基本的な幹線道路網は有る程度

は整っているが、それ以下のランクの道路は

ほとんどネートワークを形成していない。ソ

イと呼ばれるアクセス道路は、大半が行き止

まり道路である。加えて、バンコクにはバス

以外の公共交通機関が無い。したがって、市

民の足は道路交通に頼らざるを得ないのであ

る。高い経済成長のおかげで、市民の購買力

長野 啓 （ながのけい）

JICA専門家（タイ国内務省都市・地方計画局）

1954年生

198ぼこより住宅 ・都市整備公団動務

1991年よりJICA専門家としてタイに派遣、

現在にいたる
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が増し、自動車の保有台数も飛躍的に高まっ

てきているのも現状である。さらに、土地利

用、建築コント ロールが効果的でないため、

大規模商業ビル、業務ビルが無秩序に（幹線

道路沿いだけでなく、行き止まりのアクセス

道路の奥にさえ）建築され、大籠の自動車交

通を発生 ・集中させている。これだけの条件

が整っているうえに、警官による信号の手動

コントロール、一方通行・アクセスコントロ

ールシステムの多用、運転マナーの悪さ、無

計画な道路改修工事、スコールによる道路冠

水等が渋滞に拍車をかけることになる。

空気や水の汚染も大きな問題である。交通

渋滞により充満した排気ガスは、路上で時と

して目を開けていられないほどの濃度に達す

ることがある。交通整理をする警官は、防毒

マスクで完全武装しており、歩行者の多くは

ハンカチで鼻と日を覆いながら歩いている。

また、生活排水、工場排水等を野放しで垂れ

流した結果、かつては美しかった運河は見る

影もなく、悪臭のただよう汚水路となってい

る。

その他にも、スラム等の劣悪な居住環境の

形成、電気、水道等の供給施設の容盤不足、

地下水汲み上げによる地盤沈下等々、問題を

数えあげればきりがない。

3. 問題解決の難しさ

都市問題の根本原因はわかっているが、こ

こまでの事態に至ると、どこから手をつけて

いけば良いのか見当もつかない。相当思い切

った施策が必要であることは確かである。

基本的には、効果的な都市計画、都市整備

が実施されれば、長期的には問題解決に向か

うはずである。ところが、これがなかなかう

まくいかない。その背景には次に述べる、タ

イの都市計画に関わる 3つの基本問題が存在

しているからである。

第一に、効果的な都市計画規則の実施がタ
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イでは非常に難しいことが挙げられる。タイ

人は拘束されることを非常に嫌う。タイの今

日の経済成長は、民間の経済活動に対し、政

府側の干渉、規制があまり働かなかったこと

が一因である。したがって、強力な都市計画

で経済活動を規制されることは、根強い抵抗

がある。 1992年 7月に初めて施行されたバン

コクの都市計画は、土地利用以外には強制力

を持たないきわめてルーズなプランであるが、

その計画策定段階で猛烈な反対意見との調整

に多くの年月を費やしている。

タイの都市計画 (TownPlanning Actに

よる GeneralPlan)は、土地利用計画と交通

輸送計画で成り立っている。土地利用計画に

ついては、日本のように用途地域と建築コン

トロールが緊密にリンクしているわけではな

く、建築物の用途のみを規制しているに過ぎ

ない。また多くの場合、ひとつのゾーニング

カテゴリーに10％程度の例外規定を設けてい

る。交通輸送計画については、道路等の整備

主体が概ね 5年以内に事業化できるものを都

市計画として定めているだけで、都市インフ

ラのマスタープランとしての意義づけが非常

に弱いものとなっている。

第二は、都市インフラの整備が効率的に進

まないことである。急速な経済成長を続けて

いるタイではあるが、インフラ整備のための

政府予算はそれほど潤沢ではない。それに加

え、近年の地価高騰、土地収用への根強い抵

抗により、公共用地の取得は年々困難となっ

てきている。

タイ政府では、 BOT方式（民間会社が公共

施設を建設 (Build)し、一定期間運営 (Oper-

ate) した後、政府に施設を譲渡 (Transfer)

する）による民間活用を推進している。しか

し、 BOT方式も必ずしも順調ではなく、政府

側と民間企業側との調整不良によるプロジェ

クトの遅れ等のトラブルが絶えない。また

BOT方式のインフラ整備は、高速道路、マス

トランジットシステム等の限られた施設にし



か適用できない。さらに前述したように、都

市インフラのマスタープランが無いに等しく、

各プロジェクト間の調整も事前にはほとんど

行われていないし、調整すべき政府機関も実

質的に無いのが現実である。

第三に、都市の実状を示す具体のデータが

不足していることが挙げられる。通常、この

ような社会問題に対処する問題、その問題が

どんな状況にあり、時系列としてどのように

推移しているか、というデータは最低限必要

となろう。ところが、タイの都市問題関連で

得られるデータは極端に少ない。都市計画を

立案するうえで欠かせない最新の地図情報、

都市人口、道路交通量等のデータを定期的に

収集する体制が無く、数少ない既存データに

しても信頼性に疑問が残るところである。

以上述べた基本問題を解決して初めて、タ

イの都市問題解決のための基本条件が整うこ

とになるが、なかなか容易なことではない。

4. 国際協力のジレンマ

H本はタイにとって最大の ODA援助国で

ある。しかしながら、タイの経済成長が一定

レベルに達したため、無償資金協力について

は、 1993年度以降の新規案件は打ち切りとな

った。したがって、今後の日本の開発援助は、

有償資金協力力~技術協力の方式で行うことと

なる。

過去において、 日本政府の対タイ援助は都

市関連分野に関してそれほどウエイトが高く

なかった。援助の甚本はやはり BHN(Basic 

Human Needs)の向上であり、都市問題は

ある程度発展した社会での問題との認識から

である。しかしながら、今後の ODAの方向性

としては、経済発展の負の側面として、環境

問題とならんで都市問題に焦点を当てていく

べきであろう。都市問題は環境問題の一断面

と捉えることもできよう。

ところが総論として以上のことが言えても、

タイの都市事情と日本の国際協力についての雑感

具体論としてどう展開するのかが、なかなか

難しい問題である。確かに日本の資金援助、

あるいは技術援助により都市インフラを整備

することは容易である。現実に、いくつかの

都市インフラ関連プロジェクトが日本政府の

協力の元に実施されてきている。また、JICA

（国際協力事業団）の社会開発調査や専門家

派遣を通じて、都市計画関連の技術移転を行

ってきている。しかし、それだけでタイの都

市問題が解決、あるいは大きく改善されるこ

とにはならない。前に述べたタイ都市計画の

基本問題に踏み込んでいかない限り、事態は

好転しないだろう。すなわち、状況把握、計

画策定のためのデータがしっかり整備され、

それに基づく効果的な都市計画が定められ、

なおかつ計画的な都市インフラの整備を効率

良く実施する体制が整わない限り、都市問題

の解決は有り得ない。したがって、現在のタ

イ側の枠組みの中で、日本に対し要望される

開発援助案件は、言わば枝葉にすぎず、本質

的な問題解決に大いに貢献しているとは言い

切れないのである。

日本の都市計画は、欧米諸国に比べて遅れ

ているとの意見がある。この議論については、

評価軸をどう設けるかで異なった結論となり、

いちがいに決めつけることはできない。（若干

日本側の歩が悪い気もするが） しかしながら、

H本とタイを比較した場合、 H本の都市計画

の方が遥かに進んでいることは確かである。

都市計画を実施するための体制、制度が充実

していることが大きな違いである。実施体制、

制度が充実していれば、必然的に個々の計画

そのものの質も高くなり、一方で都市計画実

現のための方法論についても改善、充実され

ていく。

その意味で、タイ政府に真に必要な都市計

画関連援助は、最も本質的な部分である体制

づくりをどう進めるかが中心課題となるべき

である。そしてこの課題は、まさにタイ国の

内政に関わるものであり、要請主義を建前と
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タイの都市事情と日本の国際協力についての雑感

する我が国の国際協力としては、非常にデリ

ケー トな部分であることも事実である。

5. おわりに

私がタイに、都市開発・区画整理のJICA専

門家として赴任して 2年が過ぎた。私の専門

分野の技術移転については、それなりに成果

をあげつつあると信じているのだが、その成

果がタイの都市計画の仕組みの中で、どの程

度問題解決に寄与できるかは未知数である。

いくら道路ネットワークを充実させても、や

はりマストラが無いと交通渋滞の緩和は難し

いだろう。また、下水道を整備しても、その

設計容量を上回る人口が定着すれば用をなさ

なくなる。

都市計画関連の技術、手法等を効果的に導

入するためには、その周辺分野まで踏みこん

で行かなければならない。そして最終的にた

どり着くのが、都市計画を実施する総合的な

体制、制度という壁である。たかだかJICA専

門家ごときでは、太刀打ちできない巨大な壁

である。

タイに限らず、都市関連の国際協力は、多

少なりとも似たような課題を抱えているもの

と推察される。都市関連の案件が今後増大す

るであろうことを考えると、要請主義の枠を

踏み越えた新しい協力形勢も含め、効果的な

方法論を模索する時期ではなかろうか。
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梶
（かじひでき）

•新しく国際連合地域開発センターの所長に

就任されたわけですが、最初にこのセンター

をどのようにしていくか、ご希望とか抱負を

お伺いしたいと思います。

佐々波前所長が大変活発に事業を展開され

ましたので、まずはこれを継承して充実させ

ていきたいと思います。

現在、 7つの分野で調査研究・研修のユニ

ットを組織しておりますが、各国から調査や

セミナーを共同してやって欲しいというプロ

ジェクト要請がものすごく多いんです。ある

程度はそういう要請にお応えするような形で

やっていきたいとは思うんですが、全部に応

えていくということはとてもできません。

活動の規模としては現在スタッフが80人ぐ

らいなので、この人教のスタッフでできる程

度の事業が限界です。そういう意味で当面は、

現在行っている位の仕事の量をこれ以上は拡

大しないつもりです。

そうした上で、研修と調査研究の質を向上

させたいと思います。今までの質が問題であ

ったということではなくて、コンピュータ技

1942年大連市生まれ

1970年 東京工業大学大学院博士課程（建築学）修了

1972年 建設省建築研究所研究員

1974年 東京工業大学助教授

1985年 筑波大学社会工学系教授

1993年 UNCRD所長

術をもっと強調したものにするとか。研修に

ついても一方通行のレクチャーによる研修だ

けじゃなくて、 もっと現場に即した体験型の

ものにするとかを含めて、研修モジュールと

いうものを見直していきたいと思っています。

ここ数年、地球環境の問題と同時に各国と

も政治的経済的にも大きな変貌を遂げており

ますが、昔のままの教材ですとなかなか適応

していかない。そこで、それに合わせた形で

教材そのものを変えていく必要があると思っ

ています。

また、もう一つの点は、今までは活動を広

げていったものですから、研究員が必ずしも

自分の研究成果をちゃんとした論文にまとめ

るということをしてこなかった。それだけ時

間的余裕がなかった訳ですね。そこで研究員

の研究発表活動を活発にしていきたいという

ふうに思っております。

そういうことで、活動は現状維持として、

できるだけ全体の質を高めていこうというの

が目下の抱負です。

•ありがとうございます。

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""''"""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' 
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国連地域開発センターの活動と今後の課題

次に、この国連地域開発センターについて

組織や事業内容などを少し紹介をしていただ

ければと思います。

このセンターは1971年に日本政府と国際連

合との協定によってできました。その目的は、

発展途上国の地域開発に関係する役所の中堅

の方々の計画、立案、実行能力を高めるとい

うことを目的に作られた訳です。成立当初か

らだんだん予算規模も拡大してきまして、現

在は約 7億円の日本政府の出資で運営されて

います。当初は、地域計画の能力向上という

と工業開発とか経済開発とかの立案、大都市

の住宅の問題などが中心でした。しかし近年、

地域開発の問題というのは経済成長一本鎗か

ら大きく変化していろいろな価値のバリ エー

ションが出てきました。その一つが環境問題

ですね。それから、地域の安全の問題。そう

いうものを加えて、現在は先ほどお話したと

おり 7部門に分かれて各部門ごとに地域開発

のトレーニングを企画実施しています。そう

いう部門ごとの研修と別に、毎年 4月から 2

カ月、日本で総合研修もやっております。基

本的に、私どものセンターは研修を中心とす

るセンターなんです。

設立当初は東南アジアを中心に活動してい

たのですが、最近はアフリカとかラテンアメ

リカも射程に入れております。このため、1991

年12月にケニヤにアフリカ事務所を開設しま

した。最初は 3人しかいなかったのですが、

この10月からは 7人になりました。

•このセンターの出先ということですか。

そうです。出先機関としてはもうーカ所、

四日市市がオフィスを提供してくださいまし

て、この 5月から四日市分室を開設しました。

ここでは環境問題を主にやっています。 13人

ほどのスタッフがおります。

・スタ ッフは約80人といわれましたが、どん

な方々ですか。

まず、約10人がインターナショナルエキス

パートでいわゆる国連専門家です。あと10人

がゼネラルスタッフで一般業務補助スタッフ

です。それから12人がナショナルエキスパー

トとい うことでH本人の研究員です。マスタ

•911919 •9 11119•911119•911119•91 1919•911119 •991119•999999•911119•91 1U9 •91 1119• 919119• 国際連合地域開発センター(UNCRD) •991999•919999•991199•911119•911119• ヽ91999•991199•919999•999919• ヽ""'•ヽ 91919•991919•

i 国際連合地域開発センター (UNCRD)は、アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカ i 
！ 及びカリプ海諸島に所在する開発途上国の、地域開発計画の策定と、その実施能力を啓 ！ 
9 発するため、国際連合と日本政府との間で、 1971年 6月に調印された協定により、名古 9 

i 屋に設立されました。以来、当センターは国連諸機関の中で、地域開発の研修及ぴ研究 自
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i 治体からも支援を受けています。
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ーやドクターの資格をもっています。それか

ら、 リサーチフェローということで14人、こ

れは発展途上国の研究者で 1年から 3年の範

囲で来ています。それから、国内の各県や市

からの出向者が約10人。残りがセクレタリー

で22人という構成です。国別でいきますと16

から18か国ぐらいだと思います。最近、出入

りがあったものですから、正確には数えてい

ませんが。

・次に研修についてお伺いしたいと思います。

国連センターでは具体的にはどんな研修をさ

れていますか。

1つは、先程申し上げた毎年 4月から 2か

月間の総合研修。これは地域開発のいろいろ

な側面を一つずつモジュールにして、そうい

うモジュールを 1週間ずつひととおり講義・

実習していくものです。それと各ユニットが、

組

国連地域開発センターの活動と今後の課題

防災なら防災計画研修、環境なら環境計画研

修。社会開発の研修などをやっています。最

近、非常に引きあいが多いのが地理情報シス

テム研修です。あちらこちらから要請があっ

て、追いつかないんですよ。

各ユニットが年間で大体平均 3つないし 4

つの研修を企画しますので、全部で年間30近

い研修が開かれます。個別研修の方は殆ど、

織

都市・住宅 I 大都市における開発戦略および住環境能力の強化

地域経営 I地域社会の自己管理能力の強化と地域経営手段の策定

環境管理 1環境保全を重視した持続可能な地域開発の推進

地域防災 I 災害被害軽減のため、防災管理を組み込んだ地域・都市計画の確立

情報システム 1地理情報システムの開発計画への利用の促進

社会開発 I 地域レペルの、社会開発計画の推進と実務担当者の育成

産業開発 1地域産業の振興・地域間格差の是正と産業構造の再編成

"""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""'"""""""""""'""""""""""'"'""""""""""""""""""""""""""'""""""'""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""' 
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国連地域開発センターの活動と今後の課題

日本で開くのではなくてわれわれスタッフや

日本の大学の先生方に講師として現地に行っ

て項いてやる形をとっています。

•そういった幅広い国連センターの活動の中

から、今、問題になっていることや、今後克

服していきたいことなど、どのような課題が

ありますか。

最初に抱負のところでお話ししましたよう

に、全体の活動の質を高めていきたいと思い

ます。ただ、スタッフが入れかわるのがやや

問題です。業績は残るんですが、前の人の人

的ネットワークがスポンと抜けてしまいます。

また、後任の研究者をどういう具合に補充し

ていくのかという問題があります。これは、

ただ単に人間の補充だけじゃなくて、 7つの

ユニットをどう見直すのかというもう 1つの

問題がありまして、それと絡んで参ります。

つまり一方で社会がどんどん変化してきて、

ニーズが変わってくる。そのニーズに対応し

た組織化が必要となります。そして一方では、

この 7つではとてもカバーできない、いろい

ろな問題が残っています。例えば財政の問題

とか土地問題、交通計画の分野が今欠落して

いますので充実する必要があります。

現在専門でやっている者の研究を変更しろ

とも言えないものですから。入れ替わりの都

度ニーズに合わせて見直して行きますが、限

られた人材を社会ニーズに合わせてどう配分

してゆくかというのが最大の課題です。

・私どもの名古屋都市センターは、まちづく

りのセンターを目指していますが、まちづく

りと国連センターの関係をお伺いできればと

思います。つまり、まちづくりと国際協力と

いう視点から、国連センターがどういう役割

を果たしてみえるのかをお聞きしたいのです

が、いかがでしょうか。

「まちづくり 」という言葉をどういうニュ

アンスで論じるのかはっきりしておかなけれ

ばいけませんが、都市開発、地域開発という

ことであれば、私共のセンターはまさにそれ

を主たる業務にしている訳ですから。そうい

う意味では、まちづくりに係わる各種の分野
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について調査を行い、アクションプランを作

ったり研修を行ったり直接的業務として係わ

っています。

具体的な例をあげますと、中国の無錫市と

協同で、計画支援プロジェクトというんです

が、市が作る計画をわれわれのスタッフが行

って一緒に作りました。市からデータを貰っ

てきて分析をしたり、その市の担当の方にも

来ていただいて一緒に作る訳です。そして最

後に報告書をまとめました。

同じような事例はインドネシアについても

やっております。これはジョクジャカルタ地

域を対象としたのですが、この場合にはマス

タープランというよりは、コミュニティーを

何か所か選ぴまして、そのコミュニティー開

発プログラムをまとめて市に提案をしました。

こうした計画支援プログラムは調査研究とは

違って、データをこちらで全部まとめてわれ

われが計画を直接的な形で作ってあげるとい

うようなことで係わっております。こちらか

ら行くのは日本人の、まちづくり技術者で、

この支援を通じて計画技術のトランスファー

を目的としています。

この種の仕事は引き合いが大変多くて、中

国の広州とか大連あるいはモンゴルなどから

もやってくれないかと言われております。ま

た、同じ中国の常州では、物理的な町づくり

でなくて財政的な裏付け、つまり財政計画を

検討するためのフレームワークを作ってくれ

ないかと言っています。

•名古屋のまちづくりは、特にデザイン博を

はさんで随分変わったと言われますが、名古

屋のまちづくりについてどうお感じになって

いますか。感想、期待、注文など聞かせてい

ただければと思います。

正直いってあまり街を歩く機会がないんで

す。通勤時間が短いでしょう。今は、中村区

に住んでいますけど地下鉄から外へ出ません。

国連地域開発センターの活動と今後の課題

ですから周辺部はほとんど知らないので、こ

うした質問はいつも困ります。私の知ってい

るのは中心部だけだということをお断りして

お答えしたいと思います。

名古屋の特徴は 2つあると思います。

1つは、私は地域・都市防災が専門なんで

すが、そういう観点では名古屋は大変、防災

計画が成功した街といえます。lOOm道路を始

め中心部の道路も非常に広いですね。このセ

ンターのそばに四間道という道が見事に保存

されていますが、あれは江戸時代の防災道路

ですね。防災の意識が伝統的に市民にも行政

側にも強く残っていて、それがlOOm道路が完

成した理由ではないかと思います。

第 2に、デザイン博覧会以後、このセンタ

ーの周りも中村区の方も、モニュメントを作

ったり敷石を整備したり、非常にきれいにな

ったということです。都市のデザインをする

ということは見かけだけのように見えますけ

ど、実は、住民に自分の街を大事にするとい

うことを直接的に訴える最善の方法だと思う

んですね。

ただし、ほんとは何が大事かというと、目

に見えない安全の面が重要です。名古屋は安

全の基盤がある程度整っていますので、都市

景観に手をつけるというのは都市計画上のス

テップからみても正しい順序だと思います。

一部の都市のように防災としてまだいっばい

やることがあるのに景観整備に走ってしまう

というのは問題だと思います。

景観整備は行政としてやっただけ目に見え

ますが、防災行政は目に見えない。若宮大通

りの下に集中豪雨のための遊水池が作られて

も見えませんものね。したがって、あまり市

民受けしないのですが、あれが作られたおか

げで洪水に対応できるようになったでしょう。

そういうのをやった上で景観を整備するとい

うのは理にかなっていると思います。そうい

う意味で私は名古屋のまちづくりを大変高く

評価しています。
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•これから国際協力という面で名古屋にどう

いうことを期待されますか。

私どものセンターは20年前に愛知県や名古

屋市が積極的に誘致し、応援して下さった結

果としてこうして名古屋にあるわけです。し

かし、最近は設立当初に較べ県、市の思い入

れが薄れてきたのではないかと心配しており

ます。つまり、県、市とも独自の国際協力の

ための財団を作られ大変力をいれていらっし

ゃいますが、それで私共のセンターに対して

相対的に薄くなったのかなと思ったりするん

ですけども。

ただ、せっかくここにある国連センターを

生かさないのはもったいないと思います。日

本で国連の機関を持っているのは東京とここ

しかない訳です。来年から、大阪と滋賀県に

できますけどもね。国連機関をもつというこ

とは県、市民の国際理解を深める最良の手段

です。独自に財団を作るのも大変大事なこと

ですが、そことわれわれとのリンクをもっと

考えていただけるとありがたいなと思います。

共催で何かをやるとか、共同研究みたいなこ

ともできるといいと思いますね。

国連は日本の地域社会に対しサービスを行

うというのも一つの任務となっていますので、

私どもの情報で日本側で役に立つものをもっ

と発信したいと思っています。そのためには、

日頃からの交流が大切です。でも現実には地

元で国際協力財団を作る時に国連と協力する

ということがあまり強調されていないようで

す。逆に私どもの国連の活動が地元の地域杜

会に貢献できるような体制になっているかと

いうとなっていない。したがって、私共国連

と日本の地域社会とを直接つなぐことを目的

としたような財団があるといいと思います。

今、私どもが直接、研修などでお世話をい

ただいている市町村が幾つかあるんですよ。

1週間ほどのホームステイとか視察とか。そ

れは、ポランタリーなんですけど、そういう

時に、そうした財団が加わっていただけると

もう少しスムースにいけるんではないかと思

います。

・地元側の要望と国連側のこういうシステム

がうまくかみ合っていくといいですね。名古

屋都市センターでも昨年からJICAの研修生

を一部受け入れて研修をやっていますが、こ

ちらとうまく協力できる・といいですね。

実際問題として、県も、市も、どういうふ

うにすれば私共を活用して、何か役に立つこ

とを引き出せるのかということが、 20年経ち

ましたが、まだお互いに良く見えていないの

じゃないかと思うことがあります。

• 20年と言っても、県や市の担当者は 2、 3 

年ぐらいで異動してしまい、そうすると新し

い人は「国連センターって何ですか。」という

ことになって、実際には20年の蓄積が生かさ

れていないようにも思えます。

そうですね、でもとりあえず、今ある国際

協力に関係する財団といろいろ試みることが

大切だと思っています。

•ありがとうございました。最後に、所長さ

んのプロフィールを紹介していただけますか。

生まれは大連ですが、出身としては東京で

す。昭和17年生まれです。

趣味はゴルフが好きなのですが余り時間が

なくてできないのが残念です。ハンディは一

時は良かったのですが、今は20ぐらいですね。

あとは皆さんと酒を飲んだり、カラオケに行

ったり。

•名古屋都市センターにも一度お越しくださ

い。本日はありがとうございました。（以上）
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郁市計頁に関する眉際餅修の課題

日本大学理工学部土木工学科 岸井隆幸

1. はじめに

我が国の近代化の歴史をふりかえると、西

欧の諸国から多くのものを学び、日本風に育

て上げる(Japanize) という過程を見てとる

ことができる。開国以来、常に、指導者は欧

米諸国を視察し、あるいは留学して、多くの

知識を吸収し、その内容に感心した上で、日

本も負けないように頑張らねばと国内を煽る

のであり、具体的な作業については最初こそ、

お雇い外国人と呼ばれる技術者を雇い入れて

進めていたが、それほど時を待たずしてわが

国独自の人材とシステムを生み出している。

こうした日本に対し、国際社会では、「日本は

ただ真似がうまいだけである」という批判が

かねてよりあったが、いつのまにか「日本の

システムは欧米のものとは異なるが、欧米に

ない極めて有効な学ぶべきものである」とい

う耳はゆい評判がたち、ついには「いや、や

はり理解し難いものがあり、その特殊性こそ

廃すべき対象である、日本は開かれていない」

という論調が現れるようになった。

日本は今、何をすべきなのであろうか。

交通・通信といった分野の技術が発達した

ことによって、人・物資・情報は世界中を飛

び回り、地球は日々小さくなりつつある。政

治という壁が横たわるといっても人々の欲望

は燃え上がり、企業はまさに世界を一つの市

場として展開している。そして、国際的（と

いうより国境そのものを飛び越えた）企業活

動の結果としてつかんだ日本の国際的（とい

うより経済的）地位の向上は、 日本という国

の地球社会における役割を大きく変えつつあ

る。つまり、日本は地球社会の先端システム

を「Japanizeする過程」から脱皮して、その

更新過程を説明し、あわせて現在の状況をわ

かりやすく発信する立場を強く求められるよ

うになったのである。事実、かつてキャッチ

アップの時代には、「大学で働く人間がやって

いることは、単に横文字を縦に並べ替えるだ

けである」と批判されたこともあるが、近年

は縦文字を横文字に直す作業もかなり増えて

いるのである。

都市計画の分野においても、発信の幅は

徐々に広がりつつある。例えば、日本がドイ

ツなどから学ぴ、そして独自に発展させてき

た土地区画整理事業は、

1)戦後、疲弊した国力のなかで都市中心部

を再生させ、その後の日本高度成長期の空間

的支えを構築したこと、

2) 急激な都市化の波を受け止めるシステム

として大きな役割を果して米たこと

等が評価され、広く世界の国々からその情報

を求められ、すでに数多くの国際協力が実施

されるようになった（表 1)。いまや日本の情

報を積極的に発信しなければならない時代に

岸井隆幸（きしいたかゆき）
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昭和52年(1977年）東京大学工学部都市工学科

修士課程修了の後、建設省に入省。以来、 15

年にわたり、醤汗甫頃財テ政、市街地整備行政
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平成4年、日本大学に移り、現在、理工学部

土木工学科で都市計画・国土計画の教鞭をと

る。博士（工学）。
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都市計画に関する国際研修の課題

入ったのである。

表 l 土地区画整理事業に関する国際セミナー等

実施状況

＜士地区画整理国際セミナー〉

第 1回 1979年台湾会議

第2回 1982年名古屋会議

第 3回 1985年東京会議

第4回 1987年 フィリピン会議

第5回 1989年 マレーシア会議

第6回 1991年タイ会議

第7回 1993年 インドネシア会議

（日本との 2国間会議＞

コロンビア ：1984年、 1991年

アメリカ ：1986年、 1987年

フィリピン ：1991年

インドネシア： 1991年、 1992年

スウェーデン： 1991年

タイ : 1993年

都市計画の国際協力については、こうした

時代背景を受けて、まず、 日本が学び、日本

が育ててきたシステムの経過とその結果（良

さも悪さも含めて）を、学ぽうとする人々、

国々に索直に伝えることから始めなければな

らないであろう。筆者はこれまでも縁があっ

て土地区画整理事業関連の国際会議、国際協

力調査などに参加してきたが、さらに今年か

ら、新たに国際協力事業団(JICA)の総合都

市交通計画集団研修コースのコースリーダー

という役割を仰せつかることとなった。この

コースリーダーという制度は今年からこのコ

ースではじめて導入されることとなったもの

で、従来の講義中心の研修方法だけでは必ず

しも充分とはいえない研修生からの疑問に対

するフォローアップ（質疑の分野）を行うこ

とが大きな役割であるとされている。本稿で

は、この機会に、現在実施されているJICAに

よる都市計画関連国際協力研修を念頭におい

て今後の課題などについて感じているところ

をお示ししたいと考えている。
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2.国際協力事業団における都市計画

分野の研修制度の現状

JICA（国際協力事業団）が主催する研修に

は、集団研修、個別研修、特別研修の 3種類

があるが、集団研修はその中心ともいうべき

もので、途上国のニーズを考慮したカリキュ

ラムで、各コースには原則として 1ヶ国 1名、

計10名程度の研修員が参加し様々な人々が交

流しながら学ぶ研修となっている。研修分野

は多岐にわたっており、農業、医療をはじめ、

先端技術、環境関連、経営管理まで毎年約300

のコースが設定されている。

平成 4年度に実施した集団研修で、都市計

画になんらかの関連を持つと思われるコース

の一部（建設省が担当しているコース）を示

すと表 2のとおりである。「都市計画 II」から

「ターミナル計画とデザイン」までは建設省

都市局が中心の都市計画分野であり、「ハイウ

ェイセミナ―||」以下は建設省道路局、住宅

局が中心のコースで、都市計画と直接的に結

ぴ付くわけではないが、関連するコースであ

るといえる。なお、この他にも、運輸省が中

心に行っている都市交通セミナーや国土庁が

中心に行っている国土開発セミナー、環境庁

が中心の環境政策、環境アセスメントに関す

るコース、そして上下水道、自動車技術行政、

物流近代化、鉄道経営、建設技術、橋梁、河

川及びダム工学といったコースが運営されて

いる。



都市計画に関する国際研修の課題

表？ JICAにおける都市計画関連集団研修コース（平成4年度）

コース名 期 間

都市計画 II 8. 19~10. 21 

都市整備 5. 12~7. 6 

総合都市交通計画 9. 28~12. 1 

ターミナル計画とデザイン 9. 30~11. 27 

ハイウェイセミナー II 9. 16~11. 7 

住宅建設 10. 14~12. 5 

住宅 ・住環境改普セミナー 1. 27~2. 27 

以下、順次、各コースの目的・経緯 ・実績に

ついて簡単に紹介する。

(1) 都市計画コース (CityPlanning Course) 

1) 目的と内容 ：本コ ースの目的は日本に

おける都市計画制度、事業実施例を充分に理

解してもらうことにあり、都市計画概論、都

市政策、都市施設、都市拠点開発、都市景観、

住宅政策等にわたる講義と見学・討議が行わ

れている。

2)経緯と実績：本コ ースのスタ ー トは昭

和37年に遡り、途中昭和42年から昭和44年、

昭和47年と 2回の中断をはさみながら、平成

4年度までに27回、 316名 (49ヶ国）の研修が

実施された。（内容については平成元年度に一

部見直しが行われている。）また、昭和62年に

はインドネシア、フィリピンヘ、平成元年度

には韓国、マ レー シアに巡回指導公開技術セ

ミナー班が派遣され、現地でセミナーなどを

実施している。

研修員の参加資格は、 1)相手国政府から

の推薦、 2)大学卒（もしくは同等）で 3年

以上の実務経験を有すること、 3) 現在、都

市計画の仕事に携わるもの、 4)年齢40オ未

満、 5)英語の読解カ ・会話力を有するもの、

6)心身健康なもの、となっており 、中国、

インドネシア、バングラデッシュ、フィリピ

ン、 マレイシア、タイ、ヴェトナム、香港、

イラン、エジプト、プルンディ、ケニア、プ

研條定員 委託機関

11名 帥国土計画協会

10名 拙日本土地区画整理協会

10名 帥都市計画協会

15名 帥日本交通計画協会

15名 帥日本国際協カセンター

11名 闘日本建築センター

8名 帥日本建築センター

ラジル、 コロ ンピアの14ヶ国（平成 4年度）

を対象として募集されている。平成 4年度は、

この14ヶ国から20名の応募があり、結局、 13

名（個別研修分 1名を含む）の参加であった。

(2) 都市整備コース (Urban Development 

Course) 

1) 目的と内容：本コースの目的は、 日本

の都市整備課題とその背最 ・制度 ・手法及び

事業実施例を充分理解するとともに、各国の

諸課題と整備手法について相互理解を深める

こととされており、日本の都市行政の概要、

都市整備事業の概要を中心に講義と見学 ・討

議が行われている。

2)経緯と実績：昭和58年に特設コースと

して開設されたこの コースは、昭和61年に集

団コースとなり、平成 4年までに10回（特設

コース3回を含めて）、 1,04名 (27ヶ国）の研

修が実施されている。参加賓格は、 1) の都

市計画コースと基本的には同じであるが、都

市開発あるいは都市再開発の立案 ・実施に携

わっていることを条件にしており、募集対象

国はマレイシア、フィリピン、タイ、インド

ネシア、ヴェ トナム、 エジプト、イラン、プ

ラジル、 コロ ンピア、メキシ コ、ペルー、 エ

チオピアの12ヶ国（平成 4年度）となってい

る。なお、平成 4年度は18名の応募があり、

結局11名で実施されている。
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(3) 総合都市交通計画コース (Comprehen-

sive Urban Transportation Planning 

Course) 

1)目的と内容 ：本コースの目的は都市交

通問題に対する基本的な考え方及ぴ土地利用

計画 ・交通特性に充分に配慮した総合的な都

市交通計画の計画理念、計画技術等を理解す

ることによって都市交通調査、都市交通体系、

都市交通施設計画の確立、作成を行い得る知

識技術を高めることにあり、都市交通に係わ

る制度の概要、わが国都市交通の現状と課題、

総合的な都市交通計画の立案、個別交通施設

計画の立案等にわたる講義と見学 ・討議が行

われている。

2)経緯と実績：本コースは昭和37年から

実施されている都市計画コースの内容の一部

として取り扱われてきたが、開発途上国の都

市交通問題が深刻になり、都市交通計画の重

要性が認識されるに従い、昭和54年に新設さ

れるに至ったものである。以後、平成 4年度

までに、 14回実施され、 156名 (32ヶ国）の研

修が実施されている。参加賽格は都市交通管

理運営に従事していることと年齢が35オ以下

に限定されているという点を除けば他のコー

スと変るところはない。なお、現在は中国、

インドネシア、マレーシア、ネパール、フィ

リピン、シンガポール、タイ、エジプト、ア

ルゼンチン、プラジル、チリ、グアテマラ、

ユーゴスラピアの13ヶ国（平成 4年度）を募

集対象としており、平成 4年度は16名の応募

があり、結局11名で実施された。

(4) ター ミナル計画とデザインコース

(Terminal Facility Planning & Urban 

Design Course) 

l) 目的と内容 ：本コースの目的は都市内

ターミナル施設のデザイン手法、都市景観に

配慮した都市・街路計画手法、駐車場、駐輪

場、自動車タ ーミナル、物流センター等の都

市内ターミナル施設に関する総合的な計画整
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備手法、コンピュータ支援による都市交通施

設の総合的な管理運営手法について、幅広い

講義と演習 ・見学 ・討議等を通じて習得する

ことにある。

2)経緯と実績：本コースは平成 2年度か

ら新たに実施されることとなったものであり、

平成 4年度までに 3回、 44名 (25ヶ国）の研

修が行われている。参加資格は他のコースと

大きく変るところはなく、平成 4年度は23名

の応募があり、結局15名で実施されている。

(5) ハイウェーセミナー (Highway Con-

struction Course) 

1) 目的と内容：本コースの目的は道路の

設計 ・建設・維持管理等にわたる広範囲の理

論課題、及ぴ当該分野の最新の技術について

習得することにあり、道路の設計、建設、維

持管理に関する講義のほか建設現場、維持管

理主体の視察等が行われる。

2) 経緯と実績：本コースの前身は

ECAFE（アジア極東経済委員会）のプロジェ

クトとして実施されたアジアハイウェー建設

に対する技術協力事業として昭和39年に実施

したアジアハイウェー建設計画セミナーであ

る。昭和40年からはアジアハイウェー関連諸

国を対象に道路建設コースとして実施されて

きたが、昭和48年から他の諸国も加えて高速

道路の建設 ・保守に関する技術習得を目的と

した今日の形となった。（なお、平成 2年度か

ら内容の一部変更を行っている。）従って、平

成 4年度までに29回、 389名 (49ヶ国）が研修

を終えている。参加資格は年齢35オ未満、幹

線道路の設計 ・建設 ・保守の分野で 2年以上

の実務経験を有するものとなっており、シン

ガポール、インド、タイ、フィリピン、スリ

ランカ、マレイシア、香港、インドネシア、

トルコ、イラン、クウェイト、イエメン、ガ

ーナ、タンザニア、エチオピア、ケニア、プ

ラジル、チリ、ヴェネズエラの19ヶ国（平成

4年度）が募集対象となっており、平成 4年



度は18名の応募があり、結局15名で実施され

た。

(6) 住宅建設コース (HousingCourse) 

1) 目的と内容：本コースの目的は、日本

の住宅政策及ぴ様々な施策について、その背

景・目的・運営の実態・問題点等を総合的に

理解すること、また、これまでの住宅政策の

発展過程を理解することにある。従って、 H

本の住宅問題、日本における諸制度、第 3世

界の住宅問題、住宅生産の現状と課題といっ

た講義と見学・討議が行われている。

2)経緯と実績：昭和52年に特設コースと

して始まって以来、平成 4年度までに15回、

232名 (37ヶ国）の研修を行ってきた。参加資

格は中央・地方政府または関連機関で住宅政

策に携わる中堅行政官、年齢30以上40オ以下

とされており、中国、インドネシア、スリラ

ンカ、タイ、ケニア、ナイジェリア、ウガン

ダ、ザンビア、イラン、 トルコ、プラジル、

チリ、パラグアイ、フィジーの14ヶ国（平成

4年度）が募集対象となっている。平成 4年

度は24名の応募に対して12名の実施となって

いる。

(7) 住宅住環境改蕃セミナー (Improvement

of Housing & Living Environments 

Course) 

l) 目的と内容：本コースの目的は開発途

上国の問題実情に即しつつ、わが国のこれま

での経験や事業の進め方の中から有益な情報

を伝えるとともに研修員相互の討議の中から

解決策を探ることにあり、そのために、住宅

に関する海外協力活動、日本の住宅事業と住

宅政策、戦後日本の住宅建設技術開発と促進

施策のあゆみ、住宅金融、住環境問題と環境

問題といった講義を行うとともに、見学・討

議を行うこととしている。

2)経緯と実績：本コースは昭和62年の国

際居住年 (InternationalYear of Shelter for 

都市計画に関する国際研修の課題

the Homeless) を契機に創設されたもので、

平成 4年度までに 6回、 51名 (20ヶ国）の研

修が行われている。参加資格は政府・政府関

係機関に勤務しており、住宅・居住環境の改

善業務で指導的立場になることが期待されて

いるもので、年齢は30オから45オまでのもの

としている。中国、インドネシア、シンガポ

ール、タイ、カメルーン、ナミビア、プラジ

ル、チリ、エクアドル、フィジ一の10ヶ国（平

成 4年度）が募集対象であり、平成 4年度は

12名の応募から、 8名を受け入れている。

3. 都市計画国際研修の今後の課題

(1) 日本の都市に関する英文資料を継続的に

出版する組織の確立

各コースの講義内容を具体的に横並びにし

てみると、当然のことであるが、各コースに

共通する部分もあるし、それぞれに特化した

内容も含んでいる。特化した内容はそれぞれ

に専門の講師が最新の情報を含んだテキスト

を持参される方が生きた講義という点では望

ましいようにも思われるが、共通部分は世界

に対する発信の効果を考えれば、できれば同

じ内容で、共通のテキストが使用されること

が望ましいとも考えられよう。共通部分の多

くは都市計画制度一般に関するもの、 日本の

都市の現状に対するものであり、ある意味で

は極めて基礎的な資料であり、日本語のもの

を整えるのはそれほど困難なことではない。

しかし、実はこうした分野でも必ずしも最新

の情報と国際的な比較の視点を含んだ英文の

基礎資料が充分に整っているとはいいがたい

状況にあるのが実態であった。ようやく、建

設白書の英文出版が行われ、交通に関しては

Cities and Urban Transport in Japanや

Urban Transport Facilities in Japanが発刊

されたことは心強い限りであるが、より広範

に日本の都市に関する英文の専門的かつ継続

的な資料の編集とその出版を行うことが必要
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都市計画に関する国際研修の課題

であり、そのための組織を整える時期となっ

ているように思われる。

しかし、残念ながら現在のJICAには全て

を望むべくもないし、関係省庁も激務の中で

多くの力を注ぎうる体制にはない。従って、

実現するためには多くの関係者の協力とその

協力を継続的にまとめ上げる求心力が必要と

なる。その意味では、政府の強いリーダーシ

ップと各種協会、学会、各地に開設された自

治体の都市センター等の組織的な連携が是非

とも必要であろう。それぞれが特徴ある役割

を分担して、その情報の相互交換を実現し、

日本の都市情報を常に発信することができれ

ば、それ自身で都市計画の国際協力の貴重な

チャネルが開かれたことになる。こうした組

織の確立こそ我が国の国際貢献の一つである

といえよう。

(2) 継続的な情報発信を可能とするネットワ

ークづくり

先に 2.で記したように、JICA集団研修は

既に都市局中心のコースだけでも620名の研

修生を送り出しているし、平成 4年度も40名

の研修生を受け入れている。その意味ではた

いへん大きな役割を果たしてきたことはいう

までもないが、残念ながらいずれのコースも

研修期間は 2ヶ月程度であり、日本に慣れる

のに時間を要すること、研修生が自ら学ぶた

めにはそれなりの自由が必要であること等を

考えると必ずしも充分な時間が用意されてい

るとはいえない。従って、むしろこうした来

日研修は一つの機会であると考え、日本での

研修を終えて帰国した後も継続的に日本の情

報を提供して学ぶ機会を与える、あるいは帰

国後直面した問題・疑問に答える窓口を開い

ておくことが必要ではないだろうか。こうい

う点では（私の知る限りでは）現在のところ、

研修後のフォローアップは必ずしも充分とは

いえない。もちろん、各研修コースをより効

率的に行うためにフォローアップチームが派
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遣され途上国でセミナーを開催するといった

ことも行われているし、帰国した研修員に対

し、アフターケア事業としてjICAの活動状

況、日本の最近の動き等を紹介する

KENSHU-INという英文雑誌が年 2回発行

されている。また、帰国後の文献供与、機材

供与の制度もある。しかし、こと専門分野に

関しては特に大きな継続的働きかけがあるわ

けではないのが実態である。今後はせっかく

日本で築かれたこうした幅広い国際ネットワ

ークを維持するエネルギーを提供することも

必要であると思われる。

現状では建設省の担当官は 2~ 3年で配転

となるし、JICAも専門分野についてはほと

んど担当官庁に任せっばなしといってよい状

況である以上、こうした仕掛を築くことはな

かなか容易なことではない。コースリーダー

を設置するという発想も一つにはこういう所

にあるのかとも思われるが、毎年来日する数

多くの世界の人々を個人的にフォローするこ

とに限界があることは目に見えており、少な

くとも情報発信はJICA或は(1)に記した組織

を通じて行うことを考えるべきであろう。か

つて箪者が石川県に勤務していたときに、国

内へ発信する石川県の街づくりニュースをそ

のまま海外へ広く配布したことがある。金沢

に日本語を学びにきたことがある海外の人々

にあてて日本語のまま突然送り込んだのであ

るが、残念ながら私自身反応を得る前に転勤

してしまった。どのような印象を与えたか、

何か効果があったのか知るよしもないが、

我々自身、海外の便りは楽しいものであるし、

特に海外で知り合った人達との友情の交換は

気持ちのよいものである。せっかく集団で研

修を受けているのであるから、誰か研修生の

中からネットワークづくりの提案が出れば、

と期待するのはやや甘いというべきであろう

か。



(3) 専任のコーディネイターと様々な地域・

分野の講師陣の連携

現在のところ、日本の講師陣にはJICA教

育を業としていらっしゃる方がいるわけでは

なく、それぞれ担当官庁からの依頼を受けて、

自らの時間を削く形で対応しているのが現状

である。従って、カリキュラムについて事前

に充分な打ち合わせができる時間もなければ、

ましてや講師の間であらかじめ講義の内容や

役割分担を協議する時間などないのが実態で

あろう。こうした事態は講義内容の重複や内

容の前後をもたらす危険性があり、本来好ま

しいことではない。ここにも、コースリーダ

ーという制度を導入するきっかけがあったと

思われる。しかし、正直言って本格的に内容

の重複とシナリオの整理を行い、それを薄謝

で講師をお願いしている方々にあらかじめ説

明して協力を依頼するということは極めて労

カのいる仕事であり、片手間に簡単にできる

こととは思われない。今回はこれまでの御縁

もあり、小生が取り敢えずやってみるという

ことになったが、今のところ、少し時間をか

けて受講生の意見を聞きながら徐々に対応せ

ざるを得ないなというのが実感である。でき

ることならば、都市計画の分野の経験豊富な

OBをJICAの常勤顧問、コーディネイター

として位置付け、本格的に取り組むぐらいの

覚悟が必要ではないだろうか。しかもできる

ことなら全国各地の都市センターで、こうし

た中央のコーディネイターと連携して、実際

の実務研修を担える人材の登録、 もしくは育

成ができればいうことはないであろう。近年、

地方でも国際協力の経験を持つ人々、専門家

として長期派遣の経験を持つ人達等が増えつ

つある。こうした経験と能力を眠らせること

なく、引続き活用していただくことも重要な

国際協力の人的貢献である。

国を育てるためには人を育て、人を育てる

ためには、まず育てる人を育てなければなら

ない。

都市計画に関する国際研條の課題

都市計画分野の国際協力の場面は今後ます

ます増加するものと思われる。しかも、社会

資本が充分に整備されていない中、都市に対

する強い人口圧力が働いている開発途上国で

は、欧米諸国より我が国のような国情を参考

にする動きが高まることが予想される。そし

て、 ImitationからJapanas No.1へと転じ

たといわれてみたものの、裸の王様ほど虚し

いものはない。

今、今後の課題という形で(1)~(3)を記した

が、実は、われわれはこうした条件を整えな

がら、発信という行為を通じて引続き学ぴ続

けたいのであり、これこそが日本の歩んでき

た道の本質だったのではないだろうか。

われわれは謙虚に「努力」と「実現」の意

味を考え、素直に伝えることが必要であると

思われる。

（注） JICA集団コースの目的・経緯・実績につい

ては、各コースの平成 4年度実施要領を参

考に筆者がとりまとめたものである。平成

5年度については一部変更されている点

もあるので、もし詳細について興味がある

方は、筆者もしくは国際協力事業団東京研

修センターまでお問い合わせ下さい。
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マレイシアにおける区両整理技循0)
移転に係る体験と考察
住宅・都市整備公団 つくば開発局 簗瀬範彦

1. はじめに

筆者は、国際協力事業団の専門家として、

1990年 1月から1992年 7月までの 2年半にわ

たりマレイシア連邦都市地方計画局（以下、

現地略称に従い 「JPBD」と呼ぶ。）に在職し

た。 JPBDにおける土地区画整理の技術移転

は、 1987年から開始されており、前任者の努

力により、筆者の赴任時点において、現地ス

タッフは、区画整理のメカニズムの理解はも

ちろん、事業構造の簡単な地区における事業

計画の策定能力をも有していた。筆者の役割

は、事業計画の策定に引き続き、土地評価や

換地設計と云った区画整理独自の技術を移転

することであった。

本稿において、区画整理技術の移転に当り

直面した問題点を以下の観点から考察してみ

たい。

① 社会や文化的な背景の相違に起因する問

題

② 区画整理技術、或は、技術体系そのもの

に起因する問題

③ 技術者の個人的資質に起因する問題

実際に生起する問題は、上記の要因が複合

しており、単純な類型化は難しい場合もある

が、一応、上記の分類に従って考察を進める

ことにしたい。

2.社会・文化的原因による技術移転

上の問題点

技術移転を進めるに当り、対象者（以下、

カウンターパート「C/P」と略記する。）の
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広い意味での査質、技術的背景の違いを認識

しなければならない。

まず、理解のための前提条件として、以下

の点を指摘したい。

ィ．日本の都市計画とマレイシアの都市計画

の内容の差、及び、プランナーの技術的

背景の相違

若干、雑駁な議論になるが、日本の都市計

画技術者は、土木、建築、造園専攻者が大半

であり、そして、日本で云う都市計画とは土

地利用計画を除けば、かなり エンジニアリン

グに偏した内容を持つものである。これに対

して、欧米で云うタウンプランニング、タウ

ンプランナーのイメージはかなり異なるよう

だ。そして、英国の制度を導入しているマレ

イシアのタウンプランニング、タウンプラン

ナーからも当然異なる印象を受けた。要約す

れば、或る地域の開発全般に責任を持ち、開

発全体を調整する権限を持つ者をプランナー

と称している。大学の専攻も都市計画や地域

計画である（組織内では、ランドスケープア

ーキテクト（造園技師）達も有力な一派をな

してはいた）。タウンプランニングの内容も産

業の立地誘導、雇用計画、投資査金の確保を

簗瀬範彦（やなせのりひこ）

昭和2炉F4月生まれ

昭和5窃こ3月北海道大学大学院環境科学研

究科修士課程修了

昭和53il'4月宅地開発公団入社

平成2年 1月」ICA派遣専門家は浅匝こ画整

理）として平成4年7月までマレイシア在住

平成4年8月現職



内容とした開発のマスタープラン作りと土地

利用計画の作成であった。これは、日本と異

なる地方自治体の機構の違いを反映したもの

と考えられるが、例えば、日本のプランナー

が技官であるのに対して、マレイシアのプラ

ンナーは事務官であると云う位の差があるよ

うに感じた。そうした技術的背景の違いから

か、マレイシアのプランナー達は、下水の処

理システムと云った都市施設計画に対しては

殆ど興味を示さない傾向があったように感じ

る。

ロ．技術移転上の障害としての職場の階級性

の強さ。

職階による作業の区分は明確であり、タイ

ピストにコピーを指示して「それはオフィス

ポーイの仕事である」と突き返された経験を

持つ専門家も多い。職場は、オフィサー、ア

シスタントオフィサー、テクニシャン、オフ

ィスポーイの階級に別れ、階級間の移動はな

い。又、定年時のテクニシャンの給与が新卒

のオフィサーの給与を上回ることも難しいと

云つ。

オフィサーがレポートを書き、アシスタン

トオフィサーが校正し、テクニシャンが図表

を作り、オフィスポーイがコピーすると云う

感じで一連の作業が進行した。若干の例外を

除き、オフィサー自ら図面を描くことはない。

筆者が トレーシングペーパーに或る地区の開

発構想のポンチ絵を描いていたとき「そんな

ことはテクニシャンにやらせればいいよ」と

親切にアドバイスしてくれた開発課長もいた

ものである。

次に、風土の違いが技術に及ぼす影響につ

いて考えてみたい。

ハ． 日本の都市設計技術が、近隣住区論にそ

の基礎を置いていることから来るギャッ

プ。

おそらく同じような北半球の中緯度地域に

位置する欧米各国の技術体系の基礎も風土と

云う面では日本と大差はないであろう。そも
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そも、近隣住区とは人間が徒歩で500メートル

や 1キロは歩くことを前提に成立している概

念と言えよう。しかし、熱帯地方では徒歩圏

などと云う概念は成立しない。又、中進国と

も云えるレベルまで経済発展しているマレイ

シアでは、乗用車は既に世帯普及期に入って

おり、低所得者層もバイクをほぽ所有してい

る。軌道系交通機関が未発達なことと相侯っ

てモータリゼイションの進展は著しいものが

ある。その結果、僅かの距離の移動にも車や

バイクを使うことになる。それ故、住宅地区

から一切の商業・業務機能を排除し、修理工

場、コンビニエンスストアから医院までタウ

ンセンターに集中させると云う徹底的な用途

純化を行っても生活上、何の支障もない街が

形成されている。車を使えば、近所のタバコ

屋も 3キロ先の美容院も移動時間と云う意味

で大した差がないのである。

学校区の設定も当然のことながら日本とは

大きく異なる。スクールバスがよく発達して

おり、生徒の通学距離も長い。即ち、学校区

の概念が異なる。それ故、近隣住区論に立脚

した都市設計のパターンが通用しないことに

なる。その他、歩行者専用道路は、熱帯では

無意味であるし、公園すら、その使用も夕方、

太陽が陰ってからでなければ、無理である。

ニ．不動産登記制度や税制の日本との制度上

の差。

マレイシアの登記制度の基礎をなすものが、

National Land Cord（国土法）である。こ

の法規について、筆者は十分な研究を行って

おらず、以下の内容は現地スタッフからの聞

き取りによるものである。不動産として家

屋 ・土地を一体で登記することは欧米の制度

と同様であるが、極端な不整形になる分筆や

無道路地となる分筆は、登記所(LandOffice) 

の権限が強く住宅地では認められていない。

そもそも、建物と土地の登記を別にする日

本の登記制度や地方自治体が財源として住民

税と云う名の所得税を徴収できる日本の税制
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は世界でも珍しいものであることをよく認識

しておかねばならないのかも知れない。

ざっと挙げただけでも以上の諸点の違いが

ある。

「イ」の点について典型的な例を挙げれば、

或る地区の開発計画の立案を著者が指導しよ

うとしたとき、下水処理について全く意見の

交換ができない事態に至ったことがある。

マレイシアでは、宅地開発に当り下水道は

よく整備されているが、終末処理場としては、

酸化池 (Oxdentionpond)と呼ばれる自然曝

気による処理を行っており、施設の維持管理

も良くなく、雨が降れば汚水はオーバーフロ

ーして河川へ流入する。酸化池は、一見した

ところ日本の雨水調整池のようにみえる。酸

化池による処理を当然としている現地プラン

ナーに、「一人当り日排出量はいくらか」など

と尋ねて見ても議論のかみ合う筈もなかった。

日本の数値を挙げれば、「日本人はそんなにウ

ンコをするのか？」と聞き返され焦ったもの

である（冗談だと思うが）。又、別の機会に大

規模な酸化池を有する開発地区の見学に際し、

「酸化池を見たい」と要請したところ「あな

たはプランナーなのに何故そんなものに興味

をもつのか？」と逆に説しがられたこともあ

る。

結局、日本人の下水道の専門家から正確な

情報を得るまで、この問題に対する不審は解

消されなかったのである。都市施設について

現地の正確な情報なしに開発計画が策定でき

る筈もないが、こうした施設関連の情報を縦

割の強い現地官僚組織にあって、原局から得

ることは、なかなか難しいことも事実である。

「口」の点については、作業指示の手順が

必ず、日本人専門家 C/P （オフィサー）、

アシスタントオフィサー、テクニシャンの順

でなければならず、又、その回答もこのルー

トを逆に辿る。簡単な求積や集計もこの手順

によって進められる。或る時、直接テクニシ

ャンに指示してさせた計算にちょとした間違
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いがあった。 C/Pは著者に対して「責任は

あなたにある」と追及して来た。以後、どれ

ほど時間が懸かっても建前ルートで作業を進

めたが、そうした機械的な作業指示システム

の下では、テクニシャン達は減歩率の意味も

知らず、単にプラニメーターを回すだけの存

在になってしまっていた。

「ハ」については、赴任当初、張り切って

英訳した日本の各種設計標準が全く空振りに

終わったことを指摘すれば十分であろう。学

校区を基準として住区毎に公園を配置すると

云う日本の設計基準、或は、土地評価基準の

中の路線価の接近係数などは、徒歩圏の概念

のない所で実際上の意味を持たない。熱帯で

は日照条件よりも、日陰のほうが重要なこと

は云うまでもない。

余計なことかもしれないが、区画整理に限

らず、今までおそらく多くの日本の設計標準

や基準が英訳、或は、現地語訳されたであろ

う。しかし、社会的、文化的な背景の相違を

考慮しない機械的な翻訳の一体何割が実際に

活用されたことであろうか。時間と費用と大

勢の人々の努力が報われるためにも、単純な

翻訳による技術移転の限界を見極めるべきで

あろう。

「二」についても「ハ」と同じことが云え

る。即ち、区画整理の各筆評価は単純に翻訳

ができないのである。そもそも「島地」や極

端な「不整形地」が存在しないのだから、日

本の各筆評価の方法は、「日本の土地登記制度

は如何なる形状、面積の分筆も許容している

ため、以下のような画地の種類が存在する」

と冒頭に断わらない限り、各筆評価の意義を

理解できないと云う意味で、極端に云えば、

事例紹介とさえならないのである。

もちろん、 H本と同様の制度を有する国、

地域では日本の制度の直接的導入による技術

移転も可能であろう。しかし、いわゆる発展

途上国と呼ばれる国々の中でそうした条件を

満たす国が多いとは想像できない。



3. 区画整理技術に起因する問題点

技能 (SKILL)一技術 (TECHNIQUE)-

工学 (ENGINEERING)と云うハイアラーキ

ーの存在を認めれば、工学とは「知識化して

教科書のように客観的な表現にまとめること

のできた情報」であり、技能とは「なお人の

頭にそして手足感覚として人に付随するもの

の中で、技術の内容を客観化もしくは標準化

していない部分」と云えよう 1)。区画整理の技

術は、典型的な現場育ちの実務であるが故に、

いまなお技能的要素を多分に残したものであ

ると言ってよいだろう。工学と言えるまでの

体系化がなされていないことは誰も否定でき

ないと考える。

もちろん区画整理について記述した数多く

の実務教科書は存在する。しかし、未だ大学

の都市計画の講義でテキストとして使用でき

るだけの理論的構成を持ち、実務技術を体系

化した出版物は寡聞にして知らない。現在あ

る各種実務書も多くは測皇、換地設計と云っ

た分野別のものが主流であり、数少ない概論

的なものは多くの人の手になる共著形式をと

り、分野毎の整合性も十分とは云えないよう

に感じる。

区画整理技術の体系化が、工学のレベルま

で達していない理由の一つは、前述したよう

に典型的な現場技術であることと、もう一つ

は学問領域からすれば、区画整理が、工学、

経済学、そして、法学の各領域に跨った典型

的な学際的な技術体系であることによるもの

と考えられる。言い替えるならば、都市施設

の計画や建設と云う都市計画制度に関連する

分野、土地評価や保留地の処分と云う不動産

の鑑定制度に関連する分野、そして、仮換地

指定や換地処分と云う登記制度に関連した分

野の共通領域として、区画整理が存在してい

ることによる（図ー 1)。こうした多方面にわ

たる知識、技術を一人の技術者が完全に身に

つけることは殆ど不可能と云える程に困難な

マレイシアにおける区画整理技術の移転に係る体験と考察

区画整理

図1 区画整理の位置づけ

ことであろう。

しかしながら、途上国における技術移転の

現場では、かなりの程度、区画整理のあらゆ

る分野に通じていることが求められる。

この現場技術故の技術移転上の溢路を打開

する方法は、総合的なテキストの作成であろ

う。海外での技術移転に携わった経験を持つ

人々による徹底的な討論を通して作成された

テキストのみがよくこうした付託に応えるこ

とができるのでないかと思われる。

蛇足ながら、日本の区画整理技術の海外移

転が始まってまだ10年余りの時間が経たに過

ぎない中で、例えば、建設省都市局監修の

「UrbanDevelopment」(JICAテキスト）、

又、名古屋市計画局の手になる「Intro-

duction To Land readjustment」 等、優れた

英文テキストの存在は十分承知しているし、

又、その恩恵を受けた上で、敢えて、生意気

な発言をご寛恕願えれば、マレイシアにおけ

る区画整理の技術移転の状況は、上記のテキ

スト作成時の状況を超えて進展しているので

ある。

さて、以下は全くの私見であるが、区画整

理の本質に関する認識の問題である。

一般に、日本では「区画整理とは何か？」

と云う質問に「換地システム」を以って答え

とする場合が多いように感じる。「土地権利者

の合意形成を得るための制度・技術」と云う

意味で「換地システムこそ、区画整理の本質」

と云う持論を持たれる方もいる。もちろん、
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これは日本では正しいし、又、海外でも正し

いことである。しかし、換地設計の結果（換

地計画）を「自動的に」登記できる制度があ

って初めて換地の設計方法の議論ができるの

ではないだろうか。区画整理を導入しようと

している国では、耕地整理のように区画整理

に先行する制度がない限り、換地の登記を担

保する「換地処分」を制度化＝立法化しない

限り、換地設計の技術移転をいくら行なって

も区画整理の技術移転は画餅に帰すのではな

いだろうか。即ち、区画整理の本質が「換地

処分」にあると認識した上で、技術移転の最

終目標として、換地設計の結果を現行登記制

度と矛盾することなく登記できる制度の提言

を行わなければならないと筆者は考える。

マレイシアの幾つかの州で「Surrender

and Realienation」と呼ばれる制度が開発許

可に使われており、この制度が区画整理を行

った場合、換地処分と同様の効果を発揮でき

るものと考えている。この制度は、開発許可

の場合の土地所有権を一旦州政府に擬制とし

て預けることにより、合筆と分筆を同時に行

うことが可能となり、デヴェロ ッパーの土地

買収後、販売画地に迅速に土地の権利済証を

発給できるようにした制度である。 筆者は、

この制度と換地処分の関係の解明が、マレイ

シアにおける区画整理の移転の重要な点にな

るものと考えている。

次に、きわめて技術的な事項であるが、

「増進」や「権利指数」と云った区画整理、

或は、換地設計に特有な概念のモデル化であ

る。誰にと っても初めての概念の理解は難し

いものがある。まして、前節で述べたような

社会的・制度的背景を異にした状況で日本の

換地設計の技術的概念を伝えることは言葉だ

けでは難しい。そこで、筆者は増進のモデル

として次のようなものを考案した。C/Pは

「YANASE'S CUBE」と命名してくれ、他

のスタ ッフヘの説明にも使用したモデルであ

る。又、権利指数とその配分については、 C

/Pが筆者の説明を聴いて、次のような鍋を

考案してくれた。そこで、 C/Pの名をとり

「ABBS'SPAN」と名付け、これも現地のテ

キストに採用した2)0 

前者は、立方体の底面積が整理前後の土地

面積を表し、高さが単位面積当りの価格を表

すことから、立方体の体積の増加により、資

産額の増加を視覚的に表現したものである。

即ち、底（土地）面積は減少しても体積（資

産額）は増加する。単価の上昇を増進と捉え

るのである（図ー 2)。後者の鍋は、指数を流

体としてイメージし、比例率を乗じて増加し

た権利指数が、整形な立方体に収まる様子を

表現したものである（図ー 3)。

従前

，
 

u」
保
留
地，

 

E
 ，

 

E
 

巳 IE, I E、I E, 

整理後

E, E, E, 

従前の宅地総価額 整理後の宅地総価額

図2 増進のモデル

従前の評価指数 換地権利指数

図3 権利指数のモデル

日本では、児戯に類したものかもしれない

が、こうしたモデルの効用は、意外に大きか

った（筆者の貧弱な語学力を補う上でと云う

条件を付すべきであることはもちろんである
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が）。この他、清算金や仮換地のモデル等も考

案したが、紙面の都合で割愛する。

4.おわりに、或は、技術者の個人的

資質に起因する問題として

マレイシアは多民族国家であり、マレー系、

華人系（華僑の子孫）、及ぴ、インド系の 3民

族がそれぞれ固有の宗教・文化・伝統を守り、

生活している。とは云え、イスラム教が国教

とされており、公式のパーテイのオープニン

グセレモニーは、コーランの一節の朗読で始

まる。

その他の慣習の違いであるが、例えば、共

稼ぎが一般的で、夫婦どちらかが、車やバイ

クで配偶者のピックアップをするのが常識で

あることから、残業は殆ど行われない（片方

が遅れれば配偶者の退社にも影響が及ぶし、

一人 1台の車を持つ程の財力はないし、公共

交通機関は発達していない）。組織の意志決定

は欧米流のトップダウンと伝統的な長幼の序

が一体となった（日本人から見れば）ポスの

専制であり、会議は議長の演説の場と化す

等々、日本人には、なかなか理解し難い風習、

慣習が多い。

箪者の所属したJPBDの本局は、中央支局

と共同のビルにあり、在職者数は約200名程度

であったが、この組織の中で唯一人の外国人

として業務に当たるのはなかなかに気骨の折

れるものであった。その上、植民地時代の影

響で組織の幹部は、完全なバイリンガルであ

り、その英語力はなまなかな日本人ではとて

も太刀打ちできない。会議は、ろくに発言も

できない内に終わるなどストレスの溜ること

おぴただしいものがあった。

筆者が、尤もらしく分析した上述の内容も

貧弱な語学力と慣習の違いから来るストレス

による曲解が多分に混じったものであろうこ

とをここでお断わりしておきたい。途上国で

の技術移転の体験など当事者の個人的資質に

より、場合によっては、同一の体験から全く
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逆の分析結果を導くことも有り得るものでは

ないかと思っている。

又、滞在が長引き現地に慣れるに従い、同

じ事象に対しても全く異なる評価が生まれる。

例えば、赴任当初は「非能率的だ。」と現地の

組織を批判していた人物が、 1年も経つと「日

本は忙しすぎる。途上国の方こそ人間的だ。」

と言い出すのはきわめて一般的な現象である

等々 。

最後に、 1991年時点にマレイシアに滞在し

た土木系のJICA専門家有志で組織したマレ

イシア環境・都市問題研究会（通称グループ

METS) による「マレイシアの環境・都市問

題研究」(JICAレポート）の存在をご紹介し

ておきたい。このレポートは、各人の専門分

野毎の内容と全員で討議してまとめた技術移

転に係る硲路の分析とも云うべき部分からな

り、このレポート作成を通して共通化した知

見と情報が本稿で述べた分析のベースとなっ

ている。
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1)小川英次他編「日本企業の国際化」、 1987年、

名古屋大学出版会
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TING DESIGN IN LAND READJUST-

MENT」、 1992年、私家版
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ニューヨークの
ヮバー八ンエリア

都市圏人口1,600万人に及ぶ大都市ニュ ー

ヨーク。たくさんの摩天楼がそぴえるマンハ

ッタンは、世界から人々が集まる「人種のる

つぼ」としてあまりにも有名である。また、

世界経済の中心 としても大きな役割を担って

いる。しかし一方で、今、ニューヨークは多

くの問題を抱えている。財政難、失業問題、

麻薬、犯罪、ホームレス等々、挙げだしたら

きりがない。マンハッタンの縁辺部、あるい

は、マンハッタンに隣接するニューヨーク市

内の各地区にはこうした問題の山積している

地区が少なくない。

••••••••••••••••• 

＇：言雷完了を
しかし、そうした問題地区を通りすぎてし

まうと、そこには索晴らしいサパーバンエリ

ア (SuburbanArea~~r\-)が広がってい

る。マンハッタンからハドソン川を渡って西

に行けば、ニュージャージー州のバーゲン郡、

北あるいは北東に行けば、ニューヨーク州の

ウェストチェスター郡とコネチカット州のフ

青山 公三＜ニューヨーク大学〉

PROFILE 
現在米国ニューヨーク州に在住 ニューヨーク大学
在籍 IPA：行政研究所（ニューヨーク）準研究員
1949 愛知県鳴海町（現名古屋市緑区）生まれ

名古屋大学工学部建築学科卒業

1976 曲地域問題研究所入所
業務歴 「上流域山村の研究」

「東海環状都市帯整備計画調査」ほか多数．
また、 r地方シンクタンク協議会」の設立に

関わる 。

ェアフィールド郡、東に行けば、ニューヨー

ク市のクィーンズ郡、ニューヨーク州のナッ

ソー郡などである。

•、 ニュ一疇一，，州
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これらの地区はいずれも鉄道、バス、高速

道路などでマンハッタンと結ばれており、通

勤には大変便利な地区である。マンハッタン

から時間にして30分～90分前後のところであ

り、パーク＆ライドなど、通勤を便利にする

ための様々な方策もとられている。また、居

住環境もすばらしく、日本の束京郊外は言う

に及ばず、名古屋市郊外などと比べても雲泥
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の差の感がある。名古屋の八事周辺の緑に囲

まれた高級住宅地に、もっとゆとりを持たせ

たようなイメージを思い浮かべてもらえば良

しヽ。

＇
安い住宅・

高い不動産税

このような利便性と環境に比べ、住宅の価

格、貨貸料は比較的安く、東京との比較では

半分くらいというのが実感である。日本の経

済企画庁が発表した、 1992年11月時点の東京

を100とした世界主要都市の物価水準の中で、

ニューヨークの土地関連サービスは54となっ

ていた。これはこのサバーバンエリアのデー

タではないと思うが、比較的実勢を表してい

るような気がする。

仮に5,000万円が手元にあったとすると、東

京あるいは名古屋の都心へ 1時間くらいで行

けるところで、いったいどのくらいの住宅が

手に入れられるだろうか。日本の事情は読者

の皆さんのほうが良くご存じなので、あえて

言うに及ばないが、地価等が下落したとは言

え、東京でははたして物件があるかどうかが

心配である。

ニューヨークやニュージャージーのサバー

バンエリアでは、もちろんピンからキリまで

あるが、標準的なところでは、 1戸建てなら

3 ~ 4寝室、 2 ~ 3のバスルーム、居間、キ

サパーパンエリアの緑に囲まれたタウンハウス

ESSAY 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●ニューヨークのサパーパンエリア● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●， 

ッチン、ダイニング、 ランドリールーム、レ

クリエーションルームなどがついて延べ

200~250m’、土地が400m'~600m'くらいの家

が購入できる。タウンハウス形式のものなら、

土地は小さくなるが、家はもう少し大きいも

のが購入できる。これらは、だいたい築10年

以内の物件である。特殊な物件では、敷地が

1,000m’以上などというものまである。

日本ではとても考えられないことであり、

読者の皆さんの中には、ニューヨークで住む

方がいいとお考えになった方もみえるかもし

れない。しかしこれらの不動産にかかる税金

は、市町村によっても大きく異なるが、年間

で100万円近くかかる。日本の場合なら、固定

資産税と都市計画税があわせて、この額の1/
4~1/5になるので税金は安い。こちらでは、

税金を毎年多く払わなければいけないのでい

いことばかりではないが、ゆとりある住生活

をおくることが出来るというわけである。

I冒悶竺贔充実している

また日常生活面では、これらのサバーバン

エリアの幹線道路沿いなどには、ショッピン

グセンターやショッピングモールが立地して

おり、大変便利である。ニューヨークではよ

く問題になる治安も、日本の安全性には負け

るかもしれないが、マンハッタンなどに比べ

れば、かなり良い方だと感じる。

さらにこれらの地区には良きコミュニティ

があるとともに、良き教育がある。ニューヨ

ーク市内の公立高校では、修業年限の 4年間

で卒業出来る生徒が40％に満たないのに対し、

これらの地区では70%~80％にのぽっている

とのことである。教育の水準はかなり高い。

このサバーバンエリアの中には、全米 1の水

準を誇る高校もある。

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"叫"""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""''""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""'
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＇芦二食言謬理想像
ニューヨークのサバーバンエリアの具体的

な例として、ひとつのユニークな「村」を紹

介したい。マンハッタンのグランドセントラ

ル駅から北に約30km、郊外電車で約40分のと

ころにニューヨーク州ウェストチェスター郡

スカースデール村という「村」がある。典型

的な、というと少し的はずれかもしれないが、

緑豊かな環境を有するすばらしいサバーバン

エリアである。

スカースデール村は、面積約1,700ha、現在

約17,000人 (1990年連邦政府人口統計）の人

が住んでおり、その増減動向は現在横這い状

態となっている。住民の多くは医者、弁護士、

大学教授、企業の経営者、一流企業のビジネ

スマンによって占められており、所得水準の

かなり高い村である。 1991年の所得統計によ

ると、スカースデール村の世帯あたりの年間

所得は＄ 127,800でウェストチェスター郡平

スカースデール駅とその駅前

均の＄ 63,000の 2倍にも達している。これは

全米でも最高位に位置している。その意味で

スカースデール村は典型的なニューヨークの

サバーバンエリアとは言いにくいわけである。

こんな「村」がどこにでもあるわけではな

いが、ニューヨークのサバーバンエリアでは、

スカーステール村が 1つの理想像としてとら

えられており、ニューヨーク周辺では、非常

に名の知られている存在である。

’‘:]言贔孟る独自の
スカースデール村の歴史は古い。アメリカ

独立戦争直後の1778年に、スカースデール

「町」として発足したこの村は、 19世紀末か

ら20世紀前半にかけて、ニューヨーク市から

の都市化の波に飲み込まれそうになった。し

かし、地域の環境や独自性を失うことを住民

達自らが拒否し、その態度表明の 1つとして、

1915年に「町」から「村」に名前を変更して

しまった。この時がスカースデール村の地方

""""""""""""""'"""'"""""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""'""""'""""""""""""""""""""""""""""' 
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自治体としてのスタートであった。

住民達のコミュニティは、現在に至るまで、

連綿と村の環境を独自の姿勢で守り続けてき

たのである。住宅に関しては、基本的には 1

戸建てしか認められないし、道路から住宅ま

で一定の空間を設けることが義務づけられて

いる。このような建築協定にあたる村独自の

建築基準法が1922年にすでに出来ていたとい

うから驚いてしまう。

また村のコミュニティは、村の中を走る自

動車専用道プロンクスリバー・パークウェイ

の改修を、ニューヨーク州やウェストチェス

ター郡当局からの再三の要請にもかかわらず、

ずっと拒み続けてきている。このプロンクス

リバー・パークウェイは、アメリカで最も古

い自動車専用道であり、 1925年に完成したも

のである。この自動車道の当時の大きな目的

は、河川の汚染防止であった。そこに流れる

プロンクス川の汚染が激しかったため、川沿

いに自動車道をつくり、その周囲を公園化し

てしまうことによって、川の汚染を食い止め

ようとするものであった。

完成当時は、ニューヨークからたくさんの

人たちがドライプにやってきて、公園で一休

みということがあったようだ。こんな時代に

建設された道路が、現在のモータリゼーショ

スカースデール村の典型的な住宅地

ンに適合できるわけはなく、州や郡はその拡

幅と線形修復などを村にずっと申し入れてき

た。しかしスカースデール村は断固としてそ

れを受け入れてこなかった。たかだか 5分か

ら10分の時間短縮のために、何百本、何千本

の大木を切って、道路周辺に根付いた生態系

を壊す必要はなく、現在の良い居住環境を守

るという理由があるからである。

それでも現在の道路は十分機能しているば

かりではなく、春から夏にかけては、毎日曜

日の10:00~14: 00まで、ここが自転車専用

道に変身してしまう。スカースデール村の住

民ばかりでなく、周辺の町からもたくさんの

バイスクールライダーたちがやってきて、道

路を賑わせている。

このような頑ななまでの村あるいはコミュ

111111111111111111111111111『11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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日曜日には自転車に開放されるプロンクスリパーパークウェイ

ニティの姿勢が、今日に至るまで素晴らしい

居住環境をつくり出してきたわけである。そ

の結果としてスカースデール村には人々を引

き付ける大きな魅力が備わったと言えよう。

このことはスカースデール村に限らず、大な

り小なりサバーバンエリアのコミュニティや

自治体はこうした姿勢を持っている。日本の

大都市周辺の市町村も、こんな姿勢に見習う

必要があるのかもしれない。

また、スカースデール村の特記すべきこと

として、教育の素晴らしさがある。村の唯一

の産業は教育であるとして、教育にかける情

熱と投資は、並々ならぬものがある。村の図

書館、スポーツ施設等々、公共施設の整備に

は目をみはるものがある。学校教育はもちろ

ん、成人教室（アダルトスクール）も充実し

ている。先にあげた全米 1の高校は、ここの

スカースデール高校のことである。こうした

教＿育が充実していることも、人々がスカース

デール村に魅力を感じる 1つであろう。

＇盆芦孟緊
近年このスカースデール村及ぴその周辺に

は、日本人居住者が増加し続けている。朝、

スカースデール駅で通勤電車に乗る客の約

20~25％は日本人である。小中学校で ESL

（英語を第 2外国語とする子供たちに英語を

教えるクラス）を受けている日本人がやはり

全体の20％程度いるとのことであるので、住

民の20％程度は日本人ということになる。

スカースデールの日本人割合は特別に高い

が、ニューヨークに赴任してくる日本人の多

くは、こうしたサバーバンエリアに住宅を探

し、生活することになる。そのためにこれら

の地域には日本人を対象とする日本食料品店

や日本食レストランが多く立地し、日本人に

とってはますます便利になってきている。教

育も充実しているので子供を持つ日本人は必

ずと言って良いほどこれらのサバーバンエリ

アにやってくる。

しかしスカースデール村のように日本人が

多くなってくると問題もでてくる。日本人が

日本人だけのカラに閉じこもりはじめてしま

うのである。学校でせっかく ESLのクラス

が用意されていても、日本人の子供たちは日

本人同志で集まり、日本語で話してしまう。

その結果、 3年間位現地校に通っても、英語

がほとんど話せないという子供ができてしま

う。親も日本人同志でアダルトスクールや趣

味の会、スポーツ、音楽にと励んでしまう。

こちらのコミュニティにとけこむヒマもない

というのが現状のようである。

地域の環境は地域のコミュニティによ って

守るという原則が日本人によってくずされつ

つある。日本人がコミュニティになかなか入

り込んでこないからだ。そういう批判を受け

て、スカースデール村ではやっと日本人が認

識を持ち始め、色々なことに取り組みはじめ

た。ニューヨークのサバーバンエリアの居住

環境が日本人によってダメになったと言われ

ないようにしたいものである。
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〈会議内容〉

： 

： 

62 

議名古屋'92を
或開発センターと共催

ら23日間での 5日間、名古屋において「都市開

古屋'92」が開催されました。

は名古屋市・国連地域開発センター・名古屋都市センター

が共催したもので、「都市開発の新しい仕組みを探る」をテーマ

に40ケ国、 300人以上のまちづくりの専門家が参加しました。

参加者は世界各都市の都市開発にかかる政策およぴ事業事例を比較

検討し、国際化が進む新しい時代における都市開発の将来展望につい

て活発に意見を交換しました。また、まちづくり分野での国際的なネ

ットワークづくりのために新しい取り組みが必要であるとの認識のも

とに、参加者全員の合意により「名古屋宣言」が採択されました。

都市開発政策の新しい仕組みを探る

議長：井上 孝（東京大学名誉教授）

①都市開発の新しい方向

ニジェル・ハリス（ロンドン大学開発計画研究所教授）

②アジアにおける21世紀を展望した新しい都市開発の挑戦

ビジェイナンド・ミスラ（デリー都市計画・建築大学教授）

③日本の都市整備政策

下田 公一（建設省都市局技術審議官）

大都市圏の開発と整備方策(I)

座長：ソロンス・ウゲ（カタロニア自治州都市開発部長）

①トロント（カナダ）

都市開発政策の策定とトロント大都市圏行政

リチャード・ギルバート（カナダ都市研究所長、 トロント都議員）

②サンパウロ（プラジル）

サンパウロ大都市圏整備の将来方針

ジョルジュ・ウィルヘイム（サンパウロ大都市圏庁長官）

③メキシコシティー（メキシコ）

大都市圏整備における都市政策づくり：メキシコ市の事例

ウゴ・ガルシア・ペレス（連邦特別（メキシコシティ）区都市開発計画局長）

④ヘルシンキ（フィンランド）

ヘルシンキのマスタープラン2020年

マルク・ラーティー（ヘルシンキ市都市計画局次長）

（討論者）

①小沢 一郎（住宅・都市整備公団都市再開発部次長）



： 

ヘ

ヘ

名古屋都市センターの活動から

大都市圏の開発と整備方策(2)

座長：藤原 脩二（名古屋市計画局長）

①カイロ（エジプト）

カイロ大都市圏のマスタープランの策定

シェリフ• H・カメル（公共事業省計画局長）

②アンカラ（トルコ）

アンカラのマスタープラン

ラチ・バデムリ （アンカラ市計画局長）

③デリー（イ ンド）

デリー・マスタープラン2001

J.C．ガンピール（デリ ー開発庁計画局長）

④モスクワ (C.I.S.)

モスクワ首都圏の戦略的マスタープラ ン2010

ゲオルギー• S・ユーシン（モスクワ市マスタープラン局調査部次長）

（討論者）

①ジュリエッタ・ファッダ・コーリ（ペネズエラ中央大学教授／チリ、バルパライソ大学教授）

戦略的都市開発政策の展開（I)（国際化に対応する都心業務機能の強化）

座長：小沢 恵ー（横浜市都市計画局長）

①ロンドン（イギリス）

ドックランド地区開発事業

ピーター• Z・ターリック (LDDC公社企画部長）

②パ リ（フランス）

ラ・デファンス地区都市再開発事業

レミー・マソン (EPAD公社事業計画課長）

③ロサンゼルス（アメリカ）

ロサンゼルス都心西部地区の都市再開発政策

ケネス・トッピング（ロサンゼルス市前計画局長）

（討論者）

①岸井 隆幸（日本大学専任講師）

②阿部 和俊（愛知教育大学助教授）

戦略的都市開発政策の展開（2)（ウォーターフロントの再生）

座長：廣戸 俊夫（神戸市都市計画局長）

①シドニー（オーストラリア）

ダーリングハーバー地区ウォーターフロント再開発事業

R.W．ペンテコスト（ダーリングハーバー開発局前局長）

②サンフランシスコ（アメリカ）

ミッションペイ地区都市再開発事業

アレック・バッシュ（サンフランシスコ市都市計画局ミッションベイ担当課長）

③横浜

MM21事業

池田 武文（横浜市都市計画局みなとみらい21担当部長）

（討論者）

①北原 理雄（千葉大学教授）

②浦山 益郎（三重大学教授）
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戦略的都市開発政策の展開（3) （国際的視点）

座長：蛇川 雄司（愛知県土木部長）

①ミラノ（イタリア）

歴史的都市郊外における新都市核及ぴサイエンスパーク・国際展示場等の整備

ビエルジオ・マラベリ（ミラノ市都市計画局長）

②バルセロナ（スペイン）

都市再開発戦略とオリンピック

ソロンス ・ウゲ（カタロニア自治州都市開発部長）

③シンガポール

索晴らしい都市づくり戦略

リュー・タイカー（シンガポール政府前都市再開発局長）

（討論者）

①林良嗣（名古屋大学教授）

②竹内伝史（中部大学教授）

戦略的都市開発政策の展開（4)（開発途上国の展開）

座長：リチャード・ギルバート（カナダ都市研究所、 トロント都議員）

①ラプアン（マレーシア）

ラプアン国際金融センターの開発計画

イシャック・アリフ（住宅・地方自治省都市・地方計画局長）

②カラチ（パキスタン）

カラチの都市開発の経験：実施面からの問題点

アリフ・ハッサン（アジア居住連盟•世界居住連盟理事会委員）

③ジャカルタ（インドネシア）

ケマヨラン空港跡地開発

スロト・マリトミジョジョ（インドネシア公共事業省住宅部長）

（討論者）

①佐藤 圭二（中部大学教授）

交通基盤施設の整備（I) （都市内交通）

座長：仙石泰輔（大阪市計画局長）

①ストックホルム（スウェーデン）

リングロード整備と関連都市開発事業

エルネ・フレッドルント（ストックホルム市計画局都市政策担当官）

②パース（オーストラリア）

都市高速鉄道北部線の整備と副都心開発

ジョン ・フォープス（西オーストラリア州都市計画・開発局計画広報課長）

③名古屋

（討論者）

志段味ヒューマン ・サイエンス・タウンとガイドウェイバス

藤原 脩二（名古屋市計画局長）

①小浪 博英（地域振興整備公団都市整備事業部長）
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交通基盤施設の整備（2)（空港関連）

座長：リュー・タイカー（シンガポール前都市再開発局長）

①デンバー（アメリカ）

デンパー新空港開発とゲートウェイ・ステイプルトン地区都市開発事業

ドナルド・ L・エリオット（デンパー市都市計画・開発局ゲートウェイ開発部長）

②大阪

関西国際空港関連事業

梶本徳彦（大阪府理事）

③香港

香港の再開発構想と港湾・空港開発戦略

W ・レニー（香港政計画局港湾空港開発政策部長）

（討論者）

①松井 寛（名古屋工業大学教授）

②瀬口 哲夫（豊橋技術科学大学助教授）

新首都の建設

座長：ラチ・パデムリ（アンカラ市計画局長）

①キャンベラ（オーストラリア）

キャンベラの都市づくりの経緯と将来の課題

リンゼイ• R・ニールソン（首都開発庁長官）

代理 ジョン • E・ポルトン（首都開発庁事業計画課長）

②プラジリア（プラジル）

首都プラジリアの理想都市の今日的な課題

ダ・シルバ（プラジリア特別区公共事業局次長）

③ピエドマ（アルゼンチン）

新首都（ピエドマ）開発計画とその実施

アルトロ・ F・モンターグ（プエノスアイレス大学建築都市科教授）

（討論者）

①春田 尚態（名古屋大学教授）

②西山 康雄（名古屋工業大学助教授）

土地の管理と開発の方策

座長：椎名 彪（民間都市開発推進機構常務理事）

①ソウル（韓国）

都市開発と地価規制策

タエ・イル・リー（韓国国土開発研究院土地研究室長）

②パンコク（タイ）

タイにおける区画整理の導入の試み

プリー・プラナスリ（住宅庁 (NHA) 副総裁）

③フランクフルト（ドイツ）

地区計画と区画整理

ライニー・ミューラー・エッケル（フランクフルト市土地局区画整理課長）

④フォートローダーデール（アメリカ）

公共投資の活用による民間開発の育成

フランク・シュニッドマン（フォート・ローダーデール市都心開発局長）

（討論者）

①山本 哲（愛知工業大学客員教授）
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住宅市街地の整備方策

座長：プリー・プラナスリ （タイ住宅庁 (NHA)副総裁）

①南京（中国）

南京市における住宅建設

徐嵌（南京市建設委員会調研所副所長）

②マニラ（フィリピン）

マニラ大都市圏における住宅と社会開発プログラム

モニコ• V・ハコプ（フィリピン住宅公団総裁）

③ナイ ロピ（ケニア）

コーポラテイプ住宅プログラムと都市開発政策への今後の取り組み

ロパート• A・オプドー（ナイロビ大学地理学科教授）

④カラカス（ベネズエラ）／サンチアゴ（チリ）

（討論者）

チリ、ベネズエラにおける社会改革と住宅問題：ラテンアメリカの事例

ジュリエッタ・ファッダ・コーリ （ベネズエラ中央大学建築・都市学部教授チリ／
バルパライソ大学建築学部教授）

①ジークフリード ・プレンケ（連邦政府地域計画都市開発省住宅政策局長）

都市環境の新しい整備理念を求めて

座長：ジョルジュ・ウィルヘイム（サンパウロ大都市圏庁長官）

①ジョグジャカルタ（インドネシア）

都市環境開発のための方策：インドネシアの事例

ハリアディ （ガジャマダ大学環境研究所教授）

②クリチバ（プラジル）

工業開発から環境都市開発へ

ジャイメ・レルネル（クリチパ市長）

③ポン（ドイツ）

（討論者）

住宅 ．都市開発の新たな政策：都市レベルで考える 「アジェ ンダ21」

ジークフリー ト・プレンケ（）

①伊藤 達雄（三重大学教授）

②モニ コ• V ・ハコプ（フィリピン住宅公団総裁）

パネルディスガソション「21世紀の都市開発政策の新しい方向を求めて」
コーディネーター：加藤 晃（岐阜大学長）

パネリスト

①ロバート・ A・オプドー（ナイロピ大学地理学科教授）

②イシャック ・アリフ（マレーシア住宅 ・地方自治省都市 ・地方計画局長）
③西 健吾（建設省都市局区画整理課長）

④リチャード・ギルバート（カナダ都市研究所長・トロント都議員）

⑤ジョルジュ ・ウ ィルヘイム（サンパウ ロ大都市圏庁長官）

名古屋宣言
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名古屋宣言

都市開発政策国際会議名古屋'92

参加者共同宣言文／日本語訳

1992年10月19日から23日まで、名古屋市において都市開発政策国際会議名古屋'92が開催

され、 40カ国から300人以上に及ぷ参加者が、人間のための都市という基本認識の上にた

ち、 21世紀に向けた都市開発政策の新しい仕組みを展望し、都市計画と都市計画家の役割

について議論した。

参加者一同は、自然資源の有効利用及ぴ広範な市民参加のための地方レベルでのより具

体的な行動の重要性を理解し、都市開発政策に関する課題として、都心やウォーターフロ

ントの再活性化、有効な都市交通政策、生活の質の向上と楽しみの享受、都市環境と歴史

的資産の保全、都市開発計画の柔軟性などといった共通課題が存在することを指摘し、専

門家の情報交流のための国際的ネットワークの重要性、およぴ各国、各地域、各自治体の

経験に基づいた国際的な協力関係の必要性を認識した。

ここに参加者一同は、本会議開催を情報交流のための国際的ネ ットワーク拡充の試みと

理解して高く評価し、 21世紀に向けた調和のとれた都市発展のため、名古屋市、国際連合

地域開発センター、帥名古屋都市センターをはじめとする自治体、国際機関並ぴに公的

機関に対し、より優れた都市開発政策を可能とする計画策定とその事業展開を支援するた

め、知識及ぴ経験の共有と情報交流のための機会が今後とも継続的に提供されることを要

望するものである。

名古屋、 1992年10月23日

． 
都市開発政策国際会議名古屋'92

●● ●書 •

口
都市開発政策国際会議名古屋'92報告書
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JICA集団研修の受け入れ

JICA集団研修「都市整備コース」の研修員、タイ・レパノン・ペ

ルーなど13カ国の13名が 6月29日から 4日間名古屋を訪れました。

講義中心の研修コースの中、昨年以来、名古屋市と名古屋都市セ

ンターは、土地区画整理事業の基本設計と換地設計の作業を 3つの

グループに分けて実際に体験・理解してもらう実務研修を行ってい

ます。 4日間としては大変ハードな内容でしたが、研修員の努力に

より質の高い研修とすることができました。

［研修日程］

6 /29 名古屋市役所訪問、市内見学

6 /30 基本設計のグループワーク

換地設計のグループワーク

7/1 換地設計のグループワーク

現場実習（島田東部土地区面整理事業）

7/2 グループワーク発表・講師講評

②換地設計

8筆の土地を区画された街区に割込むため、

換地評価作業シート作成と実際の割込みのデ

ザイン作業を実施しました。

換地評価作業シート作成は、計算式に沿っ

て機械的に計算するためか比較的短い時間で

理解をしてもらいました。一方、実際の割込

み作業では、背割線を何処に引くかで迷う研

修員が多くいましたが、講師のアドバイスに

より概ね理解していただいたようでした。

［研修内容］

①基本設計

名古屋市近郊を想定したモデル事業区域で、

区域内の地形に合わせて各種の公共施設整備

を設計する課題が与えられました。研修員か

らは「マスタープランでの区域の位置付け

は？」「名古屋近郊の計画的諸条件は？」など

の質問が飛交い、真摯な姿勢で取組んでいた

だけたのが印象的でした。

グループ内での議論を長く続けた末にやっ

とのことで設計作業に着手したチームや、グ

ループ内の方針を早々と決めて各研修員毎に

作業を進め最後にグループ案を上手にまとめ

たチームなど自由な雰囲気でグループワーク

が進められました。

③現場実習

名古屋市の東部丘陵地に位置する島田東部

土地区画整理事業を組合関係者のご好意で見

学することが出来ました。ここは事業地内の

緑地を保存する形で事業が進められたところ

で、組合事務所で事業の概要説明と質疑を行

った後、緑地とその周辺につくられた集合住

宅群を見学しました。

④グループワーク発表

ホテルに戻ってからも討議を続けたという

努力の成果と研修員の力量の高さからか完成

度の非常に高い内容でした。きれいに着色し、

コンセプトを文章・イメージスケ ッチで表現
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し、数字で裏付けた資料を整理するなどプレ

ゼンテーションの質の高さと白熱する議論に

研修員の熱意が感じられました。

⑤その他

名古屋の魅力を理解してもらい、職員との

交流を深めるため、名古屋城見学、茶席体験、

歓迎・サヨナラパーティなどを企画しました。

土砂降りの雨の名古屋城見学など研修員の皆

様にご迷惑をお掛しましたが、皆さんが「No

problem」と笑顔で言ってもらい大変感謝し

ております。

（おわりに）

実務研修ということで区画整理の実務内容

をおぼろげながら体験し、楽しんで戴けたと

思います。この研修を実施するにあたって、

コーディネーター、島田東部土地区画整理組

合の関係者の方々、また、講師をお願いした

職員の皆様に大変お世話になりました。お礼

を申し上げます。

名古屋都市センターの活動から
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3アンケート調査「外国人がみた名古屋のまちづくり」

名古屋都市センターは、名古屋在住の外国人の方々を対

象に、名古屋のまちづくりに関するアンケート調査を行い

ました。調査は平成 5年 1月、市内に在住する外国人約800

人に英文もしくは日本文の調査票を送り、206通の回答を得

ました。

この調査は、名古屋在住外国人の目に写った名古屋のま

ちづくりについての意見を聞き、これからの都市計画・都

市開発に活かそうとするものです。このため、名古屋の街

や都市施設に対する多くの質問に加え、自由記述の質問項

目を設け、できるだけ多様な意見を収集するようにしまし．

た。

調査結果は英文・日本文でまとめましたが、その概要は

次の通りです。

l.回答者の属性

e．都市の魅力

①性別 男性56.3% 女性43.7%

②年齢 30歳未満51.5% 30歳～50歳41.3% 51歳以上7.3%

③国籍 北米52.4% 中南米4.9% 欧州9.2% アフリカ1.0%

アジア27.2% オセアニア5.3%

④在住年数 1年以下36.4% 1~ 3年29.6% 3~10年24.8%

10年以上9.2%

①人に名古屋を紹介するとき、どのスポットを勧めますか

名古屋城31.1% 栄30.1% 東山公園11.7% 名古屋港7.8%

熱田神宮6.8%

②名古屋以外で住みたい都市（順位、左から右へ。以下同じ。）

京都、東京、神戸、大阪、札幌、横浜、長崎、奈良、仙台、金沢

③名古屋のデ＿トスポット

昼間：東山公園、名城公園・名古屋城、名古屋港、栄、鶴舞公園、

熱田神宮

夜間：栄、名古屋港、市内レストラン、東山スカイタワー、

鶴舞公園



3.名古屋の長所
（順位）

4．自由記述質問

名古屋都市センターの活動から

④名古屋で訪れたい施設

名古屋港水族館、東谷山フルーツパーク、愛知芸術文化センター、

徳川美術館

1位アメニティ、住み安さ、

安全性

2位立地条件が良い

3位教育施設の充実

4位経済的繁栄

5位商業施設の集積

6位良好な住宅事情

(I漬国のまちづくり制度・手法で名古屋に紹介したいものはありますか

最も多く寄せられたのは土地利用に関する意見です。特に生活

環境に関わるものが多く、環境を配慮して一層、緑地・オープン

スペース・公園等を増加させることを望むものが多く見られまし

た(31件）。これに次いで、土地のゾーニング、特に住居地域とエ

業地域を分けることの指摘が多く（15件）、また、ゴミ処理につい

てリサイクルの推進の主張が目につきました(15件）。この他、環

境を配慮した建築の規制、屋外広告の規制強化を望むものもみら

れました。騒音、特に夜間の暴走族に対する指摘も多く見られま

した (10件）。

(2)名古屋を外国でpRするには、どのような方法が有効と考えますか

名古屋は都市としての規模に比べて海外での知名度が低いと言

われています。では、海外で名古屋の知名度を高めためるに、ど

のような方策が考えられるか自由に記述してもらいました。最も

多かった提案は、文化交流（交換留学生、文化・スポーツなど）

を推進するというものでした(37件）。博覧会やスポーツ大会など

国際的なイベントの開催または支援がこれに次ぎました (29件）。

これらの、いわば直接の方策以外に、緑や観光施設・外国人学校

の充実など都市としての環境を高めることが、究極的には海外で

の名古屋の知名度を高め、訪問者の増加につながっていくという

指摘も意外に多くみられました(25件）。このほか、東京と大阪の

中間で都市施設の整った、交通至便な日本の玄関日という名古屋

の特性をもっと PRしたらどうか(18件）、 PR手段として外国語

のパンフレットやガイドブックを増やす(21件）、海外のマスメデ

ィアを活用する方策を探れ（17件）といった指摘もみられました。
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5.その他
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(3潰国と比ぺて、名古屋での生活で何か不便がありますか。それを改善す

るには市役所はどうすると良いとお考えでしょうか

地下鉄・市バスに関するものが多くみられました (36件）。路

線、混雑、運賃、地下鉄と市バスの乗換の不便、終業時間に関す

るものなどです。自動車交通の混雑等に関するものがこれに次ぎ

ました(26件）。公共情報の提供、特に外国語によるサイン類の充

実を求める意見 (26件）、駐車場の不足についての指摘も多く (17

件）、銀行の営業時間、特に夜間のキャッシュサービスに関するも

の (15件）が続きました。夜間の営業についてはレストランや映

画館についても終了が早すぎるとの意見が多くみられ。暴走族な

ど街の中の騒音に関する意見（14件）、街中でくつろげるスペース

やベンチなどが欲しい (9件）という指摘も目につきました。

なお、名古屋は大変便利な街だ、とか母国よりも便利が良いと

いった意見も多く見受けられました。

(4冷のあなたのコミュニティで外国人の受け入れ状況はいかがですか

「問題はない」あるいは「他の国と変わらない」といった意見

が大多数でしたが、中には「住居を探すのに苦労した」とか、「珍

しいものを見るように見つめられる」といった指摘もありました。

このほか、道路・公園・公共交通・上下水道・都市景観など名古

屋の個別の都市施設に対する評価を聞きましたが概ね高い評価と

なっています。



英国の都市政策とその実施
一インナーシティ問題と都市開発公社制度一

ドックランド開発公社企画部長 ピーター• Z・ターリック

1、概論

この論文は、近年の英国政府のインナーシ

ティに関する都市政策の概要のなかでも、都

市開発公社の役割を中心に取り上げている。

英国の主な大都市圏のなかで衰退の一途をた

どる地区の活性化、効果的な改善のための公

共政策手段として、このような都市開発公社

制度を考察するものである。

ここでは主に、事業が最も成功したひとつ

であるロンドン・ドックランド開発公杜(L.

D. D. C.) に焦点を当てて詳細に紹介して

いる。同公社は、 1981年 7月に以前は主にロ

ンドン港に占有されていた東ロンドン地区の

2,100ヘクタールの土地を再生するために、中

央政府によって設立された。また、最初に創

設されたリバプールにあるマージーサイド都

市開発公社を含む、その他の都市開発公社の

事業についても考察を加えている。尚、過去

10年にわたる都市開発公社の影響や、その評

価についてまとめるとともに、 1990年代に向

けた新しい都市政策の取り組みについても言

及している。

2、都市政策とインナーシティ問題

政府のインナーシティ問題についての関心

は、 1970年代にはじまり、都市機能の喪失、

失業、産業の衰退などが焦点となっていた。

ロンドン、プリストル、バーミンガム等にお

いて当時起こった人種騒動は、移民による少

数居住者とインナーシティに昔から居住して

いる住民との間の摩擦であり、貧困、過密、

あるいは低廉住宅、保健衛生及ぴ教育施設等

行政サービスの欠如といった問題がその争点

と考えられていた。

1977年の政府白書「インナーシティに関す

る政策」は、顕著になりつつあった経済社会

問題を解決する調整手段として、インナーシ

ティの再生を重要な事柄として捉えていた。

これらの問題は、伝統的に大都市が直面して

いた都市の物理的問題である都市構造という

よりは、本質的な課題をもっていると見られ

ていた。勿論、これらの問題は雇用や人口が

インナーシティから条件のよい地域、ロンド

ンの場合、地方分権政策の一環として、郊外

都市やニュータウンなどへの移動促進がなさ

れたことでも明らかであろう。

1970年代までの英国のインナーシティは、

衰退につながる人口の減少や非サービス業界

における伝統的地場産業技術に関連する厘用

数の減少、あるいは公共サービスの衰退とい

った特徴を持っていた。例えば、東ロンドン

地域においては1967年から1981年の間にロン

ドン港湾管理委員会によるドック閉鎖の結果

として港湾関係の重工業、船舶修理、倉庫配

送といった業務でおよそ15万件にも及ぶ雇用

ピーター•Z ・ターリック

LDDC公社企画部長

1943年ポーランド・ワルシャワ生まれ

1968年 ロンドン大学不動産学部卒業

1974年 ノース・ロンドン工科人学人学院

修了
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数が喪失した。

テームズ川下流沿岸に立ち並ぶ近代的な新

コンテナ技術の採用による港湾施設の新設に

より、従来からの古い港湾施設が閉鎖された

ように、同じようなことが英国各地で次々に

起こった。そこで、技術敗退に直面していた

産業は、 1960年代以前から存在していた政府

補助金や他の優遇措置政策によってニュータ

ウンに誘致されて多くの場合、合理化を行っ

た。

しかしながら、産業の合理化以外にインナ

ーシティ衰退の一因となった最も特徴的な要

因は、おそらく物流と人の移動の変化であっ

た。電車、地下鉄、市電、バスといった形態

の低料金で大規模な交通輸送手段の開発は、

はじめて人口が集積した都心部から、郊外に

移り住むことを助長したのであった。自家用

車等の急激な増加は、インナーシティの土地

を道路と駐車場に塗り替えるという代償を払

いながらも、輸送手段の新たな発展をもたら

したのである。

この地方分散傾向は、大戦後の1950年代に

おいて、特に大英連邦国から英国本土への労

働移民の流れの時期と一致していた。先住者

人口が都心部から郊外に移住していくのと同

時に、外国からの移民が、安価な低廉住宅が

あり大規模な厘用機会が存在した都心部に流

入したのである。

1970年までに、いわゆるインナーシティ問

題の主な背景が明らかになるとともに、 1977

年に以下のようにインナーシティ白書が公表

された。

「英国の都心部地域の多くは経済的衰退、

建造物の老朽化、社会状況の混乱に病んでい

る。苦悩している我々の都心部が凋落するの

を見過ごすべきではない。見過ごせば、将来、

雇用機会の減少、不衛生な環境、住宅の老朽

化、住民サービスの衰退に大多数の人々を直

面させることになるであろう。」

インナーシティの衰退は、簡単に一つの計
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画用語で言い表せるものではなく、社会経済

の衰退の一部として受けとめられるべきであ

る。それを白書では次のように述べている：

「社会・経済的影響によって、現在進行中

のいくつかの変化や混乱に対処することは非

常に困難であり、とてつもなく膨大な負担が

必要となるであろう。しかし、この衰退を食

い止めるため、英国の都市内の雇用と人口を

バランスの取れた構造を実現する大規模な地

方分権を支援してきた政策を批判するのみで

なく、より健全な地域経済を構築すべきであ

る。」

しかしながら、白書がその中で取り上げる

事ができなかった事は、近年の伝統産業の衰

退、雇用の消滅、職能の変化を加速し、イン

ナーシティ問題を一層悪化させた技術革新、

地方分権、経済不況という強力な要因につい

てであった。

にもかかわらず、白書は次のようなインナ

ーシティ政策の基本的な目的として以下のテ

ーマを提言した：

(i) 都心地域の経済と地域住民の将米性を

強調。

(ii) 都心地域の構築物の改善とより注目を

引くような環境整備。

(iii) 社会問題の緩和。

(iv) 雇用と人日に関して都心地域と周辺部

地域との新しいバランスの確立。

白書はインナーシティにおける経済的停滞

が問題の根本的なところにあると強調し、産

業の優遇措置および工業政策の変革を強調し

た。白書は民間及び任意組織の努力義務を要

請していたが、地方自治体が「都心地域問題

に対処する適切な機関」であるという考えを

示していた。

白書の主な試みは、 1979-1980年度予算額

である約1.25億ポンドに及ぶ都市関連事業か

ら資金の供給を受ける中央政府、地方自治体

及びある地域の公共事業体間の特別連合組織

の設立であった。その連合組織に秘められた



指導案は、資源への注目不足や問題の複雑性

に起因する調整業務の入用、そして政策策定

と地域の要求に対応する業務の必要性を明ら

かにするものとされた。

白書の出版と1979年の労働党政府の敗北す

るまでの 2年間は、この連合組織と事業当局

が都心地域事業計画を通して、インナーシテ

ィ政策の主要機関であった。この事業の責務

を持つ地方自治体に対する資金は、国の経済

困難にもかかわらずそのまま保持され、しか

も増額されたのである。このような経済困難

が、都心地域の事業及び人材サービス委員会

のような政府事業においての雇用の創出と経

済再建をより一層重要視させたのであった。

おそらく、中でも最も重要であったのは、第

二次大戦以後の政府が適用した分散型政策が、

明白に、財政分配の減少政策とニュータウン

の成長目標を低く設定する事によって、一部

取り除かれたことであった。

3、新しい方策一都市開発公社の創設

1979年、保守党が政権を握り、新たに環境

大臣となったマイケル・ヘーゼルタイン氏は、

インナーシティ問題に対する政府の懸念と、

パートナーシップおよぴ計画事業の権限に関

する取り決めへの支持を重ねて言明した。し

かし、政策は大幅に方向転換されていた。マ

イケル・ヘーゼルタイン氏は、気乗りのして

いない民間セクターに対し、インナーシティ

の再開発と再生に大きな役割を果たすよう熱

心に説得を行い、そして利用されていない公

有地を民間開発事業に対して放出するよう奨

励した。当時の大蔵大臣、ジェフリー・ハウ

氏も民間セクターを窮屈な規制や財政負担か

ら開放する「自由放任政策」の試みとなった、

企業ゾーンの設定に着手したのである。政府

の新しい発議の中でおそらく最も劇的であっ

たのは、 1980年に制定された「地方政府、計

画およぴ土地法」に基づいた、都市計画への

英国の都市政策とその実施

新しい実験的取り組みとして都市開発公社を

創設したことであろう。 1981年の春にリバプ

ールのマージーサイド地区にひとつ、また同

年夏にロンドン東部の旧ドックランドの開発

を担当する二つの公社が最初に設立された。

都市開発公社一枠組み

ロンドン・ドックランド開発公社 (L.D. 

D.C.)およびマージーサイド開発公社 (M.

D. C.) は、 1980年の「地方政府、計画およ

び土地法」に基づく最初の二つの都市開発公

社として設立された。これらの公社の活動資

金は主に環境省 (DoE) からの補助金および

土地処分金によって補完されていた。環境省

が省内のインナーシティ部門を通して英国の

すべての公社の監督に責任を負い、ウェール

ズ事務所がカーディフ湾都市開発公社を監督

している。

最初の二つの都市開発公社の設立に際して、

政府は衰退したマージーサイドやロンドンの

ドックランドの再生に必要とされる複雑な任

務に対処するためには、地方自治体との既存

の取り決めでは不十分であるという見方を取

った。任務の国家的重要性に鑑みて、政府は

国務大臣を通して議会に報告義務を負う新し

い組織の創設が適切だと考えたのである。こ

れらの公社の設立時には、政府はこの第一次

の都市開発公社は10-15年以内に都市再生を

完了可能であると予想し、その後公社は解散

される予定であった。しかし、依然としてな

されるべき事業が多数存在するため、この作

業の完了に関する確定的な日程は設定されて

いない。

都市開発公社の目標

1980年の法令は、都市開発公社が指定地域

の再生を保障するよう要求しており、以下の

ような手段で再生が達成されるよう示してい

た。

一 土地およぴ建物の効果的利用法の導入。
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一 既存および新興商工業の発展を支援。

一 魅力的な環境の創造。

ー 開発地域に住民が生活し勤務することを

奨励するため、住宅およぴ社会的施設の利

便が保障されること。

環境省は、都市再生をより正確に定義する

よう今までに追求してきていないが、都市開

発公社に対しては、再生の大まかな目標をど

のようにして行動に移したかを主に公社の年

次計画書を通して説明するよう要求してきた。

こうした取り決めは、環境省が公社を監督す

る上で重要な要素となっている。

都市開発公社の役割において重要な特色は、

指定地域の再生のために民間資金をできるだ

け確保することである。したがって、公社の

主要目的は、土地自体を直接開発することよ

りも、土地の再生利用と開発用地の公共サー

ピスを確保することであった。ロンドン・ド

ックランド開発公社は、設立から 3年間は、

民営開発がこの地域に関じを示さない場合に

行使されることになっていた開発権限を、実

は保有していたのである。実際には、活動の

最初から民間投資を誘引できたため、 L.D. 

D. C．がこれらの権限を行使する必要は生じ

なかった。

国務大臣は各公社をそれぞれの担当地域の

開発規制機関として指定することが可能であ

る。その後の法的命令に基づく権限付与によ

って、地域内の広大な旧公共用地の譲渡が行

われる。法的土地購入権を持つその他の公共

機関同様、公社は各自の活動の結果生じる開

発利益を考慮しない価格で、土地を取得する

ことが可能である。他の開発規制機関同様、

公社も他者の計画申請に対して決定を下すこ

ともでき、また理事会の決定に基づいて開発

許可を公社自身に対して許可することも可能

であった。しかし、法的開発計画は従来通り

開発地域の自治体の責任とされ、公社は独自

の開発案の作成に際して、これらの条件を考

慮に入れる必要がある。
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他の公共機関との関係

効果的な都市再生には、公社と他の機関と

の緊密な協力が必要であると認識されていた。

都市開発公社の担当地域内の地方自治体およ

ぴその他の公共機関が、従来通り住宅、教育、

保健サービスに責任を負い、環境省は都市開

発公社によるこれらのサービス目的の支出方

法について特に制限を加えている。上記機関

並ぴにその他の機関はすべて、地域に移住し

てくる多くの住民、あるいは増加された商工

業活動よって生じる各々のサーピスに対する

新たな需要に対応するための計画を立てる必

要がある。このような機関とサーピス提供者

とのつながりは非常に強く、都市開発公杜と

のこうした関係をできるだけ確保するため、

再生の速度と規模の均衡をとっている。

1980年の法令は、都市開発公社およぴ地方

自治体に対し異なった役割を包含しており、

都市開発公社の指定地域への公共サーピスの

条件に協力促進の必要性を認めている。しか

し、最初に設立された 2つの公社は、選挙に

基づく組織ではなく、また地域コミュニティ

に対して責任を負っていないという理由で、

都市開発公社は非民主的であると考える地方

自治体の反対にあった。しかし、地方自治体

が合同で事業を行なう事に明瞭に利益がある

とする場合、協力する意思もあったというこ

とも言明しておかなければならない。

環境省によ る監督

都市開発公社との関係においては、環境省

は非公共組織に関する大蔵省の指導基準に従

っている。これには健全な財務およぴ管理制

度を運営し、各自の活動をモニターするため

の十分な情報入手を保障する監査組織が必要

である。環境省は各都市開発公社に対して財

務記録およぴ高水準の指導を規定した通達を

発している。また、同省は各地にある地域事

務所を通して緊密な連絡を維持している。

公社年次計画は、環境省と都市開発公社と



の関係において必須のものである。毎年、環

境省は、全般的な進行状況および特定地域の

業績に関する政策の行政的再吟味をする上で

の基礎資料としており、後に、承認およぴ利

用される計画の形態と内容について検討して

いる。環境省は、個々のプロジェクトを別個

に承認するか、あるいは都市開発公社に承認

を委任し、個々の計画の進行状況を選択的に

調査実施するものである。

公社が再生目標をどの程度効果的に達成し

たかを審査する完璧な論拠を提供するため、

公社計画には主に歳入と歳出の尺度である業

績指標が含まれている。国務大臣は、公社に

対して外部監査人を任命する責任も負ってい

る。公社の年間収支報告書の財務監査に加え

て、監査人は、金銭調査の対価がどういう所

で高水準の業績の達成または維持に役立つの

か明示するよう要求されている。

各公社の主な活動は、開発を目的とする公

共用地を整備した後に、民間セクターに対し

処分する事である。環境省は、大規模な開発

に関する場合以外は土地処分には関与してい

ない。都市開発公社は、市場価値以下で処分

を行う場合以外は土地処分に際して環境省の

承認を必要としないが、環境省は必然的に、

この種の土地処分計画その他の局面に対する

考慮が必要な、より複雑で大規模な開発に注

意を払わざるを得ない。それ以外の場合には、

環境省は不動産鑑定士の証明書や公社の外部

監査人による土地処分検査をこの種の販売の

妥当性に関する十分な保証として採用してい

る。さらに、一定期間内に行われた取引の事

例を検査するため、各都市開発公社は土地処

分収入を四半期毎に環境省に提出しなければ

ならない。

都市開発公社の増設

1987年の保守党の再選およぴ最初に設立さ

れた 2つの都市開発公社の成功を受けて、内

務大臣はこの年、都市開発公社をさらに、プ
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ラック・カントリー、 トラフォード・パーク、

ティーサイド、タイン・アンド・ウェアのイ

ングランドでは 4社、そしてウェールズのカ

ーディフ湾に設立することを決定した。これ

らの第二次の都市開発公社は、最初の 2社で

あるL.D. D. C．や M.D. C.と同じ一般的

目的およぴ政府が第一次の公社に対して妥当

と認めたものと同じ権限が与えられた。各公

社の業績から、大臣たちは都市開発公社が都

市再生の効果的な手段であると確信した。そ

の結果、環境省は過去の経験を活かし、新し

い都市開発公社の設立地区を選定したのであ

る。

これらの公社は、未利用地や失業の規模、

事業実施可能な地域を指定する必要性、開発

に対する潜在能力、およぴ民間投資の可能性

を考慮した。政府の決定は、 1986年10月、選

定された地域内の有望な用地の開発可能性評

価を目的として政府に代わってこれらの地域

の調査を行ったコンサルタントの調査結果に

基づいていた。コンサルタントはその報告書

の中で、都市開発公社が対象地域での活発な

取引を行い、荒廃したイメージを変える必要

があると強調した。

さらに1988年には、国務大臣は新たに 4つ

の都市開発公社をプリストル、シェフィール

ド、リーズおよぴセントラル・マンチェスタ

ーに設立し、プラック・カントリー開発公社

を拡大してウルバーハンプトンの一部を含む

ようにした。これらの地域が選ばれたのは、

いずれの地域にも未利用地およぴ借り手のな

い建物が目に余るほど存在していたからであ

った。これらの第 3次の公社も、指定地域は

やや狭いものの、やはり初期の都市開発公社

をモデルとしており、同様の方法で運営され

ている。新 4公社のそれぞれについて 4-5 

年間にわたって約1,500万ポンドの経費が生

じると予想されたが、新たに設立された都市

開発公社の経費も大幅に削減された。

最後に、 1992年、政府は第 4次の都市開発
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公社としてバーミンガム ・ハー トランズ都市

開発公社を設立した。

4、都市開発公社の業務：ロンドン・ド

ックランドの経験

ロンドン・ドックランド開発公社は、ロン

ドン ・バラのニューハムとサウスウォークそ

れにタワーハムレットの一部を含むロンドン

市東部にある8.5平方マイルの地域を担当す

る事になった。

1974年から1979年の間に、地方自治体後援

のドックランド合同委員会がロンドン ・ドッ

クランド開発に関する戦略計画の開発に責任

を負っていた。この計画書は1976年に出版さ

れ、 20年間を開発期間とし、大半が公的財源

で賄われていた。 1981年 6月に上院の特別委

員会は、物理的な再生において事実上の進展

があったとする一方、なされるべきことが相

当量残されたままで、民間投資の誘致には継

続して問題が残っていると言及した。従って、

委員会はこのような状況を鑑みてロンドン ・

ドックランドの都市開発公社の理念を認め、

政府に対して公社の設立を進めるよう提案し

た。

1981年 7月に都市開発公社を設立したマイ

ケル・ヘーゼルタイン国務大臣はロンドン・

ドックランドは英国の他のいかなる地域より

もそのインナーシティの物理的衰退が依然と

して深刻であるとして、英国国会において次

のように意見を述べた ：

「ロンドン ・ドックランドは、英国のいか

なる地域よりもインナーシティの物理的衰退

と都市部の再生の必要性が、より深刻でしか

も広範囲に及んでいることを露呈している。

全ては効果的に生かされていない地域をより

価値のある利用をするために見積もられた新

住宅、新環境、新産業開発、新レクリエーシ

ョン施設、新商業開発、新建造物などの、ロ

ンドンが二十世紀最後の20年間にわたって必

要とする開発に向けた重要な好機を描いてい
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る。この衰退から復興、または問題地域の改

善は、大蔵省だけが経済的に余裕がある公共

支出によって成し遂げられる。ロンドン ・ド

ックランドは目標をだだひとつに絞った開発

機関によってのみ好結果に再生されうるので

ある。」

しかしながら、こうした考慮すべき問題に

対して、 ドックランドは索晴らしい機会も所

有していたと認められていた：

(1) 第一に土地の有効性：ドックランドはロ

ンドン市内での唯一の重要再開発地であり、

ドックランドのみならずその周辺地域におけ

る雇用不足や経済赤字の多くを救済する能力

が備わっていた；

(2) 第二に市街地と ロンドン中心部に近接し

ている： ロンドンの金融、商業及び他のサー

ピスヘの出入りが容易にできる。元々の位置

が英国で最も繁栄している南東地域の中心に

あり、中央ヨーロッパの主要市場へ近接して

いる事もかなり好都合であると認められた。

(3) 第三に、 ドック島の企業ゾーン (1982年

から1992年にかけて公社によって管理され

た）は、閉鎖されたドックとテームズ川に近

接している事から、財政的に有益であるばか

りでなく、新しい雇用機会と新たな持続性を

創出する大胆で想像力に富んだ事業に対して

格別の好機を提供したと認識された。

(4) 最後に、閉鎖されたドックとテームズ川

の400エーカーの敷地は、適切な援助によっ

て、ロンドンは勿論、南東地域において無類

の規模のレジャー活動のための機会を与えら

れるユニークな環境を提供していると見られ

ていた。

その事業を確立するために、以前には地方

自治体だけが特別組織として権限の行使をし

ていたという、前例のない権限を政府は都市

開発公杜に許可した。環境大臣により任命さ

れた全12名の委員によって構成される公社の

理事会が、直接責任を持たされた。各委員は

3年程の期間を国務大臣により個人的に任命



され、通常ビジネス及ぴ金融界の出身者であ

る。

政府が公社に与えた権限は次の通りであ

る：

(1) 財源 環境省を通して大蔵省より供給さ

れる。初年度は、年間平均6,000~7,000万ポ

ンドで、その後、 1991/92年度には 2億7,700

万ポンドに増額された。

(2) 統一的開発規制力 助言と計画認可を求

める投資家や開発業者に対し、「サービス窓

ロ」を提供するため公社に与えられる権限（三

つの地方自治体の代替え）。

(3) 土地取得権 特別区議会が付与する手続

きを通し、公共事業体から短期に土地を取得

可能にする権限。

(4) 企業ゾーン局 1982年 4月に10年を期間

として指名されたドック島企業ゾーンを管轄

する権限。

新しい柔軟性に富んだ計画政策の枠組みの

中で運営する「ドックランド1993」は、この

ような権限利用は開発公社が、その地域と住

民に将来の健全な経済活動のための新しい基

盤を与えうる完璧な対比といえる。再生計画

には91億ポンドを越える民間投資がなされて

きている。1,500件以上の新規の会社がこの地

域に移転され、 41,000件以上の新しい雇用が、

主にサービス分野において創出された。270万

平方メートルを越える、新たな商業用床面積

が完成された。さらに、 16,000戸以上の新し

い住宅が建設され、開発公社の設立時には 5

％前後であった個人所有率が44％近くになっ

ている。人口は39,000人から新住民が62,000

人以上に増加した。土地の価格は劇的に上昇

し、結果的に、開発公社が費やした 1ポンド

に対して (1992年 3月現在13億 5千万ポン

ド）、民間分野は6.7ポンドを費やしているこ

とから、その波及比率は 1: 7近くになった。

ザ・タイムズ、サンデー・タイムス、ガー

ディアン、テレグラフ、そしてファイナンシ

ャル・タイムズを含む英国の新聞社のほぽ全
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てが、この地域に移転した。日本、スウェー

デン、クウェート、オランダ、デンマークか

ら関心が寄せられた投資と相まって、ロイタ

ー、モーガン・スタンレー、オギルビー、メ

イザーのような国際的組織もドックランドを

新しい本拠地としたのである。興味深い事に

は、ロンドンが地球規模のビジネスセンター

であることを反映して、全商業投資の合計三

分の二が海外からの出資ということである。

さらに、カナダの開発業者であるオリンピ

ア・ヨーク社によって、カナリー・ワーフに

おける最大の単一商業地開発計画の第一段階

が完了した。現在上記開発会社は倒産し、そ

の債権者が直面している近年の財政困難にも

かかわらず、開発公杜はこの計画は最終的に、

約50,000件の雇用数を作り出し、約140万乎方

メートルの国際的レベルのビジネス空間を作

り出すと期待している。

開発公社にとって、このような規模での民

間参加は、下記の意義があった：

1.このような人口密度と将来の予想労働人

口の規模は、種々の形態の輸送の改善への投

資を財政と経済の両面で正当化することに役

立った。

2. 全て公的資金から賄われる予定であった

輸送システムの改善・促進を目的とした公共

経費に対し、民間からの分担金負担の機会を

提供した。

3.戦略的には、このような計画は、中世の

ままの街路パターンや、賃貸と個人所有の建

物が複雑に絡みあった構造などの理由で、ロ

ンドン市内では実現困難であった国際級の質

の高い空間をロンドンに与える事になる。従

って、民間参加はロンドンが、西暦2,000年に

はニューヨークや東京などの他の世界的中心

地と競争するための礎となり、 ドックランド

を世界に誇るビジネス・センターとすること

ができる。

開発公社の推定では、 ドックランドは1981

年の人口39,000人、雇用者数29,000人に比較
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して、最終的には人口115,000人、雇用者数

200,000人の収容能力を持つようになるであ

ろうと予測している。

5、英国の他都市における都市開発公

社

マージーサイド開発公社

マージーサイド都市開発公社は1981年 5月

に最初の都市開発公社として創立されたが、

L. D. D. C．に比較して開設当初の時期は極

めて困難であった。

マージーサイド開発公社の指定地域ば惨憎

たる状態であった。この地域には取り壊され

た商品置場、鉄道退避線、汚染土地、家庭ゴ

ミ廃棄場、及ぴかなり沈泥や汚染されたドッ

クが含まれていた。公共道路およびその他の

インフラは事実上存在していなかった。住民

は僅か約450人で、事実上公共あるいは地域社

会施設は全く存在していなかった。その地域

にはおよそ1,500件の雇用を提供している228

社の企業があり、使用店舗のほとんどは、短

期賃貸契約の不必要に巨大なドックビルであ

った。地区は荒廃を続け、ビジネスは退去し

つつあり、マージーサイドの全般的なイメー

ジは悪く、そのため投資家や開発業者の参入

を妨げていた。コンサルタントは、マージ一

サイド開発公社地域の現存の建築物は11,000

件の雇用を収容するために一新されうると提

言していたが、このことは労働力の需要不振

には反映されなかったのである。

指定以来、 2億7,500万ポンドの公的資金が

費やされたが、民間セクターからの投資は 1

億3,500万ポンドに過ぎなかった。1980年代の

リバプール市評議会の政治上の混乱が、この

地への内部投資を魅力的にする計画を思い止

どまらせ、地域のビジネスに深刻な打撃を与

えたと、大方の評論者は見ている。このこと

は、その経済に反映され、マージーサイドは

1979年から1989年まで一人当たりにして、お

よそ5,700ポンドに等しい国内総生産が英国
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の平均93％から76％に落ちるという、最悪の

業績の郡であった。

それ以来、事は一変したのである。この地

域が特異な土地柄で、少なからず一般的に不

潔な放棄された環境であるといった他の状況

などから、マージーサイド開発公社の業績を

都市開発公社のその他の地域のそれと比較す

るのは少なからず困難である。そのため、最

初に土地の整備、埋め立て、及ぴ、景観や同

様の計画を含む基本的なインフラ整備に多額

の資金が費やされなければならなかった。

開発公社によって達成された価値が金銭に

換算するとどれだけの業績になるのかを評価

する上で困難であった一つには、「イメージ」

改善を量的に測ることであった。しかし、多

くの人々は1984年の国際ガーデン・フェステ

イバルの創設を含む、ウォーターフロントの

整備が開始されて以来マージーサイドに対す

る認識がよい方向に変わってきていると考え

ている。これは特に、開発公社の手掛けた事

業の一新によって高い評価を受け、 1986年に

は、歴史的記念物保存に対して表彰されるヨ

ーロッパゴールドメダルを授与されたアルバ

ート・ドックで印象的な成功を収めた時期で

あった。

この業績に続いて、政府が1988年に都市開

発公社の指定地域を当初の86エーカーから2,

372エーカーに拡大し、同時にその期間も延長

したため、開発公社は大いに鼓舞された。こ

れに続いて、開発公社は、特に北アメリカに

焦点を当てた、野心あふれる海外投資計画に

乗り出した。これからの10年前後で約10億ポ

ンドの投資がリバプールにもたらされるであ

ろうと開発公社は期待している。全体的な戦

略のその他の部分には、軽量鉄道輸送システ

ム、マージー川の両側の住宅開発の更なる促

進、新興軽工業とハイテク産業の開発を含む

主要なインフラの改善を含んでいる。



セントラル・マンチェスター都市開発公社

最近の都市開発公社は投資を誘致するため、

その所在地域内の市当局と十分に協力して主

要な意義ある計画を保障およぴ促進するため、

その広範な権限を利用してきている。 1988年

7月に政府によって設立された第三次の開発

公社であるセントラル・マンチェスター都市

開発公社がそのよい例である。第一次の開発

公社が、地域の行政当局と緊密に協力しよう

として欲求不満を経験したことから比べれば、

結構な進歩といえよう。マンチェスターでは

開発公社は470エーカーを担当し、市の2000年

オリンピック競技会の開催をめざし「スーパ

ートラム」輸送システムの開発とハイテクコ

ンサートホールの提供にも関与してきている。

これらは、全て開発公社の総合開発戦略の中

で、マンチェスターを英国の主要都市として

対外的知名度を高めようとするための、「旗揚

げ」プロジェクトとみなされている。戦略は

7つの主要目的を有する。

1.投資障壁の削減

環境を改善し、開発手続き、戦略的土地統

合を合理化し、助成金を提供する。

2. 適切なインフラの完備

適切な水準の駐車場を維持し、新設高速道

路及ぴ地下鉄と連結する市の新軽量鉄道シス

テムの完成を含む公共輸送計画を支援する。

3.機能的、物理的な都心部の拡大

都市開発地域を主要都市中核部と統合し、

新しい土地利用法や住宅、オフィスビル、レ

ジャー、観光などのこれまで見過ごされてき

た分野の利用方法を奨励する。

4.地元住民の特典

開発公社によって設立された雇用コンサル

タント・サービスを通して都心部の住民が雇

用機会やレジャー施設の利益を得る事を保障

する。

5.住民の自意識の向上

住民のニーズが市に反映されるよう開発計

画に地元住民を巻き込むことによって、住民

英国の都市政策とその実施

の自意識の向上を図る。

6. 質の高い建築や野外アートの奨励

最高水準の開発と野外アートを奨励する助

成金支給を強化する。

7. 国際ビジネスセンターと観光地としての

マンチェスターの促進

質の高い建物、環境、芸術作品を特徴とす

る都市を築き、またその他の市場機関とも協

力することによって、マンチェスターを国内

外に印象づける。

開発公社の最高幹部は開発公社の任務を次

のように見ている：

「開発業者が、都市の中に新しい雇用施設、

新しい家屋、新しいレジャー施設を建設した

いという雰囲気の環境を作ることであり、そ

して我々の任務は1,000件以上の新たな雇用

機会を生みだしてきた政策で企業が移転する

よう説得することでもあることから、より大

規模で重要な繁栄する都心部を作り上げるこ

とである。」

その努力を通して、開発公社はその創設以

来、この地域に1992年 3月現在におよそ4,400

万ポンドの自己投資をした後、民間セクター

から 2億1,200万ポンドの投資を引き出して

きたのである。

リーズ開発公社

同様の手段が、 1988年 6月に創設されたも

うひとつの第三次都市開発公社であるリーズ

開発公杜によって取られた。この開発公社は、

都心部に近い1,340エーカーの 2つの広大な

地域を受け持っている。両地域はこれまでに、

連絡道路の不備、所有権放棄や、分裂した土

地所有などの問題を抱えていた。

沈滞した経済状況下であったにもかかわら

ず、開発公社は、 1992年 3月までに4,100万ポ

ンドを投資し、その見返りとして民間セクタ

ーから 1億1,600万ポンドの投資を引き出し

たのである。多様性に富んだ開発計画を通し

て、新たな6,500件の恒久業務と860件の建設
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業務の創出という結果に至った。開発公社は

また観光政策にも積極的に乗り出し、ロイヤ

ル・アーマリーズ・ミュージアム（王立武具

博物館） （現在はロンドン塔にある）をリーズ

に誘致することに成功した。これは英国でロ

ンドン以外に建設される最大規模の単一博物

館となり、また世界でも最も近代的で技術的

に進んだ武具の展示となるであろう。

6、評価ー結論

英国において都市開発公社は、まさに1980

年代を代表する産物として過去10年あまりの

間都市再生政策の旗揚げであった。ただし、

それらが、期限付きで設置されたものである

ことを忘れてはならない。第一次は10~15年、

第二次はおよそ10年であり、第三、四次は（ミ

二都市開発公社と呼ばれる） 5年の期限が設

定されていた。

その影響は？

保守党が1979年に政権を握った時、英国の

都市は、住民の移住や事業の信頼が崩れるに

従い、手のつけられない程衰退しているよう

に思われた。地方自治体当局が自ら実施する

都市計画に中央政府の資金をますます要求す

る一方で、都市の衰退が続いていたことから、

政府は都市開発戦略は失敗であったと主張し

た。

主に放棄土地の整備とインフラの改善をす

ることによって、都市が郊外や高速道路地帯、

及ぴ振興都市に対して競争力をつけることが

できるよう、基本的な政策の転換は、政府の

資金を強制的に都市の市場再評価のために費

やしたのであった。その意図は民間が、どこ

か別の場所でより楽な利益を求めるよりも、

都心部開発に潜在的可能性を見いだせる水準

にまでリスクを滅らすことであった。都市は

公的査金を単に消費するだけというより、む

しろ投賓機会となるであろう。

全般的にみて、その成果はさまざまである。
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ロンドンでは首都中心部のスペースヘの圧迫

と、急速な経済成長期の高まる要求によって、

ドックランドの開発が加速的に進んだ。価値

評価は急騰した。これと対照的にマージーサ

イドは、その不均衡で基盤の乏しい経済構造

と相反する政治的イメージのため、事業に対

する信頼確立が妨げられ、停滞した。

しかし、個々の都市開発公社は全てそれぞ

れ異なる方法で機能しており、それらを比較

し、全体的な影響に対しての寄与を比較する

ことは危険であると認識しておく必要がある。

したがって、比較の正当性には限界がある。

ある意味では、比較は各開発公社の幹部がと

る対照的な方法を強調しながら、より充実し

た地域社会という意味での再開発や再生の議

論に焦点をあてることもできよう。

しかし重要と指摘すべき点は、それぞれの

開発公社間の相違は類似している所より、は

るかに大きいため、それらの間に線を引き、

都市再生のモデルとして評価することはほと

んど不可能ということである。

都市開発公社の影響を評価する上で問題と

なっていることは、公社に特別な権限を与え

る法令があまり詳細に作成されていないこと

である。公社の任務は、公社に委任された都

市地域を「再生」することであると述べられ

ている。この目的を達成するため、公社は土

地の取得、埋め立て、公共施設供給およぴ土

地の処分に対しての権限を持ち、もし望めば、

公衆衛生、教育、養成トレーニング、およぴ

地域施設提供の援助も可能である。理論上は、

全ての公社は開発実現のための多額の沢金を

有しており、この事以外では各都市開発公社

間には大きな相違がある。設置年度や形態、

規模、管理する領域は常に隣接しているとは

限らず、放置の程度も多様化しており、経済

状況も違っている。

一つの極端な例は、既に参照されたセント

ラル・マンチェスター開発公社である。その

担当地域が500エーカー以下と、都市開発公社



の中での最小規模であるばかりでなく、当然

繁栄しているはずの都心部に設置されている

ことでも珍しいといえる。この地域は、ロッ

クデール運河を囲み、いくつかの荒廃した倉

庫を含む60の主要建築物が地域内にある。現

在のところ、大がかりなインフラ整備の業務

はない。過去にドック、鉄道の引きこみ線施

設、または汚染された製鉄工場も存在したこ

とがない。

これとは対照的に、過去に造船所や鉄道施

設のあったタイン・アンド・ウェアはドック

ランドやマージーサイドにより似通っている。

タイン・ウェア境界線は 2つの川に沿っては

っきりと描かれているが、全く放置されたま

まに等しく、交通の連絡も非常に悪い。

担当者の取り組む姿勢の違いも重要である。

ティースサイド開発の最高幹部は、開発公社

の任務は仕事を作り出すことにつきると考え

ている。住民が仕事を持って初めて、レジャ

ー施設等でその生活の質の改善を真剣に考え

始めるのである。タイン・アンド・ウェアの

最高幹部も率直にほぼ似たようなアプローチ

をとっており、その計画では、開発公社の出

発点はタイン側の経済基盤の多様化を試みる

ことであり、従ってここでの戦略には、この

地域に新しい産業を誘致するためのピジネス

パークの建設が組み入れられている。

新しい仕事口を創り出すことはトラフォー

ド・パークまたはセントラル・マンチェスタ

ーにはほとんど問題となっていない。また事

実上完全雇用を誇っているプリストルでも重

要な関心事ではないのである。

政府の財政監視役のナショナル・オーディ

ット・オフィス（全国監査事務所）

は1993年の後半に発行される予定の第二、三

次開発公社の業績に関する報告書では、この

ような中間的結論でその業績を評価すること

が困難である理由を以下のように述べている。

1.共同計画を改善する余地が残されている。

2. 開発公社がどこまでその目標達成に成功

英国の都市政策とその実施

したかを確定するのは困難である。

3.経済的沈滞によって開発公社がその期限

内に担当地域での開発を希望する水準に

まで行う能力が相当阻まれた。

4. 開発公社の期限の終わりに向かうに従っ

て、仕事羅のアウトプットを終了しよう

とする顕著な傾向が見られ、計画は予想

していた完全な経済的利益を達成するこ

とが出来ない可能性がある。

5. 開発公社は区域内で床面積を過剰に提供

する可能性がある。

しかし、プリストル、カーディフ・ベイ、

マージーサイドを除いて全ての開発公社は、

インフラの改善、土地の購入、環境の整備に

投資した自己資金よりも民間から資金を引き

出してきたというのが大方の分析家の意見で

ある。彼らはまた、その活動の結果、全ての

大都市で多くのことがなされつつあり、市場

問題の解消を求める政府の熱意にもかかわら

ず、都市開発は干渉主義と民間資本主義とを

効果的に調和したものになりそうであるとい

うことに同意している。

確かに、開発公社がその巨額の投資によっ

て、以前放置されていた都心部に仕事口とピ

ジネスを蘇らせる事によって、地域を見違え

るほどに変貌させたことには、多くが同意し

ている。その結果、近年の景気低迷に戦いを

挑み、現在の不況からうまく抜け出すための、

はるかによい機会が提供されているのである。

7、1990年代のための新しい取り組み

1992年の再選挙以来政府は、公共・民間両

者が都市再生を促進し、計画システムを効果

的に運営していくために、協力的なパートナ

ーシップを結ぷことの必要性にスポ ットライ

トを当て続けてきた。

都市再生局

政府が関じを払っていることの一つは、エ
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業地域をできる限り利益の上がるように利用

し続けることである。英国とウェールズには、

未利用の空き地が150,000エーカー以上存在

する。従って新しい全国規模の機関の設置が

提案され、 1993年 7月に議会を通過する予定

の都市住宅開発法の下に、都市再生局 (URA)

が設置される。

開発公社の経験を生かして、同局は民間部

門と地方当局とのパートナーシップを前提に

機能する、柔軟性に富んだ単一機関となる予

定である。また開発公杜の地域外を担当する。

貧困な地域の雇用スペースの開発を充実さ

せる為に都市再生局は次の 4つの主要な目的

を設定している。

1.上記のような開発を望まれる地区に、望

まれる時機に対応する。

2. 開発を実施するに当たってコストおよぴ

効果を検討する。

3. 開発に当たって民間部門を長期的に組み

入れる。

4. 出来る限り開発を民間主導で行う。

都市の取り組み

政府によって促進されている、もう一つの

新しいイニシアチプは、地方当局を巻き込ん

だ都市の取り組みである。これを実施するに

あたって、その狙いは地方当局が民間とパー

トナーシップを組んでその地域の都市再生計

画を実行し、このような計画実行のために中

央政府の資金をその他の地方当局と競争する

よう奨励することである。

1991年に第一回都市の取り組み「コンペテ

ィション」が開催され、 11の地方当局がそれ

ぞれ3,750万ポンドを 5年間に渡って与えら

れる権利を獲得した。第二回では、さらに20

ヶ所の当局が同額を与えられた。

資金獲得に成功した当局は、大規模な民間

部門の機関と関係を持っているというように、

公共・民間の絆が大いに強調されている。全

体的には、 1 : 3から 1: 5の波及率が見込
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まれている。

都市の取り組みの 5か年計画で優勝した当

局のほとんどの計画は、 2つのタイプに明確

に区別させられる。開発公社地域に隣接また

はその地域内で事業志向タイプの再生計画で

あるか、あるいは住宅改築計画のいずれかで

あったということであった。

このようなイニシアチプの導入の意味する

ところは、開発公社による支出が減少する中

で、開発公社に割り当てられる予算が加速的

に減少したことである。全ての開発公社の支

出は1987/88年の 1億7,600万ポンドから増え

て、 1990/91年には最高の 6億5,800万ポンド

になったが、 1992/93年には 3億9,800万ポン

ドに減少した。

1992年11月に政府はその秋期財政報告書で

「都市の支出は、毎年都市の取り組みのため

に1億5000万ポンドを余分に提供するために

再調整される」と述べている。さらに、報告

書は続けて、「新しい計画では、都市開発公社

と都市計画の支出が次第に減少する一方で、

第二回都市の取り組みのために追加の資金が

提供されることになる」と述べている。

この10年間の前半が過ぎて行くにつれ、政

府が都市の取り組みを支援すべきかどうか、

新しい都市再生局は都市開発公社の仕事を早

期に都市自治体に譲渡を促すものであるのか、

あるいは都市開発公社が都市再生局のイニシ

アチプによる都市自治体の事業を代行する機

関として残されるべきかが、徐々に明瞭にな

るであろう。

一つ確かな事は、どのモデルが出現するに

せよ、公共・民間の影響力とパートナーシッ

プが1979年に最初に導入されて以来、現在の

政府の都市政策の根本方針として確立されて

いくだろうということである。



財団法人名古屋翻センターについて
財団法人名古屋都市センターは、復興土地区画整理事業をはじめとす

る名古屋のまちづくりの歴史を生かし、新しい時代の都市の課題を市民、

大学、行政など幅広い分野の人々と共に考え取り組むために設立されま

した。

l、事業内容

(1)まちづくりに関する調査研究事業

・自主研究

・受託研究

(2) まちづくりに関する情報の収集提供事業

•まちづくりライプラリー

•まちづくりの展示

・機関誌などの出版

(3) まちづくりに関する人材育成と交流

•まちづくり市民講座

・施設見学会

•まちづくり講演会

•海外研修生の受け入れ など

？、組織図

（平成 5年11月 1日現在、敬称略）

■ 役員

理事長

副理事長

副理事長

専務理事

西尾武喜

平岩利夫

由井 求

兼松公乎

常務理事 野田日吉

〈理事会〉

理事長

副理事長

専務理事

常務理事

理事

名古屋市長

名古屋市助役

名古屋市計画局長

名古屋都市センター事務局長
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理 事 小林龍郎 名古屋市総務局長

望月健三 名古屋市経済局長

竹川日出男 名古屋市建築局長

ー木宏次 名古屋港管理組合総務部長

小川勝久 名古屋商工会議所常務理事・事務局長

木下喜揚 悧中部経済連合会事務局長

監 事 堀内厚生 名古屋市収入役

■ 遍営委員会

運営委員 竹内 正 名古屋市助役

登内洋人 名古屋市財政局長

丸山雄示 名古屋市農政緑地局長

水口昇治 名古屋市土木局長

三木常義 名古屋市総務局理事

岩津洋治 名古屋市計画局次長

石川桂一 財団法人名古屋国際センター 専務理事

小出士郎 名古屋市土地開発公社 常務理事

濱口矩光 財団法人名古屋都市整備公社 常務理事

平田勇夫 財団法人名古屋土地区画整理協会 副会長

加藤慎昭 名古屋市住宅供給公社 専務理事

星 達雄 国際協力事業団名古屋国際研修センター 所長

■ 顧問

加藤晃 岐阜大学学長

長峯晴夫 名古屋大学教授

■ 企画委員

春田尚徳 名古屋大学工学部教授

竹内伝史 中部大学工学部教授

若山滋 名古屋工業大学工学部教授

後藤澄江 日本福祉大学助教授

奥野信宏 名古屋大学経済学部教授

岸井隆幸 日本大学理工学部講師

■ 事務局職員

事務局長 野田 日吉 常務理事・事務局長

主 幹 本田八束 主幹（パプリックデザイン）

企画課 杉浦雅樹 企画課長

岸上幹央 研究主査

小島正也 研究主査
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長谷川敬二 研究主査

藪野敏和 研究員

近藤亜弓 嘱託員（事務）

調査課 林 清隆 調査課長

尾関博子 研究主査

杉本金男 研究主査

伊藤郁男 研究主査

青山嵩 研究員

田中青樹 研究主査

下村陽子 研究主査

深谷直城 研究主査

中村文衛 研究主査

今井妙美 嘱託員（司書）
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編集後記

機関誌第 2号の特集テーマは「まちづくりと国際協力」としまし

た。国や自治体、民間の各分野で国際交流・国際協力のあり方が問

われており、まちづくりの分野でも大きな課題になってきています。

国際化の進展という大きな潮流の中で総論的な国際交流・国際協力

の必要性については一致しているものの、実際に何をどのように進

めていくかについては本格的な議論が始まったばかりの状況と言え

ます。このような中で、今回の特集では海外現地での体験のある方々

や国内の研修現場で指導に携わった方々に、それぞれ実体験にもと

づく執筆をお願いしました。この特集が今後この分野の議論の一助

となれば幸いです。

なお、次回の第 3号の特集テーマは、当センターが行っている自

主研究「公共と民間のパートナーシップによるまちづくり」を取り

上げる予定です。ご期待下さい。
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